
実
証
主
義
国
際
法
学
の
確
立
過
程
に
お
け
る
合
意
主
義
の
系
譜
（
二
）	

	

―
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
共
通
の
同
意
理
論
を
中
心
に

―
小

栗

寛

史

序　

論

第
一
部　

予
備
的
考
察

―
先
行
研
究
の
到
達
点
と
そ
の
課
題

　

は
じ
め
に

　

第
一
章　
「
公
理
」
と
し
て
の
合
意
主
義

―
「
公
理
」
化
過
程
の
素
描

　
　

第
一
節　

条
約
法
の
法
典
化
の
試
み

　
　

第
二
節　

学
説
上
の
議
論�

（
以
上
、
第
七
一
巻
一
号
）

　

第
二
章　

国
際
法
（
史
）
研
究
に
お
け
る
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム

　
　

第
一
節　

オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
生
涯
及
び
業
績

　
　
　

㈠　

刑
事
法
学
者
と
し
て
の
キ
ャ
リ
ア
形
成

―
一
八
五
八
年－

一
八
九
四
年

　
　
　

㈡　

英
国
へ
の
移
住
と
国
際
法
研
究
の
本
格
化

―
一
八
九
五
年－

一
九
〇
七
年

　
　
　

㈢　

ヒ
ュ
ー
ウ
ェ
ル
国
際
法
講
座
教
授

―
一
九
〇
八
年－

一
九
一
九
年

　
　

第
二
節　

オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
に
対
す
る
従
来
の
評
価

　
　
　

㈠　

同
時
代
の
評
価

　
　
　

㈡　

後
の
研
究
に
お
け
る
評
価
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第
三
章　

実
証
主
義
国
際
法
学
の
確
立
期
に
お
け
る
国
際
法
研
究
の
状
況

　
　

第
一
節　

参
照
項
の
「
可
視
化
」

　
　
　

㈠　

問
題
の
所
在
と
方
法
論

　
　
　

㈡　

概
説
書
ア
プ
ロ
ー
チ
と
背
景
と
し
て
の
国
際
法
研
究
の
「
担
い
手
」
の
素
描

　
　

第
二
節　

オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
概
説
書
と
共
時
的
視
点
の
射
程

　
　
　

㈠　

オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
『
国
際
法
』
に
お
け
る
概
説
書
の
一
覧

　
　
　

㈡　

オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
視
点
の
相
対
化

　

第
一
部
の
ま
と
め

第
二
部　

間
主
観
的
合
意
主
義
理
論
の
形
成

―
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
共
通
の
同
意
理
論

　

は
じ
め
に

　

第
一
章　

オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
国
際
法
論

―
共
通
の
同
意
理
論
に
着
目
し
て

　
　

第
一
節　

前
提

―
史
料
の
確
認

　
　
　

㈠　

概
説
書
第
一
巻

―
初
版
か
ら
第
三
版
ま
で

　
　
　
　

⑴　

初
版
（
一
九
〇
五
年
）
及
び
第
二
版
（
一
九
一
二
年
）

　
　
　
　

⑵　

第
三
版
（
一
九
二
〇
年
）

　
　
　

㈡　

ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
に
お
け
る
講
義
録�

（
以
上
、
本
号
）

　
　

第
二
節　

国
際
法
の
基
礎
及
び
法
源
と
し
て
の
「
共
通
の
同
意
」

　

第
二
章　

オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
国
際
法
論
と
そ
の
先
行
文
献
と
の
異
同

―
国
際
法
の
基
礎
及
び
法
源
に
着
目
し
て

　

第
三
章　

主
観
的
国
際
法
の
客
観
化
過
程
に
お
け
る
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム

―
国
家
間
共
同
体
と
個
別
国
家
と
の
関
係

　

第
二
部
の
ま
と
め
と
若
干
の
考
察

第
三
部　
「
公
理
」
化
過
程
に
お
け
る
間
主
観
性
の
喪
失

―
客
観
的
原
理
と
し
て
のpacta sunt servanda

の
成
立

結　

論
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第
二
章　

国
際
法
（
史
）
研
究
に
お
け
る
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム

　

第
一
節　

オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
生
涯
及
び
業
績

　
　

㈠　

刑
事
法
学
者
と
し
て
の
キ
ャ
リ
ア
形
成

―
一
八
五
八
年－

一
八
九
四
年

　

ラ
サ
・
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
は
、
一
八
五
八
年
三
月
三
〇
日
に
ヘ
ッ
セ
ン
選
帝
侯
国
（K

urfürstentum
�H

essen

）
の
ヴ
ィ
ン
デ
ッ
ケ

ン
（W

indecken
、
現
在
の
ニ
ッ
デ
ラ
ウ
（N

idderau

））
で
七
人
兄
弟
の
末
っ
子
と
し
て
生
ま
れ
た
。
何
百
年
も
続
く
ヴ
ィ
ン
デ
ッ

ケ
ン
の
ユ
ダ
ヤ
人
共
同
体
に
お
い
て
生
ま
れ
た
彼
は
、
一
八
六
八
年
か
ら
一
八
六
九
年
に
か
け
て
、
プ
ロ
イ
セ
ン
に
併
合
さ
れ
た
フ
ラ

ン
ク
フ
ル
ト
に
家
族
と
共
に
移
住
し
、
一
八
六
九
年
に
同
市
の
市
民
権
を
獲
得
し
た
。
一
八
六
五
年
四
月
か
ら
一
八
七
四
年
一
〇
月
に

か
け
て
商
業
学
校
（H

andelsschule

）
に
通
っ
て
い
た
彼
で
あ
っ
た
が
、
父
を
説
得
す
る
こ
と
で
一
八
七
六
年
一
〇
月
に
は
フ
ラ
ン
ク

フ
ル
ト
の
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
に
通
い
始
め
た
。
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
入
学
当
初
は
、
古
典
語
学
習
の
埋
め
合
わ
せ
の
た
め
に
苦
労
し
た
も
の
の
、

一
年
半
後
に
は
最
終
試
験
に
合
格
し
た
。

　

ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
を
修
了
し
た
彼
は
、
一
八
七
八
年
の
夏
学
期
か
ら
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
大
学
に
お
い
て
学
究
生
活
を
開
始
す
る
こ
と
と

な
っ
た
。
当
時
の
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
大
学
で
は
、
ロ
ー
マ
法
学
者
と
し
て
の
み
で
は
な
く
、
利
益
法
学
（Interessenjurisprudenz

）

の
提
唱
者
と
し
て
も
高
名
で
あ
っ
た
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
（R.�von�Jhering

）
が
教
鞭
を
執
っ
て
お
り
、
法
学
を
主
専
攻
と
す
る
こ
と
を
選

ん
だ
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
は
、
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
か
ら
ロ
ー
マ
法
を
教
授
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

当
時
の
習
慣
か
ら
漏
れ
ず
し
て
一
つ
の
大
学
に
留
ま
ら
な
か
っ
た
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
は
、
一
八
七
八
年
一
〇
月
に
は
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ

ン
大
学
か
ら
ベ
ル
リ
ン
大
学
へ
移
籍
し
た
。
ド
イ
ツ
統
一
後
の
新
た
な
首
都
と
な
っ
た
ベ
ル
リ
ン
に
お
い
て
、
彼
は
ブ
ル
ン
ス
（K

.�

Bruns

）
の
ロ
ー
マ
法
、
ブ
ル
ン
ナ
ー
（H

.�
Brunner

）
の
国
法
学
及
び
法
史
学
、
そ
し
て
歴
史
学
者
ト
ラ
イ
チ
ュ
ケ
（H

.�
von�

T
reitschke

）
の
議
会
活
動
に
関
す
る
講
義
を
聴
講
し
た
。
彼
は
一
八
八
一
年
九
月
ま
で
を
ベ
ル
リ
ン
で
過
ご
す
こ
と
に
な
る
が
、
同

年
の
夏
学
期
は
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
で
ブ
ル
ン
チ
ュ
リ
（J.�C.�Bluntschli

）
の
国
際
法
を
聴
講
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
大
学
生
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活
を
過
ご
し
な
が
ら
、
彼
は
同
年
に
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
大
学
に
博
士
学
位
請
求
論
文
を
提
出
し
た
。
商
法
学
者
と
し
て
高
名
な
ト
ェ
ー

ル
（H

.�T
höl

）
の
指
導
の
下
で
執
筆
さ
れ
た
彼
の
博
士
論
文
は
、
為
替
手
形
名
宛
人
又
は
受
取
人
と
保
持
者
と
の
同
一
性
を
確
か
め
る

場
合
に
、
償
還
請
求
権
を
留
保
す
る
た
め
の
不
渡
為
替
手
形
支
払
拒
絶
証
明
書
を
作
成
す
る
必
要
性
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の（

（16
（

で
あ
り
、

こ
の
論
文
に
よ
っ
て
彼
は
法
学
博
士
号
を
授
与
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

一
八
八
二
年
に
試
補
勤
務
（Referendariat

）
の
た
め
学
究
生
活
か
ら
離
れ
た
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
で
あ
っ
た
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
一

八
八
三
年
か
ら
翌
八
四
年
に
か
け
て
、
当
時
の
刑
事
法
学
の
大
家
で
あ
っ
た
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
大
学
の
ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
（K

. Binding

）の

下
で
刑
事
法
の
研
究
に
従
事
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
か
ら
受
け
た
教
え
が
、
彼
の
法
理
論
に
対
し
て
多
大
な
影
響
を

及
ぼ
し
た
と
も
い
わ
れ
て
い
る（

（17
（

。
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
大
学
で
の
研
究
生
活
を
過
ご
す
中
で
、
彼
は
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
医
学
部
の
短
期

講
習
に
参
加
し
、
法
医
学
を
学
修
し
た
。
さ
ら
に
、
彼
は
ヴ
ン
ト
（W

. W
undt

）
の
心
理
学
の
講
義
も
聴
講
し
、
こ
の
ヴ
ン
ト
の
心

理
学
ア
プ
ロ
ー
チ
が
彼
の
研
究
に
影
響
を
与
え
た
と
評
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る（

（1（
（

。

　

以
上
の
よ
う
に
、
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
大
学
で
刑
事
法
の
研
究
に
専
念
し
た
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
教
授
資
格

（H
abilitation

）
申
請
論
文
は
一
八
八
五
年
七
月
に
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
学
に
提
出
さ
れ
た
。
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
学
は
バ
ー
デ
ン
大
公
国

（Grand�D
uchy�of�Baden

）
に
所
在
し
、
当
時
の
大
公
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
一
世
（Friedrich�I

：
一
八
二
六－

一
九
〇
七
）
は
ユ
ダ
ヤ

教
徒
に
も
非
常
に
寛
容
で
あ
る
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
た
た
め
、
彼
が
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
学
を
選
ん
だ
と
も
い
わ
れ
て
い
る（

（17
（

。
彼
が
提
出

し
た
ド
イ
ツ
帝
国
刑
法
典
に
お
け
る
法
歪
曲
罪
に
つ
い
て
の
論
文
に
対
し
て
、
同
大
学
は
刑
事
法
学
の
教
授
資
格
認
可
（venia 

legendi

）
を
付
与
し
、
同
論
文
は
翌
一
八
八
六
年
に
出
版
さ
れ
る
こ
と
と
な
る（

（17
（

。

　

こ
の
教
授
資
格
認
可
を
以
っ
て
、
彼
は
私
講
師
（Privatdozent

）
と
し
て
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
学
で
刑
事
法
を
教
授
し
、
一
八
八
九

年
一
一
月
一
八
日
に
は
員
外
教
授
（Extraordinarius Professor

）
に
就
任
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
は
正
教
授
（O

rdinarius�

Professor

）
に
昇
進
す
る
こ
と
な
く
、
一
八
九
二
年
の
冬
学
期
の
終
わ
り
に
は
同
大
学
を
去
り
、
同
年
三
月
一
九
日
に
ス
イ
ス
の
バ
ー
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ゼ
ル
大
学
に
刑
事
法
学
担
当
の
員
外
教
授
と
し
て
着
任
し
た
。
バ
ー
ゼ
ル
大
学
で
の
彼
の
就
任
講
義
は
医
師
の
治
療
行
為
の
法
的
責
任

に
関
す
る
も
の（

（17
（

で
あ
っ
た
。
彼
は
法
哲
学
、
一
般
国
家
学
及
び
国
際
法
学
の
講
義
も
担
当
し
、
一
八
九
三
年
に
は
正
教
授
に
昇
進
す
る

こ
と
と
な
っ
た
。
念
願
の
正
教
授
に
就
任
し
、
当
地
の
政
治
的
・
社
会
的
環
境
を
快
適
に
感
じ
、
ド
イ
ツ
に
戻
り
た
い
と
い
う
思
い
を

持
っ
て
い
な
か
っ
た
彼
で
あ
っ
た
が
、
バ
ー
ゼ
ル
も
ま
た
彼
に
と
っ
て
は
居
心
地
の
良
い
場
所
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る（

（17
（

。
な
お
、

彼
は
こ
の
時
期
に
（
以
上
で
紹
介
し
た
も
の
に
加
え
て
）
論
文
一
報
及
び
単
著
三
冊（

（11
（

を
公
表
し
て
い
る
。

　
　

㈡　

英
国
へ
の
移
住
と
国
際
法
研
究
の
本
格
化

―
一
八
九
五
年－

一
九
〇
七
年

　

こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
で
、
一
八
九
五
年
に
、
当
時
三
七
歳
で
あ
っ
た
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
は
バ
ー
ゼ
ル
を
離
れ
、
新
た
な
居
住
地
と

し
て
英
国
・
ロ
ン
ド
ン
に
移
住
し
た
。
ロ
ン
ド
ン
に
は
彼
の
兄
ジ
モ
ン
が
居
住
し
て
い
た
が
、
そ
れ
以
上
に
彼
が
ロ
ン
ド
ン
で
の
生
活

を
好
ん
で
い
た
故
の
選
択
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る（

（11
（

。
と
り
わ
け
、
英
国
に
お
い
て
は
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
の
感
情
が
な
く
、
ユ
ダ
ヤ
人

に
と
っ
て
暮
ら
し
や
す
い
環
境
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
収
入
が
な
く
と
も
生
活
で
き
る
程
度
の
資
力
を
有
し
て
い
た
こ
と
も
、
彼
の

ロ
ン
ド
ン
へ
の
移
住
を
可
能
に
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る（

（17
（

。

　

し
か
し
な
が
ら
、
彼
は
英
国
法
を
学
修
し
て
お
ら
ず
、
ド
イ
ツ
で
修
め
た
刑
事
法
学
の
研
究
も
コ
モ
ン
・
ロ
ー
法
圏
の
国
で
あ
る
英

国
で
は
通
じ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
彼
が
新
た
に
選
ん
だ
分
野
が
国
際
法
学
で
あ
っ
た（

（16
（

。
大
陸
時
代
の
研
究
の
成
果
を
公
表
し
な
が
ら

も
（
（77
（

、
彼
は
国
際
法
学
の
学
修
を
進
め
、
一
八
九
八
年
に
は
ロ
ン
ド
ン
経
済
政
治
学
院
の
講
師
と
し
て
国
際
法
を
教
授
す
る
よ
う
に
な
っ

た
（
（7（
（

。
彼
は
、
一
九
〇
〇
年
に
な
っ
て
初
め
て
国
際
法
に
関
す
る
小
論（

（77
（

を
『
タ
イ
ム
ズ
紙
』
に
寄
稿
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
当
時

の
南
ア
フ
リ
カ
戦
争
（
ボ
ー
ア
戦
争
）
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
英
国
政
府
の
見
解
を
擁
護
し
つ
つ
、
よ
り
妥
当
な
法
的
基
礎
づ
け
を

提
案
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
記
事
が
掲
載
さ
れ
た
一
か
月
後
の
一
九
〇
〇
年
の
末
に
、
彼
の
英
国
へ
の
帰
化
が
正
式
に

承
認
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た（

（77
（

。
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ロ
ン
ド
ン
経
済
政
治
学
院
で
彼
が
教
鞭
を
執
っ
た
の
は
、
法
学
部
で
は
な
く
国
際
関
係
学
部
で
あ
り（

（77
（

、
必
ず
し
も
法
学
を
専
攻
し
て

い
な
い
聴
講
者
の
た
め
の
教
材
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
た
彼
は
、そ
の
講
義
の
準
備
の
一
環
と
し
て
概
説
書
を
執
筆
す
る
こ
と
に
し
た
。

こ
う
し
て
上
梓
さ
れ
た
の
が
、
一
九
〇
五
年
の
平
時
国
際
法
に
関
す
る
第
一
巻（

（77
（

及
び
翌
一
九
〇
六
年
の
戦
時
国
際
法
に
関
す
る
第
二
巻（

（71
（

か
ら
な
る
『
国
際
法
』
で
あ
る
。
次
節
で
確
認
さ
れ
る
よ
う
に
、
彼
の
概
説
書
は
当
時
の
国
際
法
学
界
に
お
い
て
高
い
評
価
を
獲
得
し

た
。
例
え
ば
、
ド
イ
ツ
で
一
九
〇
六
年
に
創
刊
さ
れ
た
『
国
際
法
雑
誌
（Zeitschrift für V

ölkerrecht

）』
の
共
同
編
集
者
に
選
任
さ

れ
た
と
い
う
事
実
は
、
彼
に
対
す
る
国
際
的
な
評
価
を
裏
付
け
る
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
な
お
、
概
説
書
の
他
に
も
、
彼
は
同
学
院

在
籍
中
に
三
本
の
論
文
（「
領
域
内
の
湾
に
関
す
る
学
説
に
つ
い
て
」、「
ド
ー
バ
ー
海
峡
ト
ン
ネ
ル
と
国
際
法
」
及
び
「
法
・
経
済
哲
学

に
関
す
る
ド
イ
ツ
の
制
度（

（71
（

」）
並
び
に
一
本
の
書
評（

（77
（

を
公
表
し
て
い
る
。

　
　

㈢　

ヒ
ュ
ー
ウ
ェ
ル
国
際
法
講
座
教
授

―
一
九
〇
八
年－

一
九
一
九
年

　

一
九
〇
五
年
及
び
一
九
〇
六
年
に
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
が
上
梓
し
た
概
説
書
が
高
く
評
価
さ
れ
た
こ
と
は
既
に
言
及
し
た
通
り
で
あ
る

が
、
当
時
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
の
国
際
法
講
座
教
授
（W

hew
ell�Chai

（
（76
（r

）
で
あ
っ
た
ウ
ェ
ス
ト
レ
イ
ク
（J.�W

estlake

）
も
彼
の
概

説
書
を
高
く
評
価
し
た
一
人
で
あ
り（

（67
（

、
ウ
ェ
ス
ト
レ
イ
ク
の
強
い
推
薦
の
結
果
と
し
て（

（6（
（

、
彼
は
一
九
〇
八
年
に
同
講
座
教
授
を
ウ
ェ
ス

ト
レ
イ
ク
か
ら
引
き
継
ぐ
こ
と
と
な
っ
た（

（67
（

。

　

ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
に
移
籍
し
て
か
ら
も
、
彼
は
国
際
法
の
教
育
に
注
力
し
続
け
、
そ
の
一
環
と
し
て
事
例
集（

（67
（

を
上
梓
す
る
だ
け
で

な
く
、
概
説
書
の
内
容
を
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
さ
せ
、
一
九
一
二
年
に
は
第
二
版（

（67
（

を
公
表
し
た
。
初
版
の
影
響
も
あ
っ
て
か
、
第
二
版
は
出

版
後
す
ぐ
に
入
手
不
能
と
な
る
ほ
ど
、
世
界
中
で
多
く
買
い
求
め
ら
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る（

（67
（

。
ま
た
、
英
国
外
務
省（

（61
（

を
始
め
と
す
る
官

公
庁
か
ら
助
言
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
も
増
加
し
、
そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
一
九
一
一
年
に
は
「
陸
戦
ノ
法
規
慣
例
ニ
関
ス
ル
条
約
」

（
一
九
〇
七
年
）
の
附
属
書
で
あ
る
「
陸
戦
ノ
法
規
慣
例
ニ
関
ス
ル
規
則
」
第
二
三
条
（
h
）
の
解
釈
に
関
す
る
小
論（

（61
（

を
、
一
九
一
二
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年
に
は
当
時
戦
争
省
の
将
校
で
あ
っ
た
エ
ド
モ
ン
ズ
（C.�J.�E.�Edm

onds

）
と
共
著
で
陸
戦
法
規
に
関
す
る
指
針（

（67
（

を
、
ま
た
翌
一
九
一

三
年
に
は
英
米
間
の
パ
ナ
マ
運
河
に
関
す
る
紛
争
を
主
題
と
し
た
著
書（

（66
（

を
上
梓
し
て
い
る
。
以
上
に
加
え
て
、
彼
の
論
稿
の
中
で
は
概

説
書
の
次
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
一
九
〇
八
年
に
『
米
国
国
際
法
雑
誌
』
に
公
表
さ
れ
た
「
国
際
法
学

―
そ
の
課
題
及
び

方
法（

777
（

」、
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
大
学
時
代
に
師
事
し
た
ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
へ
献
呈
さ
れ
た
「
国
際
法
学
の
将
来（

77（
（

」
他
六
報（

777
（

を
公
表
し
、
さ
ら
に
は

多
数
の
書
評（

777
（

を
『
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
学
報
』
及
び
『
国
際
法
・
連
邦
国
家
法
雑
誌
』（『
国
際
法
雑
誌
』
の
継
続
誌
）
を
中
心
に
寄
稿
し
て

い
る（

777
（

。

　

そ
し
て
、
一
九
一
四
年
に
第
一
次
世
界
大
戦
が
勃
発
し
た
後
は
、
彼
は
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
に
お
い
て
当
初
予
定
さ
れ
て
い
た
カ
リ

キ
ュ
ラ
ム
（「
平
時
国
際
法
に
関
す
る
諸
論
点
」）
を
変
更
し
て
戦
時
国
際
法
の
講
義
を
行
い（

777
（

、
そ
の
中
で
多
く
の
時
事
問
題
に
つ
い
て

言
及
し
た
。
と
り
わ
け
中
立
国
で
あ
っ
た
ベ
ル
ギ
ー
に
対
す
る
ド
イ
ツ
の
侵
攻
を
「
ナ
ポ
レ
オ
ン
一
世
以
来
最
大
の
国
際
的
犯
罪
で
あ

る
」
と
し
て
糾
弾
し
、
講
義
の
中
で
学
生
に
対
し
て
強
調
す
る（

771
（

だ
け
で
な
く
、
一
般
大
衆
に
も
訴
え
た（

771
（

の
で
あ
っ
た
。
他
に
も
、
戦
時

中
に
慣
習
国
際
法
に
関
す
る
論
文（

777
（

を
公
表
し
、
一
九
一
六
年
に
は
米
国
国
際
法
学
会
の
通
信
会
員
に
選
任
さ
れ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
戦
後
に
な
っ
て
新
た
な
国
際
秩
序
に
目
を
向
け
た
彼
は
、
国
際
連
盟
を
主
題
と
す
る
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
で
の
講
義
録
を

出
版
し（

776
（

、
ま
た
論
文
と
し
て
も
公
表
し
て
い
る（

7（7
（

。
こ
れ
ら
の
論
文
執
筆
と
並
行
し
て
、
概
説
書
の
第
三
版
出
版
に
向
け
た
改
訂
作
業
を

続
け
て
い
た
彼
で
あ
っ
た
が
、
体
調
を
崩
し
た
後
に
回
復
す
る
こ
と
な
く
、
一
九
一
九
年
一
〇
月
七
日
に
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
に
て
逝
去
し

た
。
次
節
で
確
認
さ
れ
る
よ
う
に
、
彼
の
訃
報
に
際
し
て
多
く
の
追
悼
記
事
が
執
筆
さ
れ
た
。
彼
が
遺
し
た
大
量
の
書
籍
（
約
一
二
〇

〇
冊
）
は
、
フ
ラ
イ
卿
（Sir�E.�Fry

）
の
篤
志
に
よ
っ
て
ロ
ン
ド
ン
経
済
政
治
学
院
に
創
設
さ
れ
た
国
際
法
図
書
館
に
よ
っ
て
一
九
二

〇
年
に
購
入
さ
れ
、
現
在
で
も
同
学
院
の
蔵
書
と
な
っ
て
い
る（

7（（
（

。
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第
二
節　

オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
に
対
す
る
従
来
の
評
価

　
　

㈠　

同
時
代
の
評
価

　

以
上
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
は
ド
イ
ツ
・
ス
イ
ス
在
住
時
代
の
刑
事
法
学
者
と
し
て
の
顔
と
英
国
移
住
後
の
国
際

法
学
者
と
し
て
の
顔
と
い
う
二
つ
の
顔
を
有
し
て
い
た
。
そ
れ
で
は
、
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
及
び
彼
の
著
作
は
国
際
法
学
上
ど
の
よ
う
に

評
価
さ
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
で
は
、
国
際
法
学
者
と
し
て
の
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
評
価
に
つ
い
て
、
ま
ず
彼
の
同
時
代
人
に

よ
る
評
価
か
ら
確
認
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

　

彼
が
逝
去
し
た
一
九
一
九
年
一
〇
月
七
日
の
二
日
後
に
、
英
国
の
『
タ
イ
ム
ズ
紙
』
に
お
い
て
「
偉
大
な
法
律
家
：
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ

ム
教
授
逝
去
」
と
い
う
記
事
が
掲
載
さ
れ
た
。
こ
の
記
事
は
、
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
来
歴
に
つ
い
て
一
通
り
言
及
し
た
後
に
、
彼
の
概

説
書
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

こ
の
著
作
に
よ
っ
て
、
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
博
士
が
歴
史
及
び
国
際
法
史
に
非
常
に
精
通
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
同
書
は
学
術
的

な
著
作
で
あ
る
が
、
決
し
て
退
屈
な
も
の
で
は
な
い
。
感
情
が
込
め
ら
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
非
常
に
慎
重
に
書
か
れ
て
い
る
。
著
者
に
は

常
に
固
い
決
意
が
あ
り
、〔
そ
の
考
え
は
〕
決
し
て
曖
昧
で
は
な
く
、
彼
が
参
照
す
る
学
説
に
対
し
て
非
常
に
誠
実
で
あ
る
。「
国
際
的
な
行
動

規
則
は
外
的
な
力
に
よ
っ
て
執
行
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
国
家
間
共
同
体
の
共
通
の
同
意
」
が
存
在
す
る
か
否
か
を
問
い
、
そ
れ
に

肯
定
的
に
回
答
し
て
い
る

（
7（7
（

。

　

ま
た
、
彼
が
一
九
〇
八
年
か
ら
逝
去
す
る
ま
で
の
間
に
在
籍
し
た
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
に
よ
っ
て
発
行
さ
れ
て
い
る
『
ケ
ン
ブ
リ
ッ

ジ
学
報
』
に
お
い
て
も
彼
の
追
悼
記
事
が
確
認
さ
れ
る
。
彼
の
死
後
か
ら
丁
度
一
か
月
後
の
一
九
一
九
年
一
一
月
七
日
に
発
行
さ
れ
た

こ
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
一
九
〇
五
年
及
び
翌
〇
六
年
に
上
梓
さ
れ
た
彼
の
概
説
書
初
版
は
「
世
界
中
の
国
際
法
学
者
の
注
目
を
直
ち
に
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集
め
、
彼
ら
は
そ
の
叙
述
の
包
括
さ
、
研
究
の
深
遠
さ
、
議
論
の
提
示
の
明
瞭
さ
と
謙
抑
さ
、
そ
し
て
そ
の
判
断
力
の
機
敏
さ
に
敬
服

し
た
」
と
い
う
。
さ
ら
に
、
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
は
「
法
的
思
考
に
お
け
る
英
米
学
派
及
び
大
陸
学
派
と
の
間
の
均
衡
を
保
ち
、
両
者
の

見
解
を
相
互
参
照
し
つ
つ
提
示
し
、
そ
こ
に
一
般
的
な
承
認
を
見
出
し
」
て
お
り
、
そ
の
概
説
書
は
、「
す
べ
て
の
言
語
で
記
さ
れ
た
概

説
書
及
び
定
期
刊
行
物
の
手
引
き
に
な
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
事
例
及
び
適
切
な
例
証
に
よ
っ
て
国
際
法
規
則
が
明
確
に
提
示
さ
れ

て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
の
国
際
的
な
名
声
へ
の
道
が
開
か
れ
て
い
る
」
と
評
価
さ
れ
て
い
る（

7（7
（

。

　

さ
ら
に
、
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
と
面
識
が
あ
り
、
文
通
関
係
に
も
あ
っ
た
と
い
う
高
橋
作
衛
は
、
右
掲
の
『
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
学
報
』
に

お
け
る
追
悼
記
事
を
紹
介
し
つ
つ
、
次
の
よ
う
な
一
節
を
加
え
て
い
る
。

氏
は
天
性
研
究
心
に
富
み
明
晰
な
る
頭
脳
と
正
鵠
を
得
た
る
判
断
力
と
を
有
し
た
り
加
之
其
の
嘗
て
大
陸
に
於
て
受
け
た
る
教
養
と
経
験
と
は

氏
に
各
国
の
法
制
及
先
例
を
熟
知
す
る
の
機
会
を
與
へ
其
の
各
国
語
に
曉
通
せ
る
る
こ
と
相
俟
て
氏
の
研
究
法
に
一
種
の
特
色
を
帯
は
し
め
た

り
。
氏
は
又
職
業
を
異
に
し
意
見
を
異
に
す
る
各
方
面
の
人
士
と
議
論
す
る
こ
と
を
好
み
た
る
が
此
等
政
治
家
又
は
論
客
と
討
論
す
る
に
際
し

て
自
ら
「
余
は
一
介
の
学
究
の
み
」
と
卑
下
す
る
を
常
と
し
た
り
、
而
も
氏
は
国
際
法
学
と
外
交
と
の
密
接
な
る
関
係
を
理
解
し
学
生
、
法
曹

家
、
及
外
交
家
等
の
欲
す
る
處
、
期
す
る
處
を
能
く
感
得
し
以
て
彼
等
を
指
導
す
る
の
途
を
辨
へ
た
り
き
、
即
ち
時
事
問
題
を
評
論
す
る
に
當

り
て
氏
は
先
つ
之
に
關
す
る
各
方
面
の
典
籍
を
援
用
し
た
る
後
自
家
獨
特
の
直
摯
公
正
な
る
見
解
を
披
瀝
し
他
人
の
論
議
批
評
に
任
せ
た
り
、

氏
の
著
書
『
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
、
イ
ン
シ
デ
ン
ツ
』
の
如
き
は
時
事
問
題
の
研
究
に
細
心
注
意
な
る
氏
の
特
質
を

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

徴
す
る
に
足
る

（
7（7
（

。

　

以
上
で
確
認
さ
れ
た
よ
う
な
、
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
概
説
書
が
彼
の
名
声
を
世
に
知
ら
し
め
た
と
い
う
評
価
、
そ
し
て
彼
が
多
言
語

を
操
り
、
と
り
わ
け
英
米
学
派
と
大
陸
学
派
と
の
間
の
均
衡
を
維
持
し
た
と
い
う
評
価
は
、
こ
の
高
橋
に
よ
る
評
価
以
外
に
お
い
て
も
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共
通
し
て
挙
げ
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た（

7（7
（

。

　

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
評
価
は
彼
の
概
説
書
に
対
す
る
書
評
か
ら
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
ケ
ー
ラ
ー
（J.�K

öhler

）

に
よ
れ
ば
、
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
は
英
国
人
の
多
く
の
著
者
が
扱
い
切
れ
な
い
ほ
ど
の
膨
大
な
資
料
を
偏
り
な
く
適
切
に
用
い
、
具
体
的

な
結
果
と
思
考
と
の
間
の
均
衡
が
保
た
れ
た
も
の
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
て
い
る（

7（1
（

。さ
ら
に
は
、ホ
ー
ル
の
概
説
書
と
比
較
し
つ
つ
、オ
ッ

ペ
ン
ハ
イ
ム
の
著
書
を
精
読
す
る
者
は
、
英
国
以
外
の
国
の
実
行
を
扱
う
際
に
、
彼
が
中
庸
で
あ
る
こ
と
を
理
解
で
き
る
と
評
す
る
も

の
も
あ
る（

7（1
（

。
即
ち
、
以
前
の
英
国
の
概
説
書
が
英
国
の
国
家
実
行
を
中
心
に
記
述
・
構
成
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ

ム
の
概
説
書
で
は
英
国
に
限
ら
れ
な
い
様
々
な
国
家
実
行
が
参
照
さ
れ
て
い
る
と
い
う
評
価
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
評
価
は
、
日
本
人

が
参
考
に
す
る
外
国
書
籍
と
し
て
推
薦
さ
れ
る
理
由
の
一
つ
に
も
挙
げ
ら
れ
て
い
る（

7（7
（

。

　

そ
れ
で
は
、
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
及
び
彼
の
概
説
書
に
対
す
る
以
上
の
よ
う
な
同
時
代
人
に
よ
る
評
価
は
、
後
の
時
代
に
ど
の
よ
う
に

し
て
伝
わ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
で
は
、
現
代
の
国
際
法
（
史
）
研
究
に
お
け
る
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
評
価
を
確
認
す
る
こ
と
に
し

た
い
。

　
　

㈡　

後
の
研
究
に
お
け
る
評
価

　

彼
の
死
後
に
お
い
て
も
そ
の
概
説
書
が
改
訂
さ
れ
て
版
を
重
ね
て
い
る
こ
と
か
ら
容
易
に
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
、
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム

は
現
代
に
お
い
て
も
当
時
と
同
様
に
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
と
同
様
に
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
の
国
際
法

講
座
教
授
を
務
め
た
ク
ロ
フ
ォ
ー
ド
（J.�Craw

ford

）
は
、
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
概
説
書
の
影
響
力
に
対
す
る
編
者
の
貢
献
に
つ
い
て

言
及
し
な
が
ら
も
、
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
自
身
に
よ
る
功
績
も
讃
え
て
い
る
。
即
ち
、
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
概
説
書
は
、
一
九
一
四
年
以

前
に
英
語
で
書
か
れ
た
概
説
書
の
中
で
、
平
時
と
戦
時
と
い
う
二
元
的
構
造
を
採
用
す
る
旧
式
の
叙
述
形
式
で
書
か
れ
た
最
後
の
概
説

書
で
あ
っ
た
が
、
明
確
で
、
理
解
し
や
す
く
、
よ
く
整
理
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る（

7（6
（

。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
オ
ッ
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ペ
ン
ハ
イ
ム
の
概
説
書
に
対
す
る
評
価
は
、
一
九
九
二
年
に
上
梓
さ
れ
た
第
九
版
に
お
い
て
も
依
然
と
し
て
維
持
さ
れ
て
い
る（

777
（

。

　

国
際
法
史
研
究
を
概
観
し
て
も
、
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
概
説
書
は
非
常
に
高
い
評
価
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
例
え
ば
ヌ

ス
バ
オ
ム
（A

.�N
ussbaum

）
は
、
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
上
梓
し
た
概
説
書
を
「
大
陸
及
び
ア
ン
グ
ロ
＝
サ
ク
ソ
ン
の
概
念
を
適
切
な

方
法
で
混
合
さ
せ
た
も
の
」
で
あ
り
、「
編
者
で
あ
る
ラ
ウ
タ
ー
パ
ク
ト
に
よ
る
努
力
を
以
っ
て
、
国
際
法
の
体
系
的
概
説
書
と
し
て
傑

出
し
且
つ
最
も
頻
繁
に
援
用
さ
れ
る
」
も
の
で
あ
る
と
評
し
て
い
る（

77（
（

。
ツ
ィ
ー
ク
ラ
ー
（K

.-H
.�Ziegler

）
も
同
様
に
、
オ
ッ
ペ
ン
ハ

イ
ム
の
概
説
書
初
版
に
つ
い
て
、「
そ
の
質
故
に
、
第
二
次
世
界
大
戦
に
至
る
ま
で
の
時
期
に
新
刊
が
発
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た（

777
（

」
と

評
価
し
て
い
る
。
ま
た
、
ヌ
ス
バ
オ
ム
の
よ
う
に
、
編
者
の
努
力
、
と
り
わ
け
ラ
ウ
タ
ー
パ
ク
ト
に
よ
る
も
の
を
強
調
す
る
見
解
は
、

ア
イ
フ
ィ
ン
ガ
ー
（A

.�C.�G.�M
.�Eyffinger

）
に
よ
っ
て
編
集
さ
れ
た
国
際
法
史
概
説
書
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
。
即
ち
、
タ
ン
ヤ

（G.�J.�T
anja

）
に
よ
れ
ば
、
ラ
ウ
タ
ー
パ
ク
ト
の
作
業
の
お
か
げ
も
あ
っ
て
「
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
概
説
書
は
二
〇
世
紀
を
通
し
て

最
も
利
用
さ
れ
且
つ
成
功
を
収
め
た
標
準
的
な
概
説
書（

777
（

」
と
な
っ
た
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
概
説
書
の
特
徴
に
つ
い
て
も
同
時
代
の
評
価
と
同
様
の
評
価
が
現
在
で
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
。
例
え

ば
ト
ゥ
ル
ヨ
ル
＝
イ
＝
セ
ラ
は
、
大
陸
と
英
国
と
の
間
の
国
際
法
文
化
圏
は
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
に
よ
っ
て
架
橋
さ
れ
、
彼
の
概
説
書
は

「
ド
イ
ツ
の
卓
越
し
た
教
育
の
賜
物
で
あ
る
確
固
と
し
た
学
説
と
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
英
国
法
律
家
の
実
践
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
が
融
合
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
」
と
評
価
し
て
い
る（

777
（

。
こ
の
よ
う
な
評
価
は
ネ
フ
に
よ
っ
て
も
共
有
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る（

777
（

。

　

そ
し
て
、
以
上
の
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
に
対
す
る
評
価
は
、
国
際
法
史
を
専
門
と
す
る
個
別
の
研
究
に
お
い
て
も
同
様
に
確
認
さ
れ
る

も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
柳
原
は
、
ハ
ー
グ
国
際
法
ア
カ
デ
ミ
ー
講
義
録
の
中
で
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
国
際
法
」
と
当
時
呼
ば
れ
て
い
た
も
の

の
定
義
を
確
認
す
る
と
い
う
文
脈
に
お
い
て
、
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
概
説
書
を
「
二
〇
世
紀
に
お
け
る
国
際
法
の
概
説
書
の
中
で
、
疑

い
な
く
最
も
有
名
で
あ
り
且
つ
信
頼
で
き
る
も
の
の
一
つ
で
あ
る（

771
（

」
と
評
価
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
一
般
的
な
評
価
の
中
で
も
、多
く
に
よ
っ
て
共
有
さ
れ
て
い
る
の
が
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
実
証
主
義
的
方
法
論
で
あ
る
。
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例
え
ば
、
ヌ
ッ
ツ
ォ
（L.�N

uzzo

）
は
「
自
然
法
的
観
念
へ
の
関
心
を
有
さ
な
い
二
〇
世
紀
初
頭
の
法
学
者
」
と
し
て
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ

ム
を
例
示
し
て
い
る（

771
（

。
さ
ら
に
、
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
概
説
書
初
版
に
お
け
る
国
際
法
の
定
義
及
び
法
源
に
着
目
し
た
明
石
は
、
法
源

論
の
理
論
史
に
お
け
る
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
位
置
づ
け
と
し
て
、
従
来
の
理
論
を
受
容
し
て
い
る
側
面
（
少
数
国
間
条
約
の
軽
視
と
一

般
国
際
法
の
重
視
）
及
び
新
た
な
側
面
（
法
源
に
お
け
る
非
実
定
的
要
素
の
完
全
な
払
拭
）
の
両
面
を
挙
げ
て
い
る（

777
（

。
そ
し
て
、
オ
ッ

ペ
ン
ハ
イ
ム
を
中
心
と
し
て
「
実
証
主
義
国
際
法
学
の
完
成
」
が
な
さ
れ
た
と
評
価
し
て
い
る（

776
（

。
こ
の
よ
う
な
実
証
主
義
者
と
し
て
の

オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
評
価
は
、
例
え
ば
ゴ
リ
エ
の
概
説
書（

777
（

に
お
い
て
も
確
認
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　

以
上
で
紹
介
し
た
も
の
に
加
え
て
、
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
を
主
題
と
す
る
シ
ュ
メ
ー
ケ
ル
（M

.�Schm
oeckel

）
の
研
究
が
挙
げ
ら
れ

る
。
彼
の
一
連
の
研
究
は
二
〇
〇
〇
年
に
『
欧
州
国
際
法
雑
誌
』
に
掲
載
さ
れ
た
論
文（

77（
（

に
端
を
発
し
、
二
〇
〇
四
年
に
は
三
つ
の
論
考（

777
（

が
公
表
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
研
究
の
専
門
家
と
し
て
の
彼
の
地
位
は
、
例
え
ば
二
〇
一
二
年
に
上
梓
さ
れ
た

『
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
国
際
法
史
便
覧
（T
he O

xford H
andbook of the H

istory of International Law

）』
の
中
で
、
彼
が
オ
ッ
ペ

ン
ハ
イ
ム
の
項
目
を
担
当
し
て
い
る（

777
（

こ
と
か
ら
も
容
易
に
理
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
シ
ュ
メ
ー
ケ
ル
は
、
彼
の
論
考
の
中
で
も

最
も
長
大
で
詳
細
な
研
究
の
中
で
、
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
著
作
の
検
討
を
通
し
て
、
英
国
、
ド
イ
ツ
、
そ
し
て
現
代
と
い
う
オ
ッ
ペ
ン

ハ
イ
ム
に
お
け
る
三
つ
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
即
ち
、「
英
国
の
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
」
で
は
彼
の
議
論
に
お
け
る
政
治
的
利
益

及
び
英
国
に
有
利
な
偏
見
を
、「
ド
イ
ツ
の
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
」で
は
彼
の
法
学
の
方
法
及
び
体
系
に
お
け
る
ド
イ
ツ
的
な
観
念
の
影
響

を
指
摘
し
、
そ
し
て
「
現
代
の
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
」
で
は
、
主
と
し
て
彼
の
概
説
書
に
着
目
し
、
①
主
権
と
国
際
組
織
、
②
国
際
法
の

法
典
化
、
③
政
治
と
法
、
④
法
源
と
い
う
四
つ
の
項
目
別
に
、
彼
の
理
論
の
現
代
的
な
特
徴
を
明
ら
か
に
し
て
い
る（

777
（

。
尤
も
、
と
り
わ

け
前
二
者

―
英
国
及
び
ド
イ
ツ
の
同
時
代
人
と
の
比
較

―
に
お
い
て
シ
ュ
メ
ー
ケ
ル
が
比
較
対
象
と
し
て
挙
げ
て
い
る
論
者
は

オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
が
明
示
的
に
言
及
し
て
い
な
い
論
者
で
あ
る
と
い
う
事
実
に
鑑
み
る
と
、
こ
の
よ
う
な
比
較
対
象
と
な
る
「
文
脈
」

の
同
定
の
問
題
、
即
ち
、
そ
れ
ら
の
論
者
が
比
較
対
象
と
し
て
妥
当
す
る
の
か
、
ま
た
、
か
か
る
比
較
の
結
果
得
ら
れ
た
結
論
が
妥
当
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な
も
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
よ
り
実
証
的
な
研
究
が
求
め
ら
れ
よ
う（

777
（

。

　

シ
ュ
メ
ー
ケ
ル
と
同
様
に
、
ペ
ロ
ー
＝
ソ
シ
ー
ヌ
（A

.�Perreau-Saussine

）
も
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
法
源
論
に
着
目
し
た
議
論
を

展
開
し
て
い
る
。
一
九
世
紀
中
葉
か
ら
二
〇
世
紀
中
葉
ま
で
に
英
国
で
出
版
さ
れ
た
概
説
書
が
慣
習
国
際
法
を
ど
の
よ
う
に
記
述
し
て

い
る
か
と
い
う
点
に
着
目
し
た
彼
女
は
、
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
を
「
高
潔
な
嘘
つ
き
（noble�liar

）」
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
。
彼
女

に
よ
れ
ば
、
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
慣
習
法
記
述
は
十
分
に
正
当
化
可
能
な
自
然
法
又
は
道
徳
的
原
理
に
依
拠
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、

「
自
ら
の
高
潔
な
立
場
を
擁
護
す
る
た
め
に
誤
解
を
招
く
よ
う
な
説
明
を
意
図
的
に
作
り
上
げ
」
て
い
る
と
評
価
さ
れ
て
い
る（

771
（

。
そ
し

て
、
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
概
説
書
の
特
徴
と
し
て
、（
他
の
研
究
と
同
様
に
）
そ
の
実
証
的
方
法
を
挙
げ
る
一
方
で
、
他
方
で
は
彼
が
挙

げ
た
国
際
法
の
発
展
の
た
め
の
道
徳
的
諸
原
理
（m

orals

）
に
着
目
し
、
彼
の
国
際
法
論
が
事
実
の
み
で
は
な
く
実
際
に
は
理
想
主
義

的
な
諸
原
理
に
依
拠
し
て
い
た
点
を
指
摘
し
て
い
る（

771
（

。
ま
た
、
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
概
説
書
が
後
世
に
与
え
た
影
響
の
検
討
を
試
み
る

別
稿
に
お
い
て
も
、
同
旨
の
記
述
が
確
認
さ
れ
る（

777
（

。

　

以
上
の
評
価
に
加
え
て
、法
実
証
主
義
と
い
う
方
法
論
の
再
考
と
い
う
観
点
か
ら
、オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
が
採
用
し
た
法
実
証
主
義（
と

い
う
方
法
論
）
に
対
す
る
再
評
価
も
な
さ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
、
こ
の
種
の
議
論
の
先
駆
者
と
位
置
づ
け
ら
れ
得
る
キ
ン
グ
ズ
ベ
リ
ー

（B.�K
ingsbury

）
は
、
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
概
説
書
が
そ
れ
以
前
の
著
作
に
比
べ
て
実
証
的
で
あ
る
と
評
し
な
が
ら
も
、
オ
ッ
ペ
ン
ハ

イ
ム
の
国
際
法
論
に
は
規
範
論
と
し
て
彼
が
重
視
す
る
政
治
的
観
念
（
国
際
社
会
、
勢
力
均
衡
、
実
証
主
義
）
が
前
提
さ
れ
て
い
た
と

い
う
点
を
指
摘
し
て
い
る（

776
（

。
約
言
す
る
な
ら
ば
、
現
在
一
般
に
理
解
さ
れ
る
法
実
証
主
義
の
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
法
と
道
徳
と
の
分
離

が
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
に
お
い
て
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る（

777
（

。

　

ま
た
、
同
旨
の
指
摘
と
し
て
、
ガ
ル
シ
ア
＝
サ
ル
モ
ネ
ス
・
ロ
ビ
ラ
（M

.�García-Salm
ones�Rovira

）
は
、
二
〇
世
紀
初
頭
の
実

証
主
義
の
特
性
を
考
察
す
る
中
で
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
国
際
法
論
に
着
目
し
、諸
国
家
の
経
済
的
相
互
依
存
に
彼
が
注
目
し
た
こ
と
で
、

国
際
的
な
経
済
体
制
が
国
家
間
共
同
体
（Fam

ily�of�N
ations

）
と
い
う
彼
の
枠
組
及
び
国
際
法
論
を
支
え
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
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と
評
価
し
て
い
る（

77（
（

。
彼
女
に
よ
れ
ば
、
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
は
次
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
普
遍
主
義
及
び
科
学
を
信
奉
し
、

非
政
治
的
な
立
場
を
採
用
し
た
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
は
、
国
際
法
学
を
実
証
的
科
学
へ
と
組
み
替
え
よ
う
と
試
み
た
が
、
そ
の
思
考
の
全

体
系
を
生
み
出
す
た
め
に
耐
え
得
る
よ
う
な
理
論
一
式
の
構
想
を
欠
い
て
い
た
た
め
、
か
か
る
試
み
が
成
功
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

但
し
、
成
功
を
収
め
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
が
実
証
主
義
国
際
法
論
の
先
駆
者
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
な
く
、
彼

の
実
証
理
論
は
法
が
政
治
と
は
無
関
係
に
世
界
の
現
実
と
関
わ
り
得
る
と
い
う
国
際
法
の
規
範
的
な
見
解
を
成
功
裏
に
表
明
し
た
も
の

で
あ
り
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
二
〇
世
紀
の
国
際
法
史
の
形
成
に
貢
献
し
た
と
さ
れ
る（

777
（

。

　

ま
た
、彼
女
に
よ
れ
ば
、オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
は
コ
モ
ン
・
ロ
ー
及
び
大
陸
に
お
け
る
実
証
主
義
的
思
考
を
初
め
て
統
合
し
た
者（

777
（

で
あ
っ

た
が
、
同
時
に
「
哲
学
を
持
た
な
い
者
（non-philosopher

（
777
（

）」
で
も
あ
る
と
し
て
、
と
り
わ
け
既
に
言
及
し
た
キ
ン
グ
ズ
ベ
リ
ー
及

び
シ
ュ
メ
ー
ケ
ル
の
研
究
を
意
識
し
て
、
か
か
る
先
行
研
究
と
は
異
な
る
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
姿
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
試
み
ら
れ

て
い
る
。
即
ち
、
従
来
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
法
実
証
主
義
は
勢
力
均
衡
と
い
う
特
定
の
政
治
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に

資
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
彼
の
作
品
に
通
底
す
る
体
系
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
存
在
が
、
彼
の
国
際
法
論
を
成
功
に
導
い
た
と

評
価
さ
れ
て
き
た
が
、
彼
女
に
よ
れ
ば
、
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
方
法
は
国
際
法
学
の
創
始
者
と
し
て
自
ら
に
課
し
た
課
題
に
対
し
て
は

十
分
に
成
熟
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
評
価
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る（

777
（

。

　

こ
の
よ
う
な
ロ
ビ
ラ
の
議
論
は
、「
実
証
主
義
者
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
」
の
再
評
価
と
い
う
文
脈
の
中
で
、
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
国
際
法

論
が
「
経
済
的
利
益
」
を
重
視
し
て
い
た
た
め
法
実
証
主
義
者
と
し
て
は
不
十
分
で
あ
っ
た
と
い
う
点
に
集
中
し
て
お
り
、
そ
の
他
の

観
点
か
ら
の
検
討
は
十
分
に
試
み
ら
れ
て
い
な
い
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
特
徴
は
、
彼
女
の
議
論
の
下
敷
き
に
な
っ
た
と
い
え
る

キ
ン
グ
ズ
ベ
リ
ー
の
研
究
に
お
い
て
も
同
様
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
ロ
ビ
ラ
及
び
キ
ン
グ
ズ
ベ
リ
ー
と
は
異
な
っ
て
、
彼

の
生
涯
及
び
著
作
を
網
羅
的
に
検
討
し
た
シ
ュ
メ
ー
ケ
ル
に
よ
る
研
究
に
お
い
て
も
、
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
と
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
の
理
論
構

想
の
異
同
に
関
す
る
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
が
十
分
に
実
証
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
他
に
も
、
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
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の
概
説
書
が
参
考
に
し
た
と
思
わ
れ
る
文
献
（
例
え
ば
、
ホ
ル
ツ
ェ
ン
ド
ル
フ
（F.�von�H

oltzendorff

（
771
（

）、
リ
ス
ト
（F.�von�Liszt

（
771
（

）

及
び
ブ
ル
ン
チ
ュ
リ（

777
（

が
そ
の
例
で
あ
る
。）
に
つ
い
て
も
指
摘
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
ら
も
シ
ュ
メ
ー
ケ
ル
の
研
究
と
同
様
に
、
一
般
的

に
受
け
容
れ
ら
れ
る
ほ
ど
の
実
証
が
な
さ
れ
て
い
る
と
は
評
価
で
き
ず
、
そ
の
根
拠
に
つ
い
て
は
さ
ら
な
る
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
か
ら
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
、
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
に
対
す
る
高
評
価
は
と
り
わ
け
そ
の
概
説
書
に
即
し
て
与
え
ら
れ
て
き
た
の
に

対
し
て
、
実
証
主
義
者
と
し
て
の
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
を
批
判
的
に
再
検
討
す
る
近
年
の
研
究
に
お
い
て
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
理
論
家
と

し
て
の
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
に
対
す
る
評
価
は
必
ず
し
も
概
説
書
に
対
す
る
そ
れ
ほ
ど
高
い
も
の
で
は
な
い
と
い
え
る
。
先
行
研
究
に
お

い
て
示
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
評
価
の
妥
当
性
に
つ
い
て
は
、
第
二
部
に
お
け
る
検
討
を
踏
ま
え
た
上
で
適
宜
論
じ
る
こ
と
と
し
た
い
。

第
三
章　

実
証
主
義
国
際
法
学
の
確
立
期
に
お
け
る
国
際
法
研
究
の
状
況

　

第
一
節　

参
照
項
の
「
可
視
化
」

　
　

㈠　

問
題
の
所
在
と
方
法
論

　

前
章
で
確
認
さ
れ
た
よ
う
に
、
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
概
説
書
は
現
代
だ
け
で
な
く
同
時
代
に
お
い
て
も
高
い
評
価
を
得
て
お
り
、
実

証
主
義
者
と
し
て
の
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
と
い
う
評
価
と
と
も
に
、
彼
を
近
代
国
際
法
学
完
成
期
に
お
け
る
最
も
主
要
な
国
際
法
学
者
の

一
人
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
広
く
共
有
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
実
際
に
、
現
代
の
様
々
な
分
野
の
研
究
に
お
い
て
、
こ
の
時
代
の

学
説
を
検
討
す
る
際
に
同
時
代
の
議
論
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
概
説
書
が
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
く
な
い（

776
（

。

　

そ
れ
で
は
、
現
代
に
お
い
て
も
な
お
我
々
が
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
国
際
法
論
に
着
目
す
る
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
一
つ
の
理

由
と
し
て
は
、
右
で
確
認
さ
れ
た
よ
う
に
、
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
議
論
が
ま
さ
に
同
時
代
の
国
際
法
学
に
お
け
る
主
要
な
見
解
を
「
代

表
」
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
点
が
挙
げ
ら
れ
得
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
が
本
当
に
当
時
の
国
際
法
学
の
議
論

状
況
を
忠
実
に
再
現
し
、
そ
の
中
で
の
通
説
を
反
映
し
て
い
た
と
評
価
で
き
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
前
章
で
確
認
さ
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れ
た
先
行
研
究
の
議
論
に
照
ら
し
て
も
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
、
些
か
疑
問
の
残
る
と
こ
ろ
で
あ
る（

777
（

。

　

第
二
部
第
一
章
で
確
認
さ
れ
る
よ
う
に
、
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
は
自
身
の
概
説
書
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
、
多
く
の
参
考
文
献
を
概
説

書
に
包
摂
し
た
点
を
挙
げ
て
お
り
、
彼
に
よ
れ
ば
こ
れ
は
英
国
の
概
説
書
の
伝
統
で
は
殆
ど
み
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う（

77（
（

。
こ
の

よ
う
な
他
の
概
説
書
の
記
述
を
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
が
ど
の
よ
う
に
理
解
し
、
そ
れ
ら
が
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
理
論
構
想
と
ど
の
よ
う
な

関
係
に
あ
っ
た
と
評
価
さ
れ
る
の
か
と
い
う
点
は
、
ま
さ
に
本
稿
第
二
部
に
お
い
て
、
国
際
法
の
基
礎
及
び
法
源
論
に
着
目
す
る
こ
と

で
明
ら
か
に
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
前
提
作
業
と
し
て
、
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
が
概
説
書
に
お
い
て
参
照
し
た
当
時
の

国
際
法
研
究
の
状
況
を
素
描
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
こ
の
よ
う
な
作
業
が
必
要
で
あ
る
と
筆
者
が
考
え
る
の
は
次
の
理
由
に
よ
る
も
の

で
あ
る
。

　

即
ち
、
近
代
国
際
法
学
形
成
期
を
対
象
と
す
る
研
究
に
お
い
て
、
そ
の
検
討
対
象
と
な
る
人
物
や
著
作
が
相
当
程
度
同
定
さ
れ
て
き

た
（
777
（

の
に
対
し
て
、「
一
九
世
紀（

777
（

」
を
対
象
と
す
る
国
際
法
史
研
究
に
お
い
て
は
、
国
際
法
の
「
職
業
化（

777
（

」
に
伴
う
形
で
担
い
手
と
著
作
物

が
急
増
し
た
故
に
、
そ
れ
ら
す
べ
て
を
網
羅
的
に
検
討
す
る
よ
う
な
試
み
は
な
さ
れ
ず
、
多
く
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
の
一
部
が

各
論
者
に
よ
っ
て
取
り
出
さ
れ
、そ
の
時
代
に
お
け
る
国
際
法
理
論
と
し
て

―
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
場
合
は
ま
さ
に
同
時
代
を
恰
も

「
代
表
す
る
」
理
論
と
し
て

―
紹
介
・
検
討
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
よ
う
な
手
法
の
採
用
に
必
然
的
に
伴
う
の
が
、
い
わ
ゆ
る
史
料
の
選
択
性
の
問
題
で
あ
る
。
史
料
を
す
べ
て
網
羅
で
き
な
い
場

合
に
、
逆
に
「
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
」
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
点
に
も
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
、
一
般

に
歴
史
学
の
立
場
か
ら
社
会
科
学
に
投
げ
か
け
ら
れ
る
批
判

―
社
会
科
学
者
は
自
ら
が
証
明
し
た
い
と
考
え
る
理
論
に
適
合
的
な

史
料
の
み
を
取
捨
選
択
し
て
い
る
と
い
う
も
の

―
を
免
れ
得
な
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る（

777
（

。
勿
論
、
あ
る
研
究
が
過
去
の
史
料
を
用
い

て
何
か
を
説
明
す
る
際
に
、
そ
の
説
明
が
例
え
ば
あ
る
規
則
の
解
釈
や
慣
習
国
際
法
の
同
定
に
つ
い
て
の
単
な
る
一
つ
の
理
解
と
し
て

単
に
記
述
さ
れ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
に
対
す
る
何
ら
か
の
規
範
的
評
価
が
加
え
ら
れ
な
い
限
り
、
こ
の
よ
う
な
史
料
の
選
択
性
の
批
判
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は
当
た
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
仮
に
こ
の
よ
う
な
研
究
が
、
当
該
史
料
に
そ
の
当
時
の
理
解
の
代
表
性
を
見
出
す
よ
う
な
場
合
に

は
、
か
か
る
批
判
が
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
何
故
な
ら
ば
、
当
時
に
存
在
し
た
膨
大
な
史
料
群
の
中
か
ら
、
説
明
者
は
意
図
的

に
そ
の
一
部
を
選
択
し
て
抽
出
し
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
が
同
時
代
を
代
表
す
る
（
あ
る
い
は
反
映
す
る
）
と
い
う
評
価
の
提
示
の

た
め
に
は
別
途
の
説
明
が
必
要
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
説
明
を
試
み
る
際
に
、
ど
の
よ
う
な
指
標
を
以
っ
て
、

史
料
群
か
ら
特
定
の
史
料
の
代
表
性
を
論
じ
得
る
の
か
、
さ
ら
に
は
そ
の
前
提
作
業
と
し
て
、
そ
も
そ
も
ど
の
よ
う
に
し
て
史
料
群
を

示
せ
ば
よ
い
の
か
、
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
と
い
え
る
。

　

そ
こ
で
本
章
で
は
、
こ
の
前
提
的
な
作
業
と
し
て
求
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
史
料
群
の
提
示
と
い
う
課
題
に
対
し
て
、
当
時
の
国
際
法

研
究
の
状
況
を
素
描
す
る
こ
と
で
取
り
組
む
こ
と
と
し
た
い
。
勿
論
、
こ
の
時
代
に
限
ら
ず
、
あ
る
特
定
の
時
期
に
研
究
活
動
に
従
事

し
た
者
の
一
覧
や
そ
れ
ら
の
手
に
よ
る
国
際
法
研
究
を
網
羅
的
に
確
認
し
得
る
よ
う
な
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
は
現
時
点
に
お
い
て
存
在
し
な

い
た
め
、
あ
る
時
代
の
国
際
法
研
究
状
況
の
全
体
像
を
描
き
切
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る（

771
（

。
ま
た
、
右
記
の
よ
う
に
「
一
九
世
紀
」
に
お

け
る
国
際
法
学
の
状
況
を
念
頭
に
置
く
と
、
こ
の
よ
う
な
作
業
は
不
可
能
で
あ
る
と
さ
え
い
え
る
。
そ
れ
で
も
や
は
り
、
例
え
ば
近
代

国
際
法
学
形
成
期
の
よ
う
に
、
あ
る
程
度
の
全
体
像
（
そ
れ
が
必
ず
し
も
「
全
体
」
を
描
き
切
れ
な
い
と
し
て
も
）
が
参
照
項
と
し
て

共
有
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
あ
る
史
料
が
同
時
代
を
代
表
す
る
と
い
っ
た
評
価
も
ま
た
不
可
能
で
あ
り
、
従
来
の
研
究
の
多
く
が
こ
の

点
に
無
自
覚
で
あ
っ
た
と
い
う
状
況
に
鑑
み
る
と
、
本
稿
で
こ
の
よ
う
な
検
討
を
行
う
こ
と
に
一
定
の
意
義
を
見
出
し
得
る
と
い
え
よ
う（

771
（

。

　

尤
も
、
管
見
の
限
り
で
は
、
あ
る
時
期
を
対
象
と
す
る
国
際
法
史
研
究
に
お
い
て
、
当
該
時
期
の
国
際
法
研
究
状
況
を
積
極
的
に
描

こ
う
と
試
み
る
研
究
は
僅
少
で
あ
り（

777
（

、
そ
れ
は
如
何
に
し
て
叙
述
さ
れ
得
る
の
か
と
い
う
方
法
論
上
の
問
題
点
と
し
て
も
十
分
に
議
論

さ
れ
て
き
た
と
は
い
え
な
い
。
そ
の
た
め
、
以
下
で
は
、
本
稿
が
採
用
す
る
方
法
を
定
め
る
た
め
に
、
ま
ず
は
先
行
研
究
に
お
け
る
叙

述
を
概
観
す
る
こ
と
で
手
掛
か
り
を
得
る
こ
と
と
し
た
い
。
な
お
、
本
章
に
お
け
る
作
業
は
、
あ
く
ま
で
も
過
去
の
状
況
を
素
描
す
る

こ
と
で
、
本
稿
が
導
入
す
る
共
時
的
視
点
の
外
延
を
可
能
な
限
り
可
視
化
す
る（

776
（

の
み
で
あ
っ
て
、
実
際
に
入
手
可
能
な
史
料
の
制
約
と
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い
う
観
点
か
ら
も
、
以
下
の
叙
述
か
ら
こ
の
時
代
に
お
け
る
国
際
法
研
究
の
状
況
に
つ
い
て
の
何
ら
か
の
確
定
的
な
評
価
を
得
る
こ
と

は
困
難
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
評
価
を
導
く
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
予
め
断
っ
て
お
き
た
い
。

　

そ
こ
で
、
右
で
示
し
た
問
題
意
識
に
基
づ
い
て
、
あ
る
特
定
の
時
代
の
国
際
法
研
究
の
状
況
の
叙
述
を
試
み
る
先
行
研
究
を
ま
ず
調

査
す
る
と
、
カ
ー
テ
ィ
ー
（A

.�Carty

）
が
ド
イ
ツ
に
お
け
る
国
際
法
研
究
史
を
描
く
際
に
こ
の
種
の
論
考
で
は
比
類
な
い
ほ
ど
の
注

意
を
そ
の
方
法
論
的
考
察
に
対
し
て
払
っ
て
い
る
様
子
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
カ
ー
テ
ィ
ー
は
、
ド
イ
ツ
帝
国
期
と
ヴ
ァ
イ
マ

ル
共
和
国
期
（
一
八
七
一－

一
九
三
三
年
）
に
お
け
る
ド
イ
ツ
国
際
法
学
の
展
開
を
論
じ
る
上
で
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
国
際
法
研
究
が

フ
ラ
ン
ス
や
英
国
と
い
っ
た
諸
外
国
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
受
容
さ
れ
、
反
応
さ
れ
た
の
か
と
い
う
問
い
を
設
定
す
る（

717
（

。
そ
し
て
こ
の

よ
う
な
問
い
に
回
答
す
る
際
に
、
自
ら
の
研
究
手
法
が
「
十
分
に
発
展
さ
せ
ら
れ
且
つ
明
ら
か
に
確
立
さ
れ
て
い
る
二
つ
の
手
法（

71（
（

」
と

は
異
な
る
と
し
て
、
そ
れ
ら
を
何
故
彼
が
採
用
し
な
い
か
と
い
う
点
を
詳
述
し
て
い
る
。

　

こ
こ
で
カ
ー
テ
ィ
ー
が
挙
げ
る
「
二
つ
の
手
法
」
と
は
、
ヒ
ュ
ッ
ク
（I.�J.�H

ueck

）
に
よ
る
科
学
史
（W

issenschaftsgeschichte

）

ア
プ
ロ
ー
チ（

717
（

と
コ
ス
ケ
ニ
エ
ミ
が
二
〇
〇
一
年
の
書
籍
に
お
い
て
採
用
し
た
研
究
手
法（

717
（

で
あ
る
。
ま
ず
、
前
者
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て

シ
ュ
ト
ラ
イ
ス
（M

.�Stolleis

）
が
率
い
た
マ
ッ
ク
ス
・
プ
ラ
ン
ク
欧
州
法
制
史
研
究
所
（
現
在
の
マ
ッ
ク
ス
・
プ
ラ
ン
ク
法
制
史
・

法
理
論
研
究
所
）
の
所
在
地
を
冠
し
て
「
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
・
ア
プ
ロ
ー
チ
」
と
も
呼
称
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
か
か
る
研
究
手
法
は

国
際
法
学
の
内
部
に
お
け
る
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
に
着
目
し
、
国
際
法
学
と
い
う
学
問
分
野
に
お
け
る
当
時
の
支
配
的
な
傾
向
や
そ
こ
に
お

け
る
影
響
力
を
持
っ
た
人
物
を
同
定
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
研
究
と
し
て
紹
介
さ
れ
る
。
そ
の
上
で
、
こ
の
よ
う
な
研
究
手
法
は
研

究
機
関
や
雑
誌
、
大
学
教
授
等
を
同
定
す
る
こ
と
で
、
当
時
の
ド
イ
ツ
の
国
際
法
学
界
の
姿
を
社
会
学
的
に
描
き
出
す
こ
と
が
で
き
る

も
の
の
、「
自
己
言
及
的
で
局
所
的
な
、
自
己
陶
酔
に
さ
え
陥
る
」
も
の
で
あ
り
、
カ
ー
テ
ィ
ー
自
身
の
研
究
の
目
的
の
た
め
に
は
部
分

的
な
効
用
し
か
有
さ
な
い
と
評
価
さ
れ
る（

717
（

。

　

そ
し
て
後
者
に
つ
い
て
は
、
西
洋
世
界
に
お
け
る
国
際
法
学
の
歴
史
を
一
世
紀
に
亘
っ
て
描
こ
う
と
す
る
コ
ス
ケ
ニ
エ
ミ
の
叙
述
は
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「
不
可
避
的
に
成
り
行
き
任
せ
で
印
象
論
的
な
企
て
」
に
な
ら
ざ
る
を
得
ず
、
過
去
の
解
釈
を
そ
の
正
確
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
位
置
づ

け
て
示
し
て
い
な
い
と
い
う
批
判（

717
（

が
行
き
過
ぎ
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
コ
ス
ケ
ニ
エ
ミ
は
結
局
の
と
こ
ろ
「
一
八
七
三
年
の
国
際
法
学

の
創
設
」
と
彼
が
評
価
す
る
試
み
が
失
敗
し
た
こ
と
を
描
写
し
て
い
る
の
み
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
叙
述
は
カ
ー
テ
ィ
ー
の
研
究
に

関
連
す
る
も
の
で
は
な
く
、
コ
ス
ケ
ニ
エ
ミ
の
手
法
自
体
も
有
用
で
は
な
い
と
い
う（

711
（

。

　

以
上
が
カ
ー
テ
ィ
ー
の
論
考
に
お
け
る
関
連
す
る
議
論
の
要
約
で
あ
る
が
、
本
稿
が
こ
こ
で
カ
ー
テ
ィ
ー
の
議
論
を
参
照
し
て
い
る

の
は
、「
確
立
さ
れ
た
方
法
」
と
し
て
彼
が
挙
げ
た
二
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
確
認
す
る
た
め
で
あ
っ
て
、
結
論
と
し
て
彼
の
批
判
の
妥
当

性
を
評
価
す
る
な
ら
ば
、
彼
は
あ
く
ま
で
も
自
分
の
問
題
設
定
に
対
応
す
る
方
法
論
と
し
て
こ
れ
ら
二
つ
が
適
合
し
な
い
こ
と
を
主
張

し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
点
に
は
留
意
が
必
要
で
あ
る
。
そ
し
て
、
彼
が
目
指
す
よ
う
な
ド
イ
ツ
国
際
法
学
の
「
外
部
に
お
け
る

受
容
」
を
問
う
た
め
に
は
、
前
提
と
し
て
そ
の
「
内
部
」
の
様
子
が
解
明
さ
れ
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
背
景
の
提
供
の
た
め
に

は
、
彼
自
身
が
部
分
的
に
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
「
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
・
ア
プ
ロ
ー
チ
」
を
採
用
す
る
こ
と
が
有
用
で
あ
る

よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
れ
で
は
か
か
る
ア
プ
ロ
ー
チ
は
ど
の
よ
う
に
実
践
さ
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
実
践
か
ら
、
あ
る
特
定
の
時
代

に
お
け
る
国
際
法
研
究
の
状
況
を
描
写
す
る
た
め
の
「
指
標
」
と
な
る
も
の
を
析
出
す
る
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
か
か
る

手
法
を
採
用
す
る
代
表
者
と
し
て
カ
ー
テ
ィ
ー
が
取
り
上
げ
た
ヒ
ュ
ッ
ク
の
問
題
意
識
を
確
認
し
て
み
る
と
、
彼
の
論
文
の
主
眼
は
一

九
八
四
年
に
上
梓
さ
れ
た
グ
レ
ー
ヴ
ェ
（W

.�G.�Grew
e

）
の
国
際
法
史
概
説
書（

711
（

に
対
す
る
批
判
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
が
理
解
さ
れ

る
。
グ
レ
ー
ヴ
ェ
の
研
究
は
「
覇
権
」
を
基
礎
と
し
た
時
代
区
分
を
そ
の
特
徴
と
し
て
お
り
、
例
え
ば
一
六
四
八
年
か
ら
一
八
一
五
年

ま
で
は
フ
ラ
ン
ス
の
時
代
、
一
八
一
五
年
か
ら
一
九
一
九
年
ま
で
は
英
国
の
時
代
、
と
い
う
よ
う
に
覇
権
国
名
が
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の

名
称
に
併
記
さ
れ
て
い
る（

717
（

。
こ
れ
に
対
し
て
、
学
界
に
お
け
る
国
際
法
学
の
発
展
と
い
う
側
面
が
グ
レ
ー
ヴ
ェ
の
歴
史
叙
述
に
お
い
て

欠
落
し
て
い
る
点
を
ヒ
ュ
ッ
ク
は
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
、
大
学
に
お
け
る
国
際
法
講
座
や
研
究
機
関
、
学
術
雑
誌
等
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を
素
材
と
し
た
学
問
と
し
て
の
国
際
法
学
の
発
展
過
程
の
検
討
が
必
要
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　

次
に
、
具
体
的
な
実
践
に
目
を
向
け
て
み
る
と
、
外
務
省
に
お
け
る
法
律
顧
問
と
し
て
も
活
躍
し
た
明
治
期
日
本
の
お
雇
い
外
国
人

の
一
人
で
あ
っ
た
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
（G.�E.�Boissonade�de�Fontarabie

）
が
来
日
前
に
フ
ラ
ン
ス
で
ど
の
よ
う
な
国
際
法
の
教
育
を

受
け
て
い
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
柳
原
は
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
国
際
法
研
究
の
状
況
を
描
い
て
い
る（

716
（

。
そ
の
際
に
柳

原
が
参
考
と
し
て
い
る
の
は
、
ル
ノ
ー
（L.�

Renault

）
が
一
八
七
九
年
に
上
梓
し
た
書
籍（

717
（

で
あ
る
。
パ
リ
大
学
に
お
け
る
第
三
代
目

の
国
際
法
教
授
で
あ
っ
た
ル
ノ
ー
は
、同
書
に
お
い
て
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
語
圏
に
お
け
る
国
際
法
研
究
の
状
況
に
つ
い
て
、「
フ
ラ
ン
ス

人
で
法
の
こ
の
分
野
〔
即
ち
、
国
際
法
〕
を
研
究
し
て
い
る
者
は
殆
ど
お
ら
」
ず
、「
海
洋
法
等
の
特
定
分
野
に
つ
い
て
綿
密
に
研
究
し

た
者
は
い
る
も
の
の
、
国
際
法
学
の
全
体
に
つ
い
て
は
稀
で
あ
る
」
と
い
う
。
そ
の
上
で
、
自
身
の
著
作
以
前
に
公
刊
さ
れ
た
も
の
と

し
て
、
ド
ゥ
・
レ
ー
ヌ
ヴ
ァ
ル
（J-M

.�G.�de�Rayneval

）
の
『
自
然
法
・
国
際
法
綱
要
』（
一
八
三
二
年
、
但
し
著
者
の
手
に
よ
る

最
終
版
は
一
八
〇
三
年（

71（
（

）
や
フ
ン
ク
＝
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
と
ソ
レ
ル
に
よ
る
『
国
際
法
概
要
』（
一
八
七
七
年（

717
（

）
を
挙
げ
、
前
者
は
時
代
遅

れ
で
あ
り
、
後
者
は
法
律
学
的
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
哲
学
的
・
政
治
学
的
な
性
質
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
批
判
し
て
い
る（

717
（

。

こ
の
よ
う
な
ル
ノ
ー
の
一
節
を
紹
介
し
た
上
で
、
柳
原
は
一
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
大
学
に
お
け
る
国
際
法
の
研
究
状
況
に
つ
い
て
次
の

よ
う
に
述
べ
る
。
即
ち
、
パ
リ
大
学
国
際
法
講
座
が
一
八
二
九
年
に
設
立
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
初
代
正
教
授
ロ
ワ
イ
エ
＝
コ
ラ
ー

ル
（A

.�P.�Royer-Collard

）
も
二
代
目
の
ジ
ロ
ー
（Ch.�Giraud

）
も
国
際
法
の
論
文
を
殆
ど
発
表
し
て
い
な
い
と
い
う
事
実
を
指

摘
し
、
そ
の
上
で
、
ル
ノ
ー
こ
そ
が
パ
リ
大
学
初
の
本
格
的
な
国
際
法
研
究
者
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
状
況
は
ス
ト
ラ
ス

ブ
ー
ル
大
学
、
ボ
ル
ド
ー
大
学
、
パ
リ
政
治
学
院
と
い
っ
た
他
大
学
で
も
同
様
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
大
学
に
お
け
る
国
際

法
講
座
の
状
況
に
付
言
し
つ
つ
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
る（

717
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
柳
原
は
ル
ノ
ー
と
い
う
同
時
代
人
の
視
点
に
基
づ
き
な
が
ら
、
ル
ノ
ー
が
必
ず
し
も
言
及
し
て
い
な
か
っ
た
当
時
の

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
他
大
学
の
国
際
法
講
座
の
状
況
も
併
せ
て
検
討
す
る
こ
と
で
、
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
国
際
法
研
究
の
状
況
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を
描
き
出
そ
う
と
試
み
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
実
践
は
、
他
に
も
例
え
ば
、
一
九
一
九
年
の
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
が
当
時
の
ド

イ
ツ
の
国
際
法
研
究
に
与
え
た
影
響
を
論
じ
る
ヴ
ィ
ッ
ツ
（M

.�V
ec

）
の
研
究
に
お
い
て
も
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
ヴ
ィ
ッ
ツ
は
国

際
法
研
究
機
関
、
専
門
雑
誌
、
研
究
単
行
本
及
び
国
際
法
辞
典
に
着
目
す
る
こ
と
で
、
当
時
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
国
際
法
研
究
の
展
開

状
況
を
定
量
的
に
示
そ
う
と
試
み
て
い
る（

717
（

。

　
　

㈡　

概
説
書
ア
プ
ロ
ー
チ
と
背
景
と
し
て
の
国
際
法
研
究
の
「
担
い
手
」
の
素
描

　

以
上
か
ら
、
大
学
に
お
け
る
国
際
法
講
座
や
研
究
機
関
、
学
術
雑
誌
と
い
う
指
標
が
「
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
・
ア
プ
ロ
ー
チ
」
に
お
い

て
重
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
が
、
こ
れ
ら
に
加
え
て
、
あ
る
特
定
の
時
代
の
国
際
法
研
究
の
状
況
を
把
握
す
る
上
で
重
要

な
指
標
と
な
り
得
る
と
も
の
と
し
て
概
説
書
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
先
行
研
究
が
指
摘
し
て
き
た
よ
う
に（

711
（

、

「
一
九
世
紀
」
に
多
数
の
概
説
書
が
公
刊
さ
れ
た
結
果
と
し
て
同
時
期
の
国
際
法
研
究
は
量
的
に
増
加
し
、
そ
の
様
子
は
例
え
ば
二
〇

〇
一
年
に
公
表
さ
れ
た
マ
カ
リ
ス
タ
ー
＝
ス
ミ
ス
（P.�M

acalister-Sm
ith

）
と
シ
ュ
ヴ
ィ
ー
ツ
ケ
（J.�Schw

ietzke

）
に
よ
る
同
時

代
の
概
説
書
の
調
査
研
究（

711
（

に
お
い
て
定
量
的
に
示
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
概
説
書
を
素
材
と
し
て
理
論
史
を
描
く
先
行
研
究
を
概
観
す
る
と
、
例
え
ば
近
代
国
際
法
学
に
お
い
て
「
勢

力
均
衡
」
と
い
う
観
念
が
ど
の
よ
う
に
把
握
さ
れ
、
描
か
れ
て
き
た
か
と
い
う
点
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
る
明
石
が
、
概
説
書
に

着
目
す
る
理
由
を
次
の
よ
う
に
積
極
的
に
意
義
づ
け
て
い
る
様
子
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
方
で
、
或
る
学
問
分
野
（
特
に
社
会
科
学
）
に
お
け
る
専
門
研
究
書
は
当
該
分
野
に
お
け
る
知
的
問
題
関
心
の
あ
り
方
と
そ
の
成
熟
度
を
反

映
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
他
方
で
、
当
該
分
野
に
お
け
る
概
説
書
は
よ
り
幅
広
い
読
者
層
を
想
定
し
、
そ
れ
が
公
刊
さ
れ
た
時
代
の
中
で
ど
の
よ

う
な
知
識
が
共
有
さ
れ
て
い
た
か
を
示
し
得
る
と
考
え
ら
れ
る
。
勿
論
、
国
際
法
学
の
場
合
に
、
当
該
概
説
書
の
実
際
の
読
者
数
が
ど
れ
ほ
ど
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の
も
の
で
あ
っ
た
か
は
疑
問
で
あ
る
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
一
八
・
一
九
世
紀
の
国
際
法
研
究
者
や
外
交
実
務
家
の
多
く
が
、
本
稿
で
検
討

の
対
象
と
し
た
概
説
書
を
参
照
し
て
い
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
そ
の
点
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
の
者
が
抱
懐
・
共
有
し
て
い
た
『
国
際
法
』

を
描
き
出
す
こ
と
が
、
当
時
の
国
際
法
概
説
書
の
考
察
を
通
じ
て
、
可
能
と
な
る
も
の
と
予
測
さ
れ
る
の
で
あ
る

（
717
（

。

　

こ
こ
で
明
石
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
概
説
書
の
備
え
る
知
的
問
題
関
心
の
在
り
方
と
成
熟
度
は
、
そ
の
時
代
に
お
け
る
共
有
知
の

証
左
と
も
解
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
っ
て
、
概
説
書
を
検
討
す
る
こ
と
も
ま
た
あ
る
時
代
の
国
際
法
研
究
の
状
況
を
把
握
す
る
上
で
の
重

要
な
手
掛
か
り
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る（

716
（

。

　

以
上
の
検
討
結
果
か
ら
、
あ
る
特
定
の
時
代
に
お
け
る
国
際
法
研
究
の
状
況
を
素
描
す
る
た
め
に
は
、
大
学
に
お
け
る
国
際
法
講
座
、

研
究
機
関
・
学
術
団
体
、
学
術
雑
誌
、
そ
し
て
概
説
書
に
着
目
す
る
こ
と
が
有
用
で
あ
る
と
い
う
手
掛
か
り
が
得
ら
れ
た
。
実
際
に
先

行
研
究
を
渉
猟
す
る
と
、
あ
る
国
に
お
け
る
あ
る
特
定
の
時
代
の
国
際
法
研
究
の
状
況
が
こ
れ
ら
の
指
標
の
何
れ
か
に
即
し
て
叙
述
さ

れ
て
き
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
例
え
ば
日
本
の
国
際
法
史
研
究
に
お
い
て
、
そ
の
概
観
を
試
み
る
幾
つ
か
の
先
行
研
究（

777
（

が
大
学
の
国
際

法
講
座
の
創
設
や
『
国
際
法
（
外
交
）
雑
誌
』
の
刊
行
状
況
に
つ
い
て
の
詳
細
な
検
討
を
欠
い
て
い
る
の
に
対
し
て
、
諸
外
国
の
研
究

状
況
を
み
る
と
、
例
え
ば
英
国（

77（
（

、
ス
ペ
イ
ン（

777
（

、
イ
タ
リ
ア（

777
（

に
つ
い
て
は
、
程
度
の
差
は
み
ら
れ
る
も
の
の
、
こ
れ
ら
の
指
標
に
即
し
て

各
国
に
お
け
る
国
際
法
学
の
歴
史
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
ま
た
、
学
術
雑
誌
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
既
に
言
及
し
た
一
国

限
定
型
の
も
の（

777
（

の
み
な
ら
ず
、
時
代
と
国
と
を
超
え
た
総
合
的
な
研
究（

777
（

も
確
認
さ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
研
究
状
況
に
比
し
て
、
あ
る
特
定
の
時
代
に
公
刊
さ
れ
た
概
説
書
に
着
目
す
る
研
究
は
、
英
国
や
イ
タ
リ
ア
、
そ
し
て

日
本
の
例
を
除
け
ば
殆
ど
存
在
せ
ず
、
せ
い
ぜ
い
「
ド
イ
ツ
と
は
異
な
り
、
米
国
、
英
国
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
一
九
世
紀
の
後
半
に
な
る

ま
で
国
際
法
の
概
説
書
は
殆
ど
存
在
し
な
か
っ
た
」
と
い
う
一
般
的
な
言
及（

771
（

が
な
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
概
説
書

の
公
刊
状
況
に
着
目
す
る
こ
と
で
、
大
学
に
お
け
る
国
際
法
講
座
の
創
設
、
学
術
組
織
・
研
究
所
の
設
立
、
そ
し
て
専
門
雑
誌
の
創
刊

岡　法（71―２） 126

二
二



と
い
っ
た
指
標
に
即
し
て
先
行
研
究
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
て
き
た
同
時
代
の
国
際
法
研
究
の
状
況
を
補
完
す
る
作
業
を
試
み
た
い
。

　

な
お
、
概
説
書
の
検
討
を
次
節
で
行
う
前
に
、
以
上
の
先
行
研
究
等
を
手
掛
か
り
と
し
て
こ
の
時
代
に
お
け
る
国
際
法
研
究
の
「
担

い
手
」
を
概
観
し
て
お
こ
う（

771
（

。
第
一
に
大
学
に
お
け
る
国
際
法
講
座
の
創
設
に
つ
い
て
み
る
と
、「
ユ
ー
ス
・
ゲ
ン
テ
ィ
ウ
ム
の
自
立

性
（
777
（

」
と
い
う
近
代
国
際
法
学
形
成
期
の
一
大
論
点
か
ら
も
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
、「
国
際
法
」
は
近
代
の
大
学
に
お
い
て
哲
学
部
に
設
置

さ
れ
る
こ
と
が
殆
ど
で
あ
っ
た
自
然
法
講
座
に
お
い
て
講
じ
ら
れ
、
我
々
が
近
代
国
際
法
学
形
成
期
の
「
英
雄
た
ち
」
と
理
解
す
る
者

の
中
で
も
、
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
は
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
哲
学
部
の
自
然
法
・
国
際
法
教
授
で
あ
り
、
ヴ
ォ
ル
フ
は
哲
学
部
で
数
学

の
担
当
教
授
と
し
て
キ
ャ
リ
ア
を
始
め
、
よ
う
や
く
ハ
レ
大
学
に
凱
旋
し
た
後
に
自
然
法
・
国
際
法
の
講
義
を
担
当
す
る
よ
う
に
な
っ

た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
「
一
九
世
紀
」
に
な
っ
て
も
国
際
法
講
座
が
法
学
部
に
独
立
し
て
設
置
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
に
は
時
間
を
要

し
、
よ
う
や
く
一
八
二
九
年
に
パ
リ
大
学
で
国
際
法
講
座
が
一
般
公
法
講
座
か
ら
分
離
す
る
形
で
誕
生
し
、
一
八
五
〇
年
に
サ
ル
デ
ー

ニ
ャ
王
国
の
ト
リ
ノ
大
学
に
設
置
さ
れ
た
対
外
公
法
・
国
際
私
法
講
座
が
一
八
五
六
年
に
国
際
法
講
座
と
し
て
独
立
し
、
そ
の
後
英
国

に
お
い
て
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
の
チ
チ
ェ
リ
ー
講
座
（
一
八
五
九
年
）
と
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
の
ヒ
ュ
ー
ウ
ェ
ル
講
座
（
一
八

六
七
年
）が
創
設
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。し
か
し
な
が
ら
、一
八
六
五
年
に
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
大
学
に
設
置
さ
れ
、ロ
リ
マ
ー（J.�Lorim

er

）

が
就
任
し
た
講
座
は
、
国
際
法
の
独
立
講
座
で
は
な
く
「
自
然
法
・
国
際
法
講
座
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
英
国
に
お
け
る
国
際
法

講
座
設
立
の
直
前
に
は
、
米
国
の
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
大
学
で
一
八
五
二
年
か
ら
、
そ
し
て
カ
ナ
ダ
の
マ
ギ
ル
大
学
で
一
八
五
六
年
か
ら
、

そ
れ
ぞ
れ
国
際
法
の
授
業
が
始
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
米
国
初
の
国
際
法
・
外
交
担
当
専
任
教
授
が
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
で
任
命
さ
れ

た
の
は
一
八
九
一
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
約
二
〇
年
を
経
て
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
最
初
の
独
立
し
た
国
際
法
講
座
が
一
九
一
二

年
に
誕
生
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

ま
た
、
大
学
に
お
け
る
国
際
法
講
座
の
整
備
状
況
か
ら
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
、
現
在
我
々
が
国
際
法
学
者
と
し
て
認
識
す
る
当
時
の

学
者
の
多
く
は
、
そ
の
キ
ャ
リ
ア
形
成
の
初
期
か
ら
必
ず
し
も
国
際
法
を
専
攻
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
前
章
で
確
認
さ
れ
た
通
り
、
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商
法
に
関
す
る
博
士
学
位
論
文
を
執
筆
し
そ
の
後
刑
事
法
学
で
教
授
資
格
申
請
論
文
を
用
意
し
た
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
み
な
ら
ず
、
例

え
ば
刑
事
法
学
者
と
し
て
キ
ャ
リ
ア
を
ス
タ
ー
ト
し
た
リ
ス
ト
、
古
典
学
を
専
攻
し
て
い
た
米
国
イ
ェ
ー
ル
大
学
の
ウ
ー
ル
ジ
ー
（T

h.�

D
.�W

oolsey

）、
ロ
ー
マ
法
と
商
法
を
専
攻
し
て
い
た
パ
リ
の
ル
ノ
ー
ら
を
他
に
も
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

第
二
に
、
万
国
国
際
法
学
会
及
び
国
際
法
協
会
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
国
際
法
研
究
の
た
め
の
学
術
組
織
が
相
次
い
で
創
設
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
の
も
こ
の
時
期
で
あ
っ
た
。
両
組
織
の
設
立
か
ら
遡
る
こ
と
四
年
の
一
八
六
九
年
に
は
パ
リ
で
比
較
法
学
会
が
創
設
さ

れ
、
国
際
法
学
会
が
ロ
シ
ア
（
一
八
八
〇
年
）、
日
本
（
一
八
九
七
年
）、
米
国
（
一
九
〇
六
年
）、
オ
ラ
ン
ダ
（
一
九
一
〇
年
）、
ド
イ

ツ
（
一
九
一
七
年
）
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
設
立
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
他
に
も
、
例
え
ば
ド
イ
ツ
で
は
一
九
一
三
年
に
ニ
ー
マ
イ
ヤ
ー

（T
h.�N

iem
eyer

）
に
よ
っ
て
キ
ー
ル
に
国
際
法
研
究
所
（
現
在
の
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
シ
ュ
ッ
キ
ン
グ
研
究
所
）
が
、
一
九
二
四
年
に
現

在
の
マ
ッ
ク
ス
・
プ
ラ
ン
ク
比
較
公
法
・
国
際
法
研
究
所
の
前
身
機
関
（K

aiser-W
ilhelm

-Institut�
für�

ausländisches�

öffentliches�Recht�und�V
ölkerrecht

）
が
ベ
ル
リ
ン
に
、
そ
れ
ぞ
れ
創
設
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
学
術
団
体
・
研
究
機
関
の
設
立
と
並
行
す
る
形
で
、第
三
に
国
際
法
の
専
門
学
術
雑
誌
の
公
刊
も
相
次
ぐ
こ
と
に
な
る
。

ま
ず
は
、
一
八
六
九
年
の
ベ
ル
ギ
ー
に
お
け
る
『
国
際
法
・
比
較
法
雑
誌
（R

evue de droit international et de la législation 

com
parée

（
776
（

）』
の
創
刊
を
皮
切
り
に
、
フ
ラ
ン
ス
（
一
八
七
四
年（

767
（

）、
ス
ペ
イ
ン
（
一
八
八
三
年（

76（
（

）、
そ
し
て
イ
タ
リ
ア
（
一
八
九
八
年（

767
（

）

に
お
い
て
み
ら
れ
た
よ
う
な
、「
国
際
法
の
比
較
法
ア
プ
ロ
ー
チ
」
を
主
題
と
す
る
雑
誌
の
公
刊
が
始
ま
っ
た
。
こ
れ
ら
に
加
え
て
、
一

八
九
一
年
の
ド
イ
ツ
（
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
）
に
お
け
る
『
国
際
私
法
・
公
法
雑
誌
（Zeitschrift für internationales Privat- und 

öffentliches R
echt

）』（
一
九
一
四
年
か
ら
は『
ニ
ー
マ
イ
ヤ
ー
国
際
法
雑
誌（N

iem
eyers Zeitschrift für internationales R

echt

）』

へ
と
名
称
変
更
）
の
刊
行
を
筆
頭
に
、
一
八
九
四
年
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
『
国
際
公
法
雑
誌
（R

evue 
générale 

de 
droit 

international public

）』、
一
九
〇
二
年
の
日
本
に
お
け
る
『
国
際
法
雑
誌
』（
一
九
一
二
年
一
〇
月
の
第
一
一
巻
一
号
よ
り
『
国
際
法

外
交
雑
誌
』
に
改
称
）、
一
九
〇
五
年
の
ス
ペ
イ
ン
に
お
け
る
『
国
際
法
外
交
雑
誌
（R

evista de derecho internacional y política 
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exterior

）』、
一
九
〇
六
年
の
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
『
国
際
法
雑
誌
（R

ivista di diritto internazionale

）』、
そ
し
て
一
九
〇
七
年
の

『
米
国
国
際
法
雑
誌
（A

m
erican Journal of International Law

）』
な
ど
、
各
国
に
お
い
て
国
際
法
専
門
雑
誌
が
創
刊
さ
れ
た
の
も

こ
の
時
期
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
と
の
関
連
で
い
え
ば
、
英
国
に
お
け
る
国
際
法
専
門
雑
誌
の
創
刊
は
こ
れ
ら
の
動
向

よ
り
も
少
し
遅
れ
て
お
り
、
一
九
一
八
年
に
『
季
刊
国
際
法
・
比
較
法
（International and Com

parative Law
 Q

uarterly

）』
の

前
身
で
あ
る
『
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
協
会
会
報
（T

ransactions of the G
rotius Society

（
767
（

）』
が
、
そ
し
て
一
九
二
〇
年
に
『
英
国
国
際
法

年
鑑
（British Y

earbook of International Law

）』
が
そ
れ
ぞ
れ
刊
行
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た（

767
（

。

　

第
二
節　

オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
概
説
書
と
共
時
的
視
点
の
外
延

　
　

㈠　

オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
『
国
際
法
』
に
お
け
る
概
説
書
の
一
覧

　

以
上
、
本
稿
が
検
討
対
象
と
す
る
時
期
に
お
け
る
国
際
法
研
究
の
「
担
い
手
」
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
が
示
し
て
き
た
指
標

―
大

学
に
お
け
る
国
際
法
講
座
の
創
設
、
学
術
団
体
の
設
立
及
び
専
門
学
術
雑
誌
の
公
刊

―
に
即
し
て
、
素
描
を
試
み
た
。
こ
の
よ
う
に

し
て
描
か
れ
た
背
景
を
基
礎
と
し
て
、
本
節
で
は
同
時
代
に
お
け
る
概
説
書
の
公
刊
状
況
を
概
観
す
る
こ
と
で
、
当
時
の
国
際
法
研
究

の
状
況
に
さ
ら
に
迫
る
こ
と
と
し
た
い
。
そ
の
た
め
に
、
ま
ず
は
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
概
説
書
に
お
い
て
「
重
要
な
著
作
」
と
し
て
掲

げ
ら
れ
て
い
る
概
説
書
の
一
覧（

767
（

を
示
し
た
上
で
（
㈠
）、
そ
れ
ら
が
同
時
期
の
他
の
概
説
書
等
で
示
さ
れ
て
い
た
も
の
と
ど
の
程
度
一
致

す
る
も
の
で
あ
る
の
か
、
そ
し
て
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
概
説
書
の
公
刊
か
ら
あ
る
程
度
の
時
間
が
経
過
し
た
時
点
に
上
梓
さ
れ
た
概
説

書
に
照
ら
し
て
も
、
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
概
説
書
一
覧
は
当
時
の
概
説
書
を
相
当
程
度
包
摂
し
て
い
た
と
評
価
で
き
る
の
か
と
い
う
点

に
つ
い
て
検
討
す
る
（
㈡
）。

　

な
お
、
こ
の
よ
う
に
概
説
書
の
公
刊
状
況
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
際
の
方
法
論
上
の
問
題
と
本
稿
に
お
け
る
検
討
の
限
界
に
つ
い
て
予

め
断
っ
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。
理
想
と
し
て
は
、
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
が
掲
げ
た
欧
米
言
語
で
執
筆
さ
れ
た
概
説
書
の
み
な
ら
ず
、
例

実証主義国際法学の確立過程における合意主義の系譜（二）129

二
五



え
ば
日
本
語
で
同
時
期
に
出
版
さ
れ
た
概
説
書
等
を
網
羅
す
る
こ
と
で
、
当
時
の
国
際
法
学
の
研
究
状
況
を
よ
り
正
確
に
描
き
出
す
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
あ
る
特
定
の
時
期
に
公
刊
さ
れ
た
概
説
書
を
す
べ
て
網
羅
す
る
こ
と
は
筆
者
の
研

究
・
語
学
能
力
で
は
到
底
不
可
能
な
作
業
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
た
、
よ
り
重
要
な
点
と
し
て
、
本
稿
は
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ

ム
の
共
通
の
同
意
理
論
と
そ
れ
を
支
え
る
彼
の
国
際
法
理
論
構
想
が
ど
の
程
度
ま
で
独
創
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
評
価
さ
れ
得
る
の
か

と
い
う
点
を
、
彼
が
実
際
に
認
識
し
理
解
し
よ
う
と
試
み
た
で
あ
ろ
う
当
時
の
議
論
に
照
ら
し
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る

も
の
で
あ
る
（「
共
時
的
視
点
」
の
導
入（

761
（

）。
そ
れ
故
に
、
か
か
る
目
的
に
鑑
み
れ
ば
、
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
主
観
的
認
識
に
彼
の
テ
ク

ス
ト
を
手
掛
か
り
と
し
て
迫
り
、
そ
の
際
に
彼
の
同
時
代
人
の
視
点
或
い
は
後
の
視
点
か
ら
、
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
視
座
を
相
対
化
す

る
こ
と
が
こ
こ
で
は
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
約
言
す
る
な
ら
ば
、
本
章
で
目
指
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
国

際
法
研
究
を
網
羅
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
当
時
の
研
究
状
況
を
素
描
し
、
そ
れ
が
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
テ
ク
ス
ト
を
通
し
て
我
々
が
認

識
し
得
る
状
況
と
ど
の
程
度
一
致
し
、
ま
た
は
一
致
し
て
い
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
点
を
解
明
す
る
と
い
う
作
業
で
あ
り
、
こ
の
よ
う

な
検
討
に
よ
っ
て
初
め
て
共
時
的
視
点
の
外
延
を
可
視
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
下
で
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
概
説
書
初
版
第
一
巻
を
み
る
と
、「
一
九
世
紀
及
び
二
〇
世
紀
の
概
説

書
」（
第
五
八
節
）
に
お
い
て
、
重
要
な
概
説
書
の
み
に
限
定
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
同
時
代
に
公
刊
さ
れ
た
多
く
の
概
説
書
が
紹
介

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
概
説
書
は
国
別
に
リ
ス
ト
化
さ
れ
て
お
り
、
版
を
重
ね
る
ご
と
に
改
訂
状

況
に
つ
い
て
追
記
さ
れ
た
り
、
以
前
の
版
で
は
漏
れ
て
い
た
も
の
が
新
し
く
追
記
さ
れ
た
り
し
て
い
る
。「
表
１
」
に
お
い
て
確
認
さ
れ

る
よ
う
に
、
例
え
ば
初
版
で
は
、
英
国
一
六
、
北
米
七
、
フ
ラ
ン
ス
五
、
ド
イ
ツ
一
二
、
イ
タ
リ
ア
七
、
ラ
米
含
む
ス
ペ
イ
ン
語
圏
八
、

ス
イ
ス
や
ベ
ル
ギ
ー
な
ど
そ
の
他
七
の
合
計
六
二
点
が
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
て
お
り
、
第
二
版
（
一
九
一
二
年
）
で
は
合
計
七
二
点
、

第
三
版
（
一
九
二
〇
年
）
で
は
八
六
点
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
但
し
、
こ
れ
ら
の
中
に
は
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
が
実
際
に
概
説
書
の
中
で

多
く
参
照
し
て
い
る
文
献
が
含
ま
れ
て
い
な
い
点
に
は
注
意
を
要
す
る
。
そ
の
よ
う
な
文
献
は
、
別
途
概
説
書
の
巻
頭
に
あ
る
「
引
用
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文
献
リ
ス
ト
」
で
確

認
す
る
必
要
が
あ

り
、「
表
２
」で
示
し

て
い
る
よ
う
に
、
例

え
ば
ホ
ラ
ン
ド（T

h.�

E.�
H

olland

）
や
ハ

イ
ル
ボ
ル
ン
（P.�

H
eilborn

）
等
は
引

用
文
献
リ
ス
ト
に
掲

げ
ら
れ
て
お
り
、
実

際
に
よ
く
引
用
さ
れ

て
い
る
に
も
拘
ら

ず
、
第
五
八
節
で
掲

げ
ら
れ
て
い
る
概
説

書
リ
ス
ト
か
ら
抜
け

落
ち
て
い
る
こ
と
が

確
認
さ
れ
る
の
で
あ

る
（
761
（

。

表１：19世紀後半から20世紀初頭における主要な概説書 
・�オッペンハイム概説書第１巻「19世紀及び20世紀の概説書」（§58）で紹介されている

一覧を参考に筆者作成。
・�なお、改訂版において追記されたものについては、第２版については「＊」、第３版に

ついては「＊＊」を付すことでそれぞれ記している。
・�表記は原則としてオッペンハイムのものに依拠しているが、明白な誤字については適

宜修正している。

⑴　British Treatises（初版・第２版・第３版：16冊）
・William�Oke�Manning:�Commentaries on the Law of Nations,�1839;�new�ed.�by�Sheldon�

Amos,�1875
・Archer�Polson:�Principles of the Law of Nations,�1848;�2nd�ed.,�1853
・Richard�Wildman:�Institutes of International Law,�1850
・Sir�Robert�Phillimore:�Commentaries upon International Law,�4�vols.,�1854-1861;�3rd�

ed.,�1879-1888
・Sir�Travers�Twiss:�The Law of Nations, etc.,�2�vols.,�1861-1863;�2nd�ed.,�1875-1884;�

French�translation,�1887-1889
・Sheldon�Amos:�Lectures on International Law,�1874
・Sir�Edward�Shepherd�Creasy:�First Platform of International Law,�1876
・William�Edward�Hall:�Treatise on International Law,�1880;�5th�ed.,�1904�(by�Atlay)
・Sir�Henry�Sumner�Maine:�International Law,�1883;�2nd�ed.,�1894
・James� Lorimer:� The Institutes of International Law,� 2� vols.,� 1883-1884;� French�

translation�by�Nys,�1885
・Leone�Levi:�International Law,�1888
・T.�J.�Lawrence:�The Principles of International Law,�1895;�3rd�ed.,�1900;�4th�ed.,�1910＊

・Thomas�Alfred�Walker:�A Manual of Public International Law,�1895
・Sir�Sherston�Baker:�First Steps in International Law,�1899
・F.�E.�Smith:�International Law,�1900
・John�Westlake,�International Law,�vol.I�(Peace),�1904;�vol.II�(War),�1907＊;�2nd�ed.,�vol.I,�

1910＊

⑵　North American Treatises（初版：７冊、第２版：11冊、第３版：14冊）
・James� Kent:� Commentary on International Law,� 1826;� English� ed.� by� Abdy,�

Cambridge,�1888
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・Henry� Wheaton:� Elements of International Law,� 1836;� 8th� American� ed.� by� Dana,�
1866;�3rd�English�ed.�by�Boyd,�1889;�4th�English�ed.�by�Atlay,�1904;�5th�English�ed.�by�
Coleman�Phillipson,�1916＊＊

・Theodore�D.�Woolsey:�Introduction to the Study of International Law,�1860;�5th�ed.,�
1879

・Henry�W.�Halleck:� International Law,�2�vols.,� 1861;�3rd�English�ed.�by�Sir�Sherston�
Baker,�1893

・Francis�Wharton:�A Digest of the International Law of the United States,�3�vols.,�1886
・George�B.�Davis:�The Elements of International Law,�1887;�revised�ed.,�1899
・Hannis�Taylor:�A Treatise on International Public Law,�1901
・George� Grafton� Wilson� and� George� Fox� Tucker:� International Law,� 1901;� 5th� ed.,�

1910＊

・Edwin�Maxey:�International Law,�with Illustrative Cases,�1906＊

・John�Bassett�Moore:�A Digest of International Law,�8�vols.,�1906＊

・George�Graton�Wilson:�Handbook of International Law,�1910＊

・Charles�H.�Stockton:�A Manual of International Law,�1911＊＊

・Charles�H.�Stockton:�Outlines of International Law,�1914＊＊

・Amos�S.�Hershey:�The Essentials of International Law,�1912＊＊

⑶　French Treatises（初版：５冊、第２版：７冊、第３版：８冊）
・Funck-Brentano�et�Albert�Sorel:�Précis du droit des gens,�1877;�2nd�ed.,�1894
・P.�Pradier-Fodéré:�Traité de droit international public,�7�vols.,�1885-1897
・Henry�Bonfils:�Manuel de droit international public,�1894;�4th�ed.�by�Fauchille,�1904
・Frantz�Despagnet:�Cours de droit international public,�1894;�2nd�ed.,�1899
・Robert�Piédelièvre:�Précis de droit international public,�2�vols.,�1894-1895
・Georges�Bry:�Précis élémentaire de droit international public,�5th�ed.,�1906＊

・A.�Méringhac:�Traité de droit international public,�vol.I,�1905;�vol.II,�1907＊

・Alfred�Chrétien:�Principes de droit international public,�1893＊＊

⑷　German Treatises（初版・第２版：12冊、第３版：15冊）
・Theodor�Schmalz:�Europäisches Völkerrecht,�1816
・Johann�Ludwig�Klüber:�Droit des gens moderne,�1819;�German�ed.�under�the�title�of�

Europäisches Völkerrecht�in�1821;�last�German�ed.�by�Morstadt�in�1851,�and�last�French�
ed.�by�Ott�in�1874

・Friedrich�Saalfeld:�Handbuch des positiven Völkerrechts,�1833
・August�Wilhelm�Heffter:�Das europäische Völkerrecht der Gegenwart,�1844;�8th�ed.�by�

Geffcken,�1888;�French�translations�by�Bergson�in�1851�and�Geffcken�in�1883
・Heinrich�Bernhard�Oppenheim:�System�des Völkerrechts,�1845;�2nd�ed.,�1866
・Johann�Caspar�Bluntschli:�Das moderne Völkerrecht der civilisirten Staaten als Rechtsbuch 

dargestellt,�1868;�3rd�ed.,�1878;�French�translation�by�Lardy,�1869;�5th�ed.,�1895
・Adolf� Hartmann:� Institutionen des praktischen Völkerrechts in Friedenszeiten,� 1874;�

2nd�ed.,�1878
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・Franz�von�Holtzendorff:�Handbuch des Völkerrechts,�4�vols.,�1885-1889
・August�von�Bulmerincq:�Das Völkerrecht,�1887;�2nd�ed.,�1889＊＊

・Karl�Gareis:�Institutionen des Völkerrechts,�1888;�2nd�ed.,�1901
・E.�Ullmann:�Völkerrecht,�1898;�2nd�ed.,�1908＊

・Franz�von�Liszt:�Das Völkerrecht,�1898;�3rd�ed.,�1900;�6th�ed.,�1910＊;�10th�ed.,�1915＊＊

・Karl�Heinrich�Ludwig�Poelitz:�Practisches (europäisches) Völkerrecht,�1828＊＊

・Julius� Schmelzing:� Systematischer Grundriss des praktischen europäischen 
Völkerrechts,�3�vols.,�1818-1820**

・Julius�Schmelzing:�Lehrbuch des europäischen Völkerrechts,�1821＊＊

⑸　Italian Treatises（初版：７冊、第２版：９冊、第３版：11冊）
・Ludovico�Casanova:�Del diritto internazionale,�published�after�the�death�of�the�author�

by�Cabella,�1853;�3rd�ed.�by�Brusa,�1876
・Pasquale� Fiore:�Trattato di diritto internazionale pubblico,� 1865;� 2nd� ed.� in� 3� vols.,�

1879-1884;�French�translation�by�Antoine,�1885
・Giuseppe�Carnazza-Amari:�Trattato sul diritto internazionale pubblico di pace,�2�vols.,�

1867-1875;�French�translation�by�Montanari-Revest,�1881
・Giuseppe�Carnazza-Amari:�Elementi di diritto internazionale,�2�vols.,�1866-1874＊＊

・Antonio�del�Bon:�Instituzioni del diritto publico internazionale,�1868
・Giuseppe�Sandonà:�Trattato di diritto internazionale moderno,�2�vols.,�1870
・Giambattista�Pertile:�Elementi di diritto internazionale,�2�vols.,�1877
・Augusto�Pierantoni:�Trattato di diritto internazionale,�vol.I,�1881
・Giovanni�Lomonaco:�Trattato di diritto internazionale pubblico,�1905＊

・Giulio� Diena:� Principi di diritto internazionale,� parte� prima:� Diritto� internazionale�
pubblico,�1908＊

・Giuseppe�Cavarretta:�Diritto interstatuale,�vol.I,�1914＊＊

⑹　Spanish and Spanish-American Treatises（初版：８冊、第２版：９冊、第３版：13冊）
・Andrés�Bello:�Principios de derecho de gentes (internacional),�1832;�last�ed.�in�2�vols.�

by�Silva,�1883
・José�Maria�de�Pando:�Elementos del derecho internacional,�published�after�the�death�of�

the�author,�1843-1844
・Antonio�Riquelme:�Elementos de derecho público internacional etc.,�2�vols.,�1849
・Carlos�Calvo:�Le droit international etc.�(first�edition�in�Spanish,�following�editions�in�

French),�1868;�5th�ed.�in�6�vols.,�1896
・Amancio� Alcorta:� Curso de derecho internacional público,� vol.I,� 1886;� French�

translation�by�Lehr,�1887
・Marqués�de�Olivart:�Trattato y notas de derecho internacional público,�2�vols.,�1887;�

4th�ed.,�1903
・Luis�Gestoso�y�Acosta:�Curso de derecho internacional público,�1894
・Miguel�Cruchaga:�Nociones de derecho internacional,�1899;�2nd�ed.,�1902
・Manuel�Torres�Campos:�Elementos de derecho internacional público;�2nd�ed.,�1904＊
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・José�Augusto�Moreira�de�Almeida:�Elementos de direito internacional público,�1892＊＊

・H.�Feltner:�Manual de derecho internacional,�2�vols.,�1894＊＊

・Clovis�Bevilaqua:�Direito público internacional,�2�vols.,�1911＊＊

・S.�Planas�Suarez:�Tratado de derecho internacional público,�2�vols.,�1916＊＊

⑺　Treatises of Authors of Other Nationalities（初版：７冊、第２版：８冊、第３版：９冊）
・Frederick�Kristian�Bornemann:�Forelaesninger over den positive Folkeret,�1866
・Friedrich�von�Martens:�Völkerrecht,�2�vols.,�1883,�a�German�translation�by�Bergbohm�

of�the�Russian�original
・Jan�Helenus�Ferguson:�Manual of International Law, etc.,�2�vols.,�1884
・Alphonse�Rivier:�Lehrbuch des Völkerrechts,�1894;�2nd�ed.,�1899
・Alphonse�Rivier:�Principes du droit des gens,�1896
・H.�Matzen:�Forelaesninger over den positive Folkeret,�1900
・Ernest�Nys:�Le droit international,�vol.I,�1894
・J.�de�Louter:�Het stellig volkenrecht,�2�vols.,�1910＊

・M.�Papoviliev:�Mejdouderjeavuo Pravo (Law of Nations),�vol.I,�1914＊＊

表２：オッペンハイム概説書における主要な参考文献リスト（表１非掲載のものに限定） 
・�オッペンハイム概説書第１巻冒頭の「略語（Abbreviations）」で紹介されているもの

（初版・第２版：10冊、第３版：14冊）を参考に筆者作成。
・なお、第３版において追記されたものについては「＊＊」を付している。

・E.�M.�Borchard,�The Diplomatic Protection of Citizens Abroad�(1915)＊＊

・D.�Field,�Outlines of an International Code�(1872)
・P.�Heilborn,�Das System des Völkerrechts entwickelt aus den völkerrechtlichen Begriffen�

(1896)
・Th.�E.�Holland,�Studies in International Law�(1898)
・Th.�E.�Holland,�The Elements of Jurisprudence,�6th�ed.�(1893)
・G.�F.�Martens,�Précis du droit des gens moderne de lʼEurope,�nouvelle�ed.�by�Vergé,�2�

vols.�(1858)
・F.�von�Perels,�Das internationale öffentliche Seerecht der Gegenwart,�2nd�ed.�(1903)
・L.�van�Praag,�Jurisdiction et droit international public�(1915)＊＊

・J.� Reddie,� Researches, Historical and Critical in Maritime International Law,� 2� vols.�
(1844-1845)＊＊

・C.�Testa,�Le droit public international maritime,�traduction�du�Portugais�par�Boutiron�
(1886)

・Th.�A.�Walker,�A History of the Law of Nations,�vol.I�(1899)
・Th.�A.�Walker,�The Science of International Law�(1893)
・J.�Westlake,�Chapters on the Principles of International Law�(1894)
・P.�Fiore,�International Law Codified,�translation�from�Italian�edition�by�Borchard�(1918)＊＊
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㈡　

オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
視
点
の
相
対
化

　

そ
れ
で
は
次
に
、
右
表
の
よ
う
に
確
認
さ
れ
た
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
概
説
書
に
お
け
る
主
要
概
説
書
の
一
覧
に
つ
い
て
、
相
対
化
を
試

み
る
こ
と
と
し
た
い
。
ま
ず
、
ど
の
よ
う
な
基
準
で
相
対
化
の
た
め
の
視
座
を
設
け
る
か
と
い
う
点
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
こ

れ
に
つ
い
て
は
次
の
三
つ
を
基
準
と
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
第
一
に
、
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
概
説
書
初
版
第
一
巻
が
刊
行
さ
れ
た
一
九
〇

五
年
と
の
時
間
的
近
接
性
、
第
二
に
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
と
同
様
に
多
く
の
概
説
書
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
文
献
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
第

三
に
異
な
る
言
語
・
出
版
地
で
公
刊
さ
れ
た
も
の
に
よ
る
バ
ラ
ン
ス
の
確
保
、
で
あ
る（

767
（

。
こ
の
よ
う
な
基
準
に
即
し
て
、
ま
た
既
に
言

及
し
た
二
〇
〇
一
年
の
文
献
調
査
結
果（

766
（

も
参
考
に
し
つ
つ
、
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
掲
げ
た
一
覧
か
ら
、
次
の
四
つ
の
概
説
書
を
対
照
群

と
し
て
抽
出
し
た（

777
（

。
第
一
に
、
ベ
ル
リ
ン
大
学
の
法
学
講
座
正
教
授
で
あ
っ
た
リ
ス
ト
の
一
九
〇
二
年
の
概
説
書
第
二
版（

77（
（

、
第
二
に
、

イ
ェ
ー
ル
大
学
学
長
で
あ
り
国
際
法
教
育
も
担
当
し
て
い
た
親
の
ド
ワ
イ
ト
・
ウ
ー
ル
ジ
ー
の
概
説
書
を
、
そ
の
息
子
で
同
大
学
の
国

際
法
担
当
教
授
で
も
あ
っ
た
ソ
ー
ル
ズ
ベ
リ
ー
・
ウ
ー
ル
ジ
ー
（T

h.�S.�W
oolsey

）
が
一
八
九
七
年
に
改
訂
し
た
第
六
版（

777
（

、
第
三
に
、

ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
大
学
国
際
法
教
授
の
ネ
イ
ス
（E.�N

ys

）
の
一
九
〇
四
年
の
概
説
書（

777
（

、
そ
し
て
第
四
に
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
政
治
家
・

外
交
官
で
も
あ
っ
た
カ
ル
ボ
の
フ
ラ
ン
ス
語
版
の
概
説
書
の
一
八
九
六
年
公
刊
の
第
五
版（

777
（

で
あ
る
。

　

比
較
の
結
果
を
簡
潔
に
纏
め
る
な
ら
ば
、
当
時
の
概
説
書
の
中
で
は
相
対
的
に
多
く
の
概
説
書
を
挙
げ
て
い
る
と
は
い
え
、
こ
こ
で

比
べ
た
他
の
文
献
と
比
べ
る
と
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
用
意
さ
れ
た
文
献
一
覧
は
そ
こ
ま
で
多
く
の
文
献
を
含
む
も
の
で
は
な
い
。
ウ
ー
ル

ジ
ー
に
つ
い
て
も
、
英
語
で
執
筆
さ
れ
た
概
説
書
は
多
く
列
挙
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
以
外
の
言
語
、
と
り
わ
け
フ
ラ
ン
ス
語
の

概
説
書
に
つ
い
て
は
殆
ど
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
注
目
さ
れ
る
の
は
ネ
イ
ス
の
概
説
書
で
あ
り
、
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
と
同
程
度
の
量
の

概
説
書
を
カ
バ
ー
す
る
だ
け
で
な
く
、
個
別
の
分
野
に
特
化
し
た
専
門
研
究
文
献
も
挙
げ
て
い
る
点
が
特
徴
的
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、

オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
自
身
が
ネ
イ
ス
の
概
説
書
の
該
当
部
分
の
参
照
を
勧
め
て
い
る
こ
と
か
ら
も
理
解
さ
れ
る
通
り
で
あ
る（

777
（

。
そ
し
て
、

対
照
群
の
中
で
は
、
カ
ル
ボ
の
概
説
書
が
、
特
に
ス
ペ
イ
ン
語
圏
の
概
説
書
に
つ
い
て
、
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
が
列
挙
し
て
い
な
い
も
の
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を
多
く
挙
げ
て
い
る
様
子
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
れ
ら
の
結
果
を
全
体
的
に
み
る
と
、
イ
タ
リ
ア
語
及
び
ス
ペ
イ
ン
語
で
執
筆
さ
れ
た
概
説
書
の
数
が
少
な
い
こ
と
が
判
明
す
る
た

め
、
同
時
代
の
よ
り
専
門
的
な
文
献
史
研
究
に
加
え
て
、
入
手
し
得
た
史
料
の
都
合
上
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
概
説
書
よ
り
も
少
し
後
に

刊
行
さ
れ
た
も
の
に
な
る
が
、
イ
タ
リ
ア
語
及
び
ス
ペ
イ
ン
語
の
概
説
書
を
参
照
す
る
こ
と
で
、
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
概
説
書
に
お
け

る
概
説
書
一
覧
と
の
比
較
を
試
み
て
み
た
い
。
同
時
代
の
文
献
史
研
究（

771
（

に
つ
い
て
は
、
ホ
ル
ツ
ェ
ン
ド
ル
フ
が
編
者
を
務
め
た
『
国
際

法
便
覧
』
所
収
の
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
大
学
に
お
け
る
ネ
イ
ス
の
前
任
者
で
あ
る
リ
ヴ
ィ
エ
（A

.�Rivier

）
に
よ
る
一
八
八
五
年
の
研
究（

771
（

を
、
イ
タ
リ
ア
語
の
概
説
書
に
つ
い
て
は
ロ
ー
マ
大
学
国
際
法
講
座
教
授
で
あ
っ
た
ア
ン
ツ
ィ
ロ
ッ
テ
ィ
が
一
九
一
二
年
に
公
刊
し
た

概
説
書
初
版（

777
（

を
、
そ
し
て
ス
ペ
イ
ン
語
の
概
説
書
に
つ
い
て
は
ブ
エ
ノ
ス
ア
イ
レ
ス
大
学
国
際
法
担
当
教
授
の
ア
ン
ト
コ
レ
ツ
（D

.�

A
ntokoletz

）
が
一
九
二
八
年
に
上
梓
し
た
概
説
書
第
二
版（

776
（

を
そ
れ
ぞ
れ
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。
こ
の
検
討
結
果
を
纏
め
る
な
ら

ば
、
リ
ヴ
ィ
エ
に
つ
い
て
は
、
英
国
の
ロ
リ
マ
ー
や
北
米
の
概
説
書
の
幾
つ
か
を
除
い
て
は
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
が
挙
げ
て
い
た
文
献
を

殆
ど
す
べ
て
網
羅
し
て
い
る
と
い
え
る
。
但
し
、
リ
ヴ
ィ
エ
の
作
成
し
た
一
覧
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
ド
イ
ツ
語
・
イ
タ
リ
ア
語
・
ス
ペ

イ
ン
語
の
概
説
書
の
幾
つ
か
に
つ
い
て
は
、
既
に
確
認
さ
れ
た
カ
ル
ボ
だ
け
で
な
く
、
ア
ン
ツ
ィ
ロ
ッ
テ
ィ
及
び
ア
ン
ト
コ
レ
ツ
の
概

説
書
に
お
い
て
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
用
意
し
た
概
説
書
一
覧
に
は
そ
れ
ら
が
含
ま
れ
て
い
な

い
点
は
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
、
同
時
代
の
視
点
か
ら
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
概
説
書
に
お
け
る
概
説
書
一
覧
を
眺
め
て
み
る
と
、
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
概
説
書

が
他
の
文
献
に
よ
っ
て
網
羅
さ
れ
て
い
な
い
も
の
ま
で
を
カ
バ
ー
し
て
い
る
様
子
が
確
認
さ
れ
る
と
同
時
に
、
イ
タ
リ
ア
語
・
ス
ペ
イ

ン
語
の
概
説
書
を
中
心
に
、
リ
ヴ
ィ
エ
に
よ
っ
て
言
及
さ
れ
且
つ
カ
ル
ボ
、
ア
ン
ツ
ィ
ロ
ッ
テ
ィ
、
そ
し
て
ア
ン
ト
コ
レ
ツ
に
よ
っ
て

も
紹
介
さ
れ
て
い
た
合
計
三
一
点
の
概
説
書
が
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
に
よ
っ
て
言
及
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
判
明
し
た（

7（7
（

。
こ
こ
で
比
較
対

象
と
し
た
同
時
代
の
文
献
中
で
言
及
の
あ
っ
た
概
説
書
で
、
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
概
説
書
に
お
け
る
一
覧
に
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
三
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表３：オッペンハイム概説書において言及されていない同時代の概説書の一覧 

・D.�Gardner,�Institutes of International Law, Public and Private, as Settled by the Supreme 
Court of the United States, and by Our Republic�(New�York:�Voorhies,�1860)

・E.�F.�Glenn,�Handbook of International Law�(St.�Paul,�Minnesota:�West�Publishing�Co.,�1895)
・A.�Quaritsch,�Compendium des europäischen Völkerrechts: Lehrbuch und Repetitorium,�

2.�Aufl.�(Berlin:�Puttkammer�und�Mühlbrecht,�1875)
・L.� von� Neumann,� Grundriss des heutigen europäischen Völkerrechts,� 3.� Aufl.� (Wien:�

Braumüller,� 1885):� idem� (traduit� par� A.� de� Riedmatten),� Éléments du droit des gens 
moderne européen�(Paris:�Rousseau,�1886)

・H.�Schulze,�Grundriss zu Vorlesungen über Völkerrecht�(Heidelberg:�Buchdruckerei�von�
J.�Hörning,�1880)

・J.� von� Pözl,� Grundriss der Vorlesungen über europäisches Völkerrecht� (München:�
Literarisch-Artist.�Anst.,�1852)

・P.�Resch,�Das europäisches Völkerrecht der Gegenwart�(Graz/Leipzig:�U.�Moser,�1885)
・A.�la�Guéronnière,�Le droit public et lʼEurope moderne�(Paris:�Hachette,�1876)
・L.�Renault,�Introduction à lʼétude du droit international (Paris:�L.�Larose,�1879)
・E.�R.�N.�Arntz,�Programme du cours de droit des gens fait à lʼUniversité de Bruxelles 

(Bruxelles:�Alliance�Typ.,�1882)
・T.�Mamiani, Dʼun nuovo diritto europeo�(Torino:�Marzorati,�1859)
・L.�Olivi,�Manuale di diritto internazionale pubblico e privato (Milano:� Società� editrice�

libraria,�1902)
・P.� Lopez� Sanchez,� Elementos de derecho internacional público, precedidos de una 

introduccion á su estudio bajo los dos aspectos de su desarrollo histórico ó positivo y de su 
teoría,�2�vols.�(Madrid:�Revista�de�Legislacion,�1876-1877)

・A.�Aspiazu,�Dogmas del derecho internacional�(Nueva�York:�Hallet�and�Breen,�1872)
・C.�Arenal�de�Garcia�Carrasco,�Ensayo sobre el derecho de gentes� (Madrid:�Revista�de�

legislación,�1879)
・M.� de� Olivart� (arreglada� por� A.� Retortillo� y� Tornos),� Tratado elemental de derecho 

internacional público,�2a�ed.�(Madrid:�Los�hijos�de�R.�Álvarez,�1900)
・A.�Romanos,�Elementos de derecho internacional público�(Zaragoza:�Salas,�1904)
・R.�Ferreira,�Lecciones de derecho internacional�(Paranà:�Imprenta�Nacional,�1861)
・C.� Calvo,� Manuel de droit international public et privé conforme au programme des 

facultés de droit,�3.�éd.�(Paris:�Rousseau,�1892)
・A.�Alcorta,�Tratado de derecho internacional�(Buenos�Aires:�Biedma,�1878)
・O.�Rodriguez�Saráchaga,�El derecho internacional público según el programa vigente en 

la Universidad de Buenos Aires (Buenos�Aires:�La�Anticuaria,�1900)
・M.� M.� Madiedo,� Tratado de derecho de jentes, internacional, diplomático i consular: 

Redactado en conformidad con los principios i prácticas modernas en Europa i América�
(Bogotá:�Tip.�Ponton,�1874)

・A.�Tremosa�y�Nadal, Nociones de derecho internacional�(La�Habana:�La�Australia,�1896)
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一
冊
を
挙
げ
る
と
、「
表
３
」
の
よ
う
に
纏
め
ら
れ
る
。

　

以
上
の
検
討
結
果
に
基
づ
い
て
、
本
稿
の
本
来
の
問
題
関
心
に
立
ち
戻
る
な
ら
ば
、

オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
理
論
の
特
異
性
を
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
概
説
書
で
言
及
さ
れ
て
い

る
文
献
の
み
と
比
較
し
て
論
じ
る
こ
と
は
、
同
時
代
に
多
く
の
文
献
で
共
有
さ
れ
て
い

た
（
少
な
く
と
も
「
表
３
」
で
示
し
た
）
三
一
冊
を
見
落
と
す
危
険
性
を
有
す
る
も
の

で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
文
献
を
可
能
な
限
り
参
照
す
る
こ
と
は
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
理
論

構
想
の
独
創
性
の
評
価
に
お
い
て
欠
か
せ
な
い
作
業
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
但
し
、
こ

れ
ら
三
一
冊
を
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
が
実
際
に
参
照
し
得
た
の
か
と
い
う
点
は
明
白
で
は

な
く
、
ま
た
こ
の
中
で
実
際
ど
の
程
度
の
概
説
書
が
、
国
際
法
の
拘
束
力
の
根
拠
論
や

法
源
論
に
つ
い
て
独
自
の
見
解
を
呈
し
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
も
同
様
に
問
わ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
と
い
え
る（

7（（
（

。

　

繰
り
返
し
に
は
な
る
が
、
以
上
で
確
認
し
て
き
た
事
柄
は
、
史
料
の
制
約
と
い
う
限

ら
れ
た
状
況
の
中
で
、
本
稿
が
主
た
る
検
討
の
対
象
と
す
る
「
実
証
主
義
国
際
法
学
の

確
立
過
程
」
に
お
け
る
国
際
法
研
究
の
状
況
を
、
と
り
わ
け
概
説
書
に
着
目
す
る
こ
と

で
得
ら
れ
た
素
描
に
過
ぎ
な
い
点
に
は
注
意
を
要
す
る
。
限
ら
れ
た
史
料
に
よ
っ
て
、

そ
こ
か
ら
何
ら
か
の
確
定
的
な
結
論
を
導
く
こ
と
は
で
き
ず
、
こ
こ
で
試
み
ら
れ
た
の

は
概
説
書
の
出
版
状
況
に
つ
い
て
の
一
般
的
な
「
傾
向
」
の
確
認
に
過
ぎ
な
い（

7（7
（

。
尤
も
、

本
稿
第
二
部
に
お
い
て
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
様
々
な
国
際
法
理
論
構
想
を
共
時
的
視
点

に
よ
っ
て
比
較
検
討
し
、
そ
の
特
異
性
の
有
無
を
解
明
す
る
際
に
は
、
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ

・F.�Diez�de�Medina,�Nociones de derecho internacional moderno,�2a�ed.�(Lima:�Universo,�1874)
・R.�F.�Seijas,�El derecho internacional hispano-americano,�6�vols.� (Caracas:�El�Monitor,�

1884-1885)
・A�de�R.�Gama�Lobo,�Principios de direito internacional�(Lisboa:�Imprensa�Nacional,�1865)
・L.�R.�Pereira,�Principios de direito internacional,�2�vols.�(Rio�de�Janeiro:�Jacintho�Ribeiro�

dos�Santos,�1902-1903)
・A.�F.�Gola,�Corso di diritto internazionale pubblico, privato e marittimo�(Parme:�P.�Grazioli,�

1866)
・G.�Pérez�Gomar,�Curso elemental de derecho de gentes,�2�vols.� (Montevideo:� Imprenta�

tipográfia�á�vapor,�1864/1866)
・N.�I.�Saripolos,�Ta tōn ethnōn en eirēnēi kai en polemōi nomima�(Athēnēsi:�Tupois�P.�A.�

Sakellario,�1860)
・M.�N.�Kapustin,�Mezhdunarodnoe pravo: Konspekt lektsii�(Jaroslavl:�s.�n.,�1873)�
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ム
自
身
が
概
説
書
に
掲
げ
て
い
た
概
説
書
だ
け
で
な
く
、
同
時
代
人
が
共
通
し
て
参
照
し
て
い
た
他
の
文
献
を
も
可
能
な
限
り
検
討
対

象
に
入
れ
る
こ
と
で
、
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
が
そ
れ
ら
を
実
際
に
参
照
し
得
た
か
否
か
と
い
う
証
明
し
難
い
事
実
と
は
独
立
す
る
形
で
、

彼
の
理
論
構
想
の
特
異
性
を
考
察
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
こ
の
よ
う
な
限
ら
れ
た
意
味
に
お
い
て
の
み
、
本
章
で
の
検
討
結
果
は

意
味
を
有
す
る
も
の
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

第
一
部
の
ま
と
め

　

以
上
、
第
一
部
に
お
い
て
は
、
国
際
法
の
拘
束
力
の
根
拠
を
国
家
の
合
意
に
求
め
る
合
意
主
義
理
論
が
「
公
理
」
と
し
て
認
識
さ
れ

る
に
至
る
過
程
を
解
明
す
る
た
め
の
予
備
的
考
察
を
試
み
た
。
具
体
的
に
は
、
ま
ず
、
第
一
章
に
お
い
て
、
実
定
国
際
法
上
の
合
意
主

義
を
確
立
し
た
と
評
価
さ
れ
て
き
た
条
約
法
条
約
の
起
草
過
程
、と
り
わ
け
同
条
約
の
起
草
を
担
っ
たILC

に
お
け
る
議
論
を
検
討
す

る
こ
と
で
、
同
段
階
に
お
い
て
、
合
意
主
義
の
基
礎
づ
け
が
一
様
で
は
な
か
っ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
条
約
の
拘
束
的
性
質
は
国
家
の
合

意
に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
認
識
が
既
に
公
理
と
し
て
認
識
さ
れ
、
共
有
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
は
、

一
九
三
五
年
に
私
撰
の
条
約
法
草
案
と
し
て
公
表
さ
れ
た
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
草
案
に
お
い
て
も
同
様
に
確
認
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、

一
九
三
〇
年
代
の
学
説
状
況
を
概
観
す
る
と
、
当
時
は
依
然
と
し
て
国
際
法
の
拘
束
力
の
根
拠
を
国
家
の
合
意
以
外
に
基
礎
づ
け
る
議

論
が
提
唱
さ
れ
て
お
り
、
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
草
案
及
び
条
約
法
条
約
に
お
い
て
見
ら
れ
た
よ
う
な
形
で
、
合
意
主
義
が
公
理
と
し
て
認
識

さ
れ
、
共
有
さ
れ
て
い
た
と
は
評
価
し
難
い
状
況
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
（
第
一
節
）。
そ
れ
故
に
、
合
意
主
義
の
公
理
化

の
過
程
を
考
察
す
る
た
め
に
は
、
少
な
く
と
も
一
九
三
〇
年
代
の
議
論
ま
で
を
対
象
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
、

本
稿
第
三
部
に
お
け
る
議
論
の
射
程
に
関
す
る
一
応
の
視
座
が
獲
得
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
実
証
主
義
国
際
法
学
の
展
開
過
程
の
再
検
討
を
試
み
る
近
年
の
研
究
に
お
い
て
も
、
こ
の
種
の
研
究
が
常
に
そ
う
で
あ
っ
た

よ
う
に
ド
イ
ツ
語
圏
以
外
の
同
時
代
の
議
論
と
の
関
係
が
等
閑
視
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
先
行
研
究
に
お
け
る
共
時
的
視
点
の
欠
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落
に
よ
っ
て
、オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
共
通
の
同
意
理
論
が
か
か
る
過
程
に
お
い
て
十
分
な
形
で
検
討
さ
れ
、位
置
づ
け
ら
れ
て
こ
な
か
っ

た
と
い
う
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
（
第
二
節
）。
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
国
際
法
論
を
合
意
主
義
の
公
理
化
の
過
程
に
位
置
づ
け
る
に
際
し
て

は
、
と
り
わ
け
彼
が
提
示
し
た
共
通
の
同
意
理
論
に
関
す
る
正
確
な
理
解
が
必
要
と
な
る
と
い
う
こ
と
が
、
こ
の
文
脈
で
彼
の
共
通
の

同
意
理
論
に
言
及
し
て
い
る
幾
つ
か
の
先
行
研
究
の
議
論
か
ら
明
ら
か
と
な
っ
た
た
め
、
本
稿
は
第
二
部
に
お
い
て
、
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ

ム
の
国
際
法
論
を
詳
細
に
検
討
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

そ
の
前
提
的
考
察
と
し
て
、
第
二
章
に
お
い
て
は
、
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
生
涯
及
び
業
績
を
概
観
す
る
こ
と
で
、
従
来
の
研
究
に
お

い
て
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
が
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
て
き
た
の
か
と
い
う
点
が
確
認
さ
れ
た
。
こ
こ
で
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
生
涯
に
着
目

し
た
の
は
、
彼
が
ド
イ
ツ
で
法
学
を
学
修
し
た
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
経
験
が
彼
の
英
国
に
お
け
る
国
際
法
研
究
に
対
し
て
及
ぼ

し
た
影
響
の
有
無
を
後
で
考
察
す
る
た
め
で
あ
る
。
実
際
に
、
従
来
の
国
際
法
学
に
お
け
る
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
に
対
す
る
評
価
は
、
か

か
る
影
響
を
十
分
に
認
め
、
強
調
し
て
き
た
と
い
え
る
。
ま
た
、
先
行
研
究
は
彼
の
著
作
に
お
け
る
実
証
主
義
的
方
法
論
に
着
目
し
て

き
た
が
、
実
証
主
義
そ
れ
自
体
の
再
検
討
を
試
み
る
近
年
の
諸
研
究
に
よ
っ
て
、
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
実
証
主
義
的
方
法
論
に
つ
い
て

は
新
た
な
理
解
が
提
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
こ
と
も
明
ら
か
と
な
っ
た
。
但
し
、
こ
れ
ら
の
点
が
従
来
の
研
究
に
お
い
て
十
分

に
実
証
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
く
、
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
に
お
け
る
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
評
価
が
本
稿
に
お
け
る
考
察
を
通
じ
て
ど

の
程
度
見
直
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
本
稿
の
結
論
に
お
い
て
纏
め
て
提
示
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

　

さ
ら
に
、
第
三
章
に
お
い
て
は
、
第
二
部
で
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
国
際
法
理
論
構
想
の
独
自
性
を
評
価
す
る
前
提
と
し
て
、
オ
ッ
ペ

ン
ハ
イ
ム
が
当
時
の
国
際
法
研
究
状
況
を
ど
の
程
度
把
握
し
て
い
た
の
か
と
い
う
点

―
換
言
す
る
な
ら
ば
本
稿
が
導
入
を
試
み
る

共
時
的
視
点
の
外
延

―
の
解
明
が
試
み
ら
れ
た
。
と
り
わ
け
「
一
九
世
紀
」
に
な
る
と
、
そ
の
担
い
手
の
増
大
に
伴
い
国
際
法
研
究

の
量
は
膨
大
な
も
の
と
な
り
、
あ
る
論
者
の
理
論
構
想
が
特
異
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
に
必
要
な
作
業
と
な
る
と
こ
ろ
の
そ
の

背
景
の
一
般
的
描
写
が
非
常
に
困
難
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
す
べ
て
を
網
羅
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
っ
た
と
し
て
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も
、
可
能
な
限
り
当
時
の
国
際
法
研
究
状
況
の
様
子
を
総
体
と
し
て
把
握
し
、
提
示
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
、
本
稿
の
よ
う
な
研

究
は
史
料
の
選
択
性
と
い
う
批
判
を
免
れ
得
な
い
。
そ
の
た
め
、
先
行
研
究
を
手
掛
か
り
と
し
て
、
あ
る
時
期
に
お
け
る
国
際
法
研
究

状
況
の
素
描
の
た
め
に
必
要
な
指
標
を
析
出
し
た
上
で
、
当
時
の
共
有
知
が
反
映
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
そ
の
著
者
の
国
際
法
構
想
が
顕

著
に
表
れ
る
著
作
と
し
て
の
概
説
書
に
着
目
す
る
こ
と
で
、
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
共
通
の
同
意
理
論
の
独
自
性
を
評
価
す
る
上
で
の
参

照
項
た
る
共
時
的
視
点
の
可
視
化
を
試
み
た
。
具
体
的
に
は
、
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
が
一
九
〇
五
年
の
概
説
書
初
版
第
一
巻
に
掲
げ
た
同

時
代
の
主
要
な
概
説
書
の
一
覧
に
着
目
し
、
そ
れ
が
ど
の
程
度
当
時
の
共
有
知
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
点
を
解
明
す

る
こ
と
で
、
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
理
論
構
想
を
評
価
す
る
に
際
し
て
参
照
さ
れ
る
べ
き
史
料
群
の
提
示
を
試
み
た
。
そ
の
結
果
、
オ
ッ

ペ
ン
ハ
イ
ム
の
概
説
書
に
お
い
て
言
及
の
な
い
三
一
冊
の
概
説
書
が
同
定
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
性
質
・
特
徴
を
考
慮
し
た
上
で
、
オ
ッ
ペ

ン
ハ
イ
ム
の
理
論
構
想
の
独
自
性
を
考
察
す
る
際
に
適
宜
参
照
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
結
論
が
導
か
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

以
上
で
確
認
さ
れ
た
事
柄
を
も
と
に
、
第
二
部
で
は
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
共
通
の
同
意
理
論
の
独
自
性
に
つ
い
て
、
共
時
的
視
点
か

ら
の
検
討
を
行
う
こ
と
と
し
た
い
。

（
（16
）　

博
士
学
位
請
求
論
文
の
表
題
は
次
の
通
り
で
あ
っ
た
。D

ie N
otw

endigkeit der Protestirung eines nicht honorirten W
echsels zur 

W
ahrung des R

egresses im
 Fall der Identiät des Inhabers und T

rassaten oder D
om

iziliaten.

（
（17
）　Schm

oeckel,�supra�note�(63),�pp.60-61.

（
（1（
）　Ibid.,�p.61.

（
（17
）　Ibid.,�pp.62-63.�

当
時
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
の
状
況
に
つ
い
て
は
例
え
ば
次
の
文
献
を
参
照
せ
よ
。
上
山
安
敏
「
反
ユ
ダ
ヤ
主
義

の
社
会
学

―
ド
イ
ツ
第
二
帝
政
期
の
社
会
分
析
」『
法
学
論
叢
』（
京
都
大
学
）第
九
〇
巻
一
・
二
・
三
号（
一
九
七
一
年
）五
一－

九
八
頁
。See�
also,�R.�Y

.�Paz,�A
�G

atew
ay betw

een a D
istant G

od and a Cruel W
orld: T

he Contribution of Jew
ish G

erm
an-Speaking Scholars 

to International Law
�(Leiden:�M

artinus�N
ijhoff,�2013),�pp.93-95:�S.�W

einberg,�„V
ielfalt�bringt�Leben,�Einheit�aber�T

od:�D
ie�

Gem
einschaftskonzeption�des�V

ölkerrechtlers�Lassa�O
ppenheim

“,�H
istorische Zeitschrift,�Bd.302�(2016),�S.81,�A

nm
.10.
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（
（17
）　L. O

ppenheim
,�R

echtsbeugungsverbrechen (

§§ 336, 343, 344) des D
eutschen R

eichsstrafgesetzbuches: M
it einer E

inleitung 
über das W

esen der A
m

tsverbrechen�(Leipzig:�D
uncker�&

�H
um

blot,�1886).
（
（17
）　D

ers,�D
as�ärztliche R

echt zu körperlichen E
ingriffen an K

ranken und G
esunden�(Basel:�Benno�Schw

abe,�1892).
（
（17
）　E.�A

.�W
hittuck,�

“Professor�O
ppenheim

”,�British Y
earbook of International Law

,�vol.1�(1920-1921),�pp.4-5.
（
（11
）　L.�O

ppenheim
,�D

ie N
ebenklage des D

eutschen Strafprozesse: E
ine Studie�(Breslau:�W

ilhelm
�K

oebner,�1889):�D
ers,�„Zur�Lehre�

von�der�U
ntersuchungshaft

“,�Blättern für G
efängnisskunde,�Bd.X

X
V

�(1889),�S.1-20:�D
ers,�D

ie O
bjekte der V

erbrechens�(Basel:�
Benno�Schw

abe,�1894):�D
ers,�G

erechtigkeit und G
esetz�(Basel:�Benno�Schw

abe,�1895).

（
（11
）　M

.�K
ingreen,�Jüdisches Landleben in W

indecken, O
stheim

 und H
eldenbergen�(H

anau:�CoCon,�1994),�S.114:�W
hittuck,�supra�

note�(175),�p.5.

（
（17
）　Schm

oeckel,�supra�note�(63),�p.64.

（
（16
）　

彼
が
国
際
法
学
を
選
択
し
た
理
由
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
人
間
の
行
動
か
ら
法
を
帰
納
し
よ
う
と
す
る
刑
事
法
学
と
国
際
法
学
と
の
方
法
論
の

類
似
性
を
指
摘
す
る
者
も
い
る
。Ibid.,�p.65.

（
（77
）　L.�O

ppenheim
,�D

as G
ew

issen�(Basel:�Benno�Schw
abe,�1898):�D

ers,�„D
ie�öffentliche�M

einung�und�die�Rechtsprechung

“,�
D

eutsche R
evue,�Bd.23�(1898),�S.328-339.

（
（7（
）　J.�L.�Brierly�(rev.�by�N

.�W
ells),�

“Oppenheim
,�Lassa�Francis�Law

rence�(1858-1919)

”;�in�H
.�C.�G.�M

atthew
/B.�H

arrison�(eds.),�
O

xford D
ictionary of N

ational Biography,�vol.41�(O
xford:�O

xford�U
niversity�Press,�2004),�p.899.�

な
お
、彼
が
同
学
院
の
講
師
と
な
っ

た
の
は
一
九
〇
五
年
で
あ
る
と
い
う
説（A

.�Zim
m

erm
ann,�„O

ppenheim
,�Lassa

“;�in�H
istorischen�K

om
m

ission�bei�der�Bayerischen�
A

kadem
ie�der�W

issenschaften�(hrsg.),�N
eue D

eutsche Biographie,�Bd.19�(Berlin:�D
uncker�&

�H
um

blot,�1998),�S.566.

）や
、
既
に
一

八
九
五
年
に
は
夜
間
部
の
講
師
と
な
っ
て
い
た
と
い
う
説（A

nonym
ous,�

“A�Great�Jurist:�D
eath�of�Professor�O

ppenheim

”,�T
he T

im
es�

(9�O
ctober�1919),�p.13.

）も
あ
る
。

（
（77
）　L.�O
ppenheim

,�

“England�and�the�T
ransvaal�State�Property

”,�T
he T

im
es�(24�N

ovem
ber�1900),�p.18.

（
（77
）　

“Naturalization�Certificate:�Lassa�Francis�Law
rence�O

ppenheim
.�From

�Germ
any.�Resident�in�London

”,�Certificate�A
11799�

issued�31�D
ecem

ber�1900;�in�T
he�N

ational�A
rchives,�H

O
334/31/11799.

（
（77
）　R.�H

iggins,�

“The�Reform
ation�of�International�Law

”;�in�R.�Raw
lings�(ed.),�Law

, Society and E
conom

y: Centenary E
ssays for 

the London School of E
conom

ics and Political Science 1895-1995�(O
xford:�Clarendon�Press,�1997),�p.208.

（
（77
）　O

ppenheim
,�International Law

,�1st�ed.,�vol.1,�supra�note�(61).

岡　法（71―２） 142

三
八



（
（71
）　Idem

, International Law
,�1st�ed.,�vol.2,�supra�note�(61).

（
（71
）　D

ers,�„Zur�Lehre�von�den�territorialen�M
eerbusen

“,�Zeitschrift für V
ölkerrecht,�Bd.1�(1906),�S.579-587:�D

ers,�„D
er�T

unnel�
unter�dem

�Ä
rm

elkanal�und�das�V
ölkerrecht

“,�Zeitschrift für V
ölkerrecht,�Bd.2�(1907),�S.1-16:�Idem

,�

“A�Germ
an�System

�of�
Legal�and�Econom

ic�Philosophy

”,�Journal of the Society of Com
parative Legislation,�vol.8�(1907),�pp.124-128.

（
（77
）　D

ers,�„Review
�of�Jethro�Brow

n,�T
he�A

ustinian�T
heory�of�Law

“,�A
rchiv für R

echts- und W
irtschaftsphilosophie,�Bd.1�(1907),�

S.167.

（
（76
）　

一
八
六
七
年
に
創
設
さ
れ
た
教
授
職
で
、
大
学
に
お
け
る
国
際
法
講
座
と
し
て
の
一
八
五
九
年
の
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
に
お
け
る
国
際
法
講

座
教
授
（Chichele�Chair

）
に
次
い
で
二
番
目
の
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
次
章
第
一
節
に
お
け
る
記
述
も
見
よ
。

（
（67
）　J.�W

estlake,�
“Review

�on�O
ppenheim

,�International�Law
,�vol.I

”,�Law
 Q

uarterly R
eview

,�vol.21�(1905),�pp.432-434.

（
（6（
）　W

hittuck,�supra�note�(175),�p.6.�

ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
国
際
法
講
座
教
授
の
選
定
人
は
副
学
長
、
ト
リ
ニ
テ
ィ
・
カ
レ
ッ

ジ
長（
決
定
票
を
有
す
る
）、
ロ
ー
マ
法
欽
定
講
座
教
授
、
道
徳
哲
学
教
授
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
学
教
授
及
び
政
治
経
済
学
教
授
が
務
め
る
も
の
で
あ

る
。U

niversity�of�Cam
bridge, T

he Cam
bridge U

niversity Calendar for the Y
ear 1908-1909�(Cam

bridge:�T
he�U

niversity�
Press,�1908),�p.663.

（
（67
）　

国
際
法
講
座
教
授
就
任
と
同
時
に
、
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
は
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
か
ら
名
誉
修
士
号（
学
術
）を
授
与
さ
れ
て
い
る
。Idem

, T
he 

Cam
bridge U

niversity Calendar for the Y
ear 1909-1910�(Cam

bridge:�T
he�U

niversity�Press,�1909),�p.652.�

ま
た
、
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ

ム
は
同
年
に
万
国
国
際
法
学
会
の
準
会
員
に
、
そ
し
て
一
九
一
一
年
に
は
正
会
員
に
選
任
さ
れ
て
い
る
。

（
（67
）　L.�O

ppenheim
,�International Incidents for D

iscussion in Conversation Classes�(Cam
bridge:�T

he�U
niversity�Press,�1909)�

［hereinafter�referred�to�as�International Incidents
］.�

な
お
、
本
書
の
作
成
及
び
改
訂
の
た
め
に
用
意
さ
れ
た
ノ
ー
ト
に
は
、
同
書
で
引
用
さ

れ
て
い
る
事
例
に
関
す
る
新
聞
記
事
の
切
り
抜
き
が
貼
り
付
け
ら
れ
て
お
り
、
彼
の
準
備
の
入
念
さ
が
確
認
で
き
る
。Idem

,�

“Manuscript�
of�

International�Incidents�(1909)

”�［3/1

］�et�

“Materials�for�Contem
plated�N

ew
�Editions�of�International�Incidents

”�［3/2

］,�T
rinity/

A
dd�m

s.a.338,�Box�2/2�(W
ren�Library,�Cam

bridge�U
niversity).

（
（67
）　Idem

, International Law
:�A

 T
reatise,�vol.1:�Peace,�2nd�ed.�(London/N

ew
�Y

ork/Bom
bay/Calcutta:�Longm

ans,�Green�and�Co.,�
1912)�

［hereinafter�referred�to�as�International Law
,�2nd�ed.,�vol.1

］:�Idem
, International Law

: A
 T

reatise,�vol.2:�W
ar�and�

N
eutrality,�2nd�ed.�(London/N

ew
�Y

ork/Bom
bay/Calcutta:�Longm

ans,�Green�and�Co.,�1912).

（
（67
）　A

nonym
ous,�

“Professor�O
ppenheim

”,�Journal of Com
parative Legislation and International Law

,�ser.3,�vol.II�(1919),�p.159.�

ま

た
、
彼
は
一
九
一
二
年
に
マ
ド
リ
ー
ド
の
王
立
法
学
協
会（Real�A

cadem
ia�Jurisprudencia

）の
名
誉
会
員
に
就
任
し
て
い
る
。
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（
（61
）　See,�K

.�Jones,�

“Making�Foreign�Policy�by�Justice:�Legal�A
dvisors�to�the�Foreign�O

ffice,�1876-1953

”;�in�R.�M
cCorquodale/

J.–P.�Gauci�(eds.),�British Influences on International Law
, 1915-2015�(Leiden/Boston:�Brill,�2016),�p.38.

（
（61
）　L.�O

ppenheim
,�T

he Interpretation of A
rt.23 (h) of the H

ague Convention of 1907 concerning the Law
s and Custom

s of W
ar 

and Land�(Privately�Printed,�1911);�in�A
rchives�Special�E(I)/655�(T

he�British�Library�of�Political�and�Econom
ic�Science,�

London�School�of�Econom
ics�and�Political�Science).�

こ
れ
は
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
発
英
国
外
務
次
官
宛
の
書
簡（
一
九
一
一
年
二
月
二
八
日
付
）

と
キ
ャ
ン
ベ
ル（F.�A

.�Cam
pbell

）英
国
外
務
次
官
に
よ
る
返
答
書
簡（
同
年
三
月
二
七
日
付
）か
ら
構
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ

ム
に
よ
る
書
簡
の
執
筆
が
外
交
当
局
の
要
請
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
点
は
同
書
簡
か
ら
は
明
ら
か
で
は
な
い
。

（
（67
）　C.�J.�E.�Edm

onds/L.�O
ppenheim

,�Land W
arfare: A

n E
xposition of the Law

s and U
sages of W

ar on Land for the G
uidance of 

O
fficers of H

is M
ajestyʼs A

rm
y�(London:�H

is�M
ajestyʼs�Stationery�O

ffice,�1912).

（
（66
）　L.�O

ppenheim
,�T

he Panam
a Canal Conflict betw

een G
reat Britain and the U

nited States of A
m

erica: A
 Study�(Cam

bridge:�
T

he�U
niversity�Press,�1913).

（
777
）　Idem

,�

“The�Science�of�International�Law
:�Its�T

ask�and�M
ethod

”,�A
m

erican Journal of International Law
,�vol.2�(1908),�

pp.313-356.

（
77（
）　D

ers,�„D
ie�Zukunft�des�V

ölkerrechts

“;�in�Festschrift für K
arl Binding zum

 4. Juni 1911,�Bd.1�(Leipzig:�W
ilhelm

�
Engelm

ann,�1911),�S.140-201.�

な
お
、こ
の
論
文
は
英
語
及
び
日
本
語
に
も
翻
訳
さ
れ
て
い
る
。Idem

�(trans.�by�J.�P.�Bate),�T
he Future of 

International Law
�(O

xford:�Clarendon�Press,�1921)

：
蠟
山
政
道（
訳
）「
雑
録
：
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム『
国
際
法
の
将
来
』（
一
）・（
二
）・（
三
）・

（
四
）」『
国
際
法
外
交
雑
誌
』
第
二
〇
巻（
一
九
二
一
年
）七
四
七－

七
五
六
、
八
五
七－

八
七
〇
、
一
〇
六
八－

一
〇
七
六
頁
／
第
二
一
巻（
一
九
二

二
年
）一
二
二－

一
二
八
頁
：
岩
田
喜
三
郎（
訳
）「
雑
録
：
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
『
国
際
法
の
将
来
』」『
国
際
法
外
交
雑
誌
』
第
二
二
巻（
一
九
二
三
年
）

七
五
五－

七
七
一
、
一
〇
七
二－

一
〇
八
四
頁
。

（
777
）　L.�O

ppenheim
,�

“The�M
eaning�of�Coasting�T

rade�in�Com
m

ercial�T
reaties

”,�Law
 Q

uarterly R
eview

,�vol.24�(1908),�pp.328-334:�
Idem

,�

“Enem
y�Charter�after�the�D

eclaration�of�London
”,�Law

 Q
uarterly R

eview
,�vol.25�(1909),�pp.372-384:�Idem

,�

“The�
D

eclaration�of�London

”,�Q
uarterly R

eview
,�no.421�(6�O

ctober�1909),�pp.464-485:�D
ers,�„D

ie�Fischerei�in�der�M
oray�Firth

“,�
Zeitschrift für V

ölkerrecht und Bundesstaatsrecht,�Bd.5�(1911),�S.74-95:�Idem
,�

“La�m
er�territoire

”,�A
nnuaire de lʼInstitut de 

D
roit International,�t.26�(1913),�pp.403-412:�D

ers,�„D
as�Jahrbuch�des�V

ölkerrechts

“,�Zeitschrift für V
ölkerrecht,�Bd.8�(1914),�

S.95-100:�D
ers,�„D

ie�Stellung�der�feindlichen�K
auffahrteischiffe�im

�Seekrieg

“,�Zeitschrift für V
ölkerrecht,�Bd.8�(1914),�S.154-169.

（
777
）　Idem

,�

“Review
�of�Jam

es�Brow
n�Scott,�T

he�H
ague�Peace�Conference�of�1899�and�1907,�Baltim

ore�1909

”,�A
m

erican Journal 
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of International Law
,�vol.3�(1909),�pp.1054-1056:�Idem

,�

“Review
�of�P.�Cobbett,�Cases�and�O

pinions�on�International�Law
,�part�I,�

3rd�ed.,�London,�1910

”,�Cam
bridge R

eview
�(3�February�1910),�pp.241-242:�Idem

,�

“Review
s�of�T

.�J.�Law
rence,�T

he�Principles�of�
International�Law

,�4th�ed.,�1910:�A
.�P.�H

iggins,�T
he�Binding�Force�of�International�Law

,�Cam
bridge,�1910:�G.�Graften,�

International�Law
,�London,�1910

”,�Cam
bridge R

eview
�(1�D

ecem
ber�1910),�p.31:�D

ers,�„Collected�Review
s�of�W

.�W
.�W

illoughby,�
T

he�Constitutional�Law
�of�the�U

nited�States,�N
ew

�Y
ork,�1910:�W

.�F.�D
odd,�T

he�Revision�and�A
m

endm
ent�of�State�

Constitutions,�Baltim
ore,�1910:�F.�W

.�H
acket,�Rem

iniscences�of�the�Geneva�T
ribunal,�Boston/N

ew
�Y

ork,�1911:�P.�Fiore,�Le�
droit�international�codifié�et�sa�sanction�juridique,�Paris,�1911:�A

.�M
andelstam

,�La�justice�O
ttom

an�dans�ses�rapports�avec�les�
puissances�étrangères,�Paris,�1911:�Ch.�D

upuis,�Le�droit�de�la�guerre�m
aritim

e�dʼaprès�les�conferences�de�la�H
aye�et�de�

Londres,�Paris,�1911:�T
he�Encyclopedia�Britannica,�London,�1910/1911

“,�Zeitschrift für V
ölkerrecht und Bundesstaatsrecht,�Bd.5�

(1911),�S.436-439:�D
ers,�„Collected�Review

s�of�H
.�H

azeltine,�T
he�Law

�of�the�A
ir,�London,�1911:�E.�S.�Roscoe,�T

he�Grow
th�of�

English�Law
,�London,�1911:�N

.�Bentw
ich,�T

he�Law
�of�D

om
icile�in�Its�Relation�to�Succession�and�the�D

octrine�of�Renvoi,�
London,�1913:�P.�S.�Reinsh,�Public�International�U

nions,�London,�1911:�Judicial�Settlem
ent�of�International�D

isputes,�Baltim
ore,�

1911

“,�Zeitschrift für V
ölkerrecht und Bundesstaatsrecht,�Bd.6�(1912),�S.198-199:�D

ers,�„Collected�Review
s�of�M

.�N
.�T

od,�
International�A

rbitrations�am
ongst�the�Greeks,�O

xford,�1913:�Judicial�Settlem
ent�of�International�D

isputes,�Baltim
ore,�1913:�E.�

Loreburn,�Capture�at�Sea,�London,�1913,�A
nnuaire�de�la�vie�international�1910-1911:�C.�Philippson,�T

he�International�Law
�and�

Custom
�of�A

ncient�Greece�and�Rom
e,�London,�1911:�F.�A

.�O
gg,�T

he�Governm
ents�of�Europe,�N

ew
�Y

ork,�1913:�A
.�S.�H

ershey,�
T

he�Essentials�of�International�Public�Law
,�N

ew
�Y

ork,�1913:�Sir�H
.�E.�Richards,�Sovereignty�over�the�A

ir,�O
xford,�1913:�C.�J.�

B.�H
urst/F.�E.�Bray,�Russian�and�Japanese�Prize�Cases,�London,�1913:�T

he�Classics�of�International�Law
:�B.�A

yala,�D
e�jure�et�

officiis�bellicis�et�disciplina�m
ilitari,�W

ashington,�1913:�N
.�Bentw

ich,�Studentʼs�Leading�Cases�and�Statutes�on�International�
Law

,�London,�1913

“,�Zeitschrift für V
ölkerrecht und Bundesstaatsrecht,�Bd.7�(1913),�S.107-112:�D

ers,�„Review
�of�R.�D

edrieux,�
D

er�Suezkanal�im
�internationalen�Rechte�unter�Berücksichtigung�seiner�V

orgeschichte,�T
übingen,�1913

“,�W
eltw

irtschaftliches 
A

rchiv,�Bd.1�(1913),�S.246-247:�Idem
,�

“Review
�of�P.�Cobbett,�Cases�and�O

pinions�on�International�Law
,�vol.III,�London,�1913

”,�
Cam

bridge R
eview

�(23�O
ctober�1913),�p.47:�D

ers,�„Collected�Review
s�of�J.�W

estlake,�International�Law
,�Cam

bridge,�1913:�
H

earnshaw
,�K

ings�College�Lectures�on�Colonial�Problem
s,�London,�1913:�G.�Cleveland,�T

he�V
enezuelan�Boundary�Q

uestion,�
Princeton,�1913:�Le�Palais�de�la�Paix,�M

ém
oire�publié�par�la�rédaction�de�ʻV

rede�door�Rechtʼ,�La�H
aye,�1913,�pp.321-323:�H

.�
K

raus,�D
ie�M

onroedoktrin,�Berlin,�1913:�T
.�N

iem
eyer,�U

rkundenbuch�zum
�Seekriegsrecht,�Berlin,�1913

“,�Zeitschrift für 
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V
ölkerrecht,�

Bd.8�(1914),�
S.109-111:�

D
ers,�„Review

�of�
K

.�Strupp,�V
ölkerrechtliche�

Fälle,�
H

eft�II:�
U

nter�besonderer�
Berücksichtigung�der�A

nglo-am
erikanischen�Staatenpraxis�zum

�Gebrauch�bei�V
orlesungen�und�in�Sem

inarien,�Gotha,�1914

“,�
W

eltw
irtschaftliches A

rchiv,�Bd.4�(1914),�S.275.
（
777
）　

こ
の
時
期
に
は
、
ウ
ェ
ス
ト
レ
イ
ク
の
追
悼
記
事
や
彼
の
著
作
集
の
編
集
作
業
、
そ
し
て
自
身
に
師
事
し
た
学
生
が
上
梓
し
た
書
籍
へ
の
序
文
の

寄
稿
等
の
執
筆
活
動
が
確
認
さ
れ
る
。Idem

,�

“Opinion�on�the�A
m

erican�Institute�of�International�Law

”,�R
evue générale de droit 

international public,�t.20�(1913),�pp.108-111:�Idem
,�

“Introduction

”;�in�N
.�Bentw

ich,�Studentʼs Leading Cases and Statutes on 
International Law

�(London:�Sw
eet�&

�M
axw

ell,�1913):�L.�O
ppenheim

,�

“Professor�W
estlake

”,�Cam
bridge R

eview
�(24�A

pril�1913),�
pp.387-388:�D

ers,�„Professor�W
estlake

“,�Zeitschrift für V
ölkerrecht,�Bd.7�(1913),�S.86-89:�Idem

�(ed.),�Collected Papers of John 
W

estlake on Public International Law
�(Cam

bridge:�T
he�U

niversity�Press,�1914):�Idem
,�

“Grover�Cleveland�as�Professor

”,�
Cam

bridge R
eview

�(22�January�1914),�p.227.

（
777
）　Idem

,�

“1.�T
he�International�Law

�of�the�Present�W
ar

”,�T
he International Law

 of the Present W
ar,�vol.I�(M

ichaelm
as�T

erm
,�

1915.�T
hirteen�Lectures�on:�T

he�International�Law
�of�the�Present�W

ar),�T
rinity/A

dd�m
s.a.338,�Box�1/2�(W

ren�Library,�
Cam

bridge�U
niversity),�pp.1-2.

（
771
）　Ibid.,�p.2.

（
771
）　Idem

,�

“A�Professorʼs�Protest

”,�T
he T

im
es�(19�M

ay�1915),�p.10.

（
777
）　D

ers,�„Zur�Lehre�vom
�internationalen�Gew

ohnheitsrecht

“,�N
iem

eyers Zeitschrift für Internationales R
echt,�Bd.25�(1915),�S.1-13.

（
776
）　Idem

,�T
he League of N

ations and Its Problem
s, T

hree Lectures�(London:�Longm
ans,�Green�and�Co.,�1919)�

［hereinafter�
referred�to�as�T

he League of N
ations

］.�
な
お
、
こ
れ
と
は
内
容
が
異
な
る
講
義
録
が
存
在
す
る
。Idem

,�

“League�of�N
ations�I:�T

he�
Constitution�and�the�O

rgan�of�the�League

”�et�
“League�of�N

ations�II:�T
he�T

asks�of�the�League,�III:�T
he�M

erits�of�the�
Covenant�of�the�League�of�N

ations

”,�T
rinity/A

dd�m
s.a.338,�Box�1/2�(W

ren�Library,�Cam
bridge�U

niversity),�64�pp.

（
7（7
）　Idem
,�

“Le�caractère�essentiel�de�la�Société�des�N
ations

”,�R
evue générale de droit international public,�t.26,�(1919),�pp.234-244.

（
7（（
）　A
nonym

ous,�

“Current�N
otes:�T

he�Edw
ard�Fry�Library�of�International�Law

”,�A
m

erican Journal of International Law
,�

vol.15�(1921),�pp.81-82:�A
nonym

ous,�

“Notes�on�International�Law
:�T

he�Edw
ard�Fry�Library�of�International�Law

”,�Journal of 
Com

parative Legislation and International Law
,�ser.3,�vol.III�(1921),�p.131:�G.�Cam

field,�LSE
 Library: A

 H
istory of the 

Collections�(London:�London�School�of�Econom
ics�and�Political�Science,�2016),�available at;�http://eprints.lse.ac.uk/68666�(last�

visited:�3�N
ovem

ber�2021),�p.25:�L.�D
ingle,�

“The�Squire�Law
�Library�at�Cam

bridge:�T
he�H

istorical�D
evelopm

ent�and�Current�
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Status�of�the�International�Law
�Collections

”,�Legal Inform
ation M

anagem
ent,�vol.17,�no.2�(2017),�p.85.�

ま
た
、
購
入
さ
れ
た
オ
ッ
ペ

ン
ハ
イ
ム
の
書
籍
の
一
部
は
、一
九
二
三
年
に
同
図
書
館
司
書
の
ヘ
ッ
デ
ィ
カ
ー（B.�H

eadicar

）に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
目
録
で
確
認
す
る
こ
と
が

で
き
る
。B.�M

.�H
eadicar,�Catalogue of the Books, Pam

phlets and O
ther D

ocum
ents in the Library: T

ogether w
ith O

ther W
orks 

Bearing on the Subject of International Law
 Contained in the Library of the London School of E

conom
ics�(London:�St.�

Clem
ents�Press,�1923).�

こ
れ
ら
の
情
報
は
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
法
学
図
書
館（Squire�Law

�Library

）の
外
国
法
・
国
際
法
担
当
司
書
で
あ
る

デ
ィ
ン
グ
ル
氏（L.�D

ingle

）及
び
ロ
ン
ド
ン
経
済
政
治
学
院
図
書
館
司
書
の
ピ
ザ
ッ
ロ
氏（E.�Pizarro

）の
提
供
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
記

し
て
謝
意
を
表
し
た
い
。
な
お
、
彼
女
等
の
肩
書
は
二
〇
一
七
年
五
月
時
点
の
も
の
で
あ
る
。

（
7（7
）　A

nonym
ous,�

“A�Great�Jurist:�D
eath�of�Professor�O

ppenheim

”,�T
he T

im
es�(9�O

ctober�1919),�p.13.

（
7（7
）　A

nonym
ous,�

“Professor�O
ppenheim

�(N
ovem

ber�7)

”,�Cam
bridge R

eview
: A

 Journal of U
niversity Life and T

hought,�vol.41�
(1919),�p.69.

（
7（7
）　

高
橋
作
衛
「
英
国
新
進
の
国
際
法
学
者
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
教
授
」『
国
際
法
外
交
雑
誌
』
第
一
八
巻（
一
九
一
九
年
）八
六
七
頁
。

（
7（7
）　A

nonym
ous,�supra�note�(195),�p.159:�C.�N

.�Gregory,�

“Professor�O
ppenheim

”,�A
m

erican Journal of International Law
,�vol.14�

(1920),�pp.229-232:�K
.�Strupp,�„Lassa�Francis�O

ppenheim

†“,�Zeitschrift für V
ölkerrecht,�Bd.11�(1920),�S.645-646.

（
7（1
）　J.�K

öhler,�„Besprechungen�von�Josef�K
ohler,�129.�O

ppenheim
,�L:�International�Law

“,�Zeitschrift für V
ölkerrecht und 

Bundesstaatsrecht,�Bd.1�(1907),�S.495-496.

（
7（1
）　J.�H

.�Ralston,�

“Book�Review
s:�International�Law

�by�L.�O
ppenheim

”,�Am
erican Journal of International Law

,�vol.2�(1908),�p.242.

（
7（7
）　

執
筆
者
不
明
「
雑
報
：
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
博
士
著
国
際
法
」『
法
学
協
会
雑
誌
』（
東
京
大
学
）第
二
四
巻（
一
九
〇
六
年
）一
一
七
四－

一
一
七
六

頁
：
立
作
太
郎
「
雑
報
：
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
教
授
と
其
著
書
国
際
法
」『
国
際
法
外
交
雑
誌
』
第
二
〇
巻（
一
九
二
一
年
）二
四
一
頁
。

（
7（6
）　J.�Craw

ford,�

“Public�International�Law
�in�T

w
entieth-century�England

”;�in�J.�Beatson/R.�Zim
m

erm
ann�(eds.),�Jurists 

U
prooted: G

erm
an-speaking É

m
igré Law

yers in T
w

entieth-century Britain�(O
xford:�O

xford�U
niversity�Press,�2004),�p.697.

（
777
）　M

.�W
.�Jannis,�

“The�N
ew

�O
ppenheim

�and�Its�T
heory�of�International�Law

”,�O
xford Journal of Legal Studies,�vol.16�(1996),�

pp.330-331:�M
.�Reism

an,�

“Lassa�O
ppenheim

ʼs�N
ine�Lives

”,�Y
ale Journal of International Law

,�vol.19�(1994),�p.256.

（
77（
）　A

.�N
ussbaum

,�A
 Concise H

istory of the Law
 of N

ations,�rev.�ed.�(N
ew

�Y
ork:�M

acm
illan,�1954),�p.247.�

こ
れ
と
同
旨
の
評
価
は
ゴ

リ
エ（D

.�Gaurier

）の
概
説
書
に
お
い
て
も
確
認
さ
れ
る
。D

.�Gaurier,�H
istoire du droit international: de antiquité à la création de 

lʼO
N

U
�(Rennes:�Presses�universitaires�de�Rennes,�2014),�p.523.

（
777
）　K

.-H
.�Ziegler,�V

ölkerrechtsgeschichte: E
in Studienbuch,�2.�A

ufl.�(M
ünchen:�C.�H

.�Beck,�2007),�S.191.
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（
777
）　G.�J.�T

anja,�

“De�Periode�1815-1918

”;�in�A
.�C.�G.�M

.�Eyffinger�(red.),�Com
pendium

 V
olkenrechtsgeschiedenis,�2e�druk.�

(D
eventer:�K

luw
er,�1991),�p.150.

（
777
）　A

.�T
ruyol�Y

�Serra,�H
istoire du droit international public�(Paris:�Econom

ica,�1995),�p.122.
（
777
）　N

eff,�supra�note�(62),�p.230.
（
771
）　M

.�Y
anagihara,�

“Significance�of�the�H
istory�of�the�Law

�of�N
ations�in�Europe�and�East�A

sia

”,�R
ecueil des cours,�t.371�(2014),�

p.287.

（
771
）　L.�N

uzzo,�O
rigini di una Scienza: D

iritto internazionale e colonialism
 nel X

IX
 secolo�(Frankfurt�am

�M
ain:�V

ittorio�
K

losterm
ann,�2012),�p.55.

（
777
）　

明
石
欽
司
「
国
際
法
の
妥
当
範
囲

―
『
国
際
法
の
完
全
性
』
の
歴
史
的
素
描

―
」『
国
際
法
外
交
雑
誌
』
第
一
〇
九
巻（
二
〇
一
〇
年
）一
一
頁
。

（
776
）　

同
「
国
際
法
の
完
全
性

―
そ
の
理
論
史
と
概
念
整
理

―
（
二
）」『
法
学
研
究
』（
慶
應
義
塾
大
学
）第
八
四
巻
第
五
号（
二
〇
一
一
年
）八
六
頁
。

（
777
）　Gaurier,�supra�note�(221),�p.524.

（
77（
）　M

.�Schm
oeckel,�

“The�Internationalist�as�a�Scientist�and�H
erald:�Lassa�O

ppenheim

”,�E
uropean Journal of International�Law

,�
vol.11�(2000),�pp.699-712.

（
777
）　

な
お
、
三
つ
の
論
考
の
相
互
参
照
状
況
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
は
次
の
順
番
で
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。Schm

oeckel,�supra�
note�(63),�pp.57-138:�Idem

,�

“Consent�and�Caution:�Lassa�O
ppenheim

�and�H
is�Reaction�to�W

orld�W
ar�I

”;�in�R.�Lesaffer�(ed.),�
Peace T

reaties and International Law
 in E

uropean H
istory: From

 the Late M
iddle A

ges to W
orld W

ar O
ne�(Cam

bridge:�
Cam

bridge�U
niversity�Press,�2004),�pp.270-288:�M

.�Schm
oeckel,�

“Lassa�O
ppenheim

�(1858-1919)

”;�in�Beatson/Zim
m

erm
ann�

(eds.),�supra�note�(219),�pp.583-599.

（
777
）　Idem

,�

“Lassa�O
ppenheim

�(1858-1919)

”;�in�Fassbender/Peters�(eds.),�supra�note�(60),�pp.1152-1155.

（
777
）　Schm

oeckel,�supra�note�(63),�pp.57-138.

な
お
、英
国
及
び
ド
イ
ツ
の
当
時
の
文
脈
に
照
ら
し
合
わ
せ
る
こ
と
で
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
特
異
性

を
検
討
す
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
既
に
次
の
論
文
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。Schm

oeckel,�supra�note�(231),�pp.699-712.

（
777
）　See,�H

.�O
guri,�

“Tam
ing�Politics�or�N

aïveté�of�Positivism
�in�International�Law

?:�Lassa�O
ppenheim

�and�H
is�A

scertainm
ent�of�

Custom
ary�International�Law

”;�in�R.�Schäfer/A
.�Peters�(eds.),�Politics and the H

istories of International Law
: T

he Q
uest for 

K
now

ledge and Justice�(Leiden:�Brill,�2021),�pp.462-464.

（
771
）　A

.�Perrau-Saussine,�

“Three�W
ays�of�W

riting�a�T
reatise�on�Public�International�Law

:�T
extbooks�and�the�N

ature�of�
Custom

ary�International�Law

”;�in�idem
/J.�B.�M

urphy�(eds.),�T
he N

ature of Custom
ary Law

�(Cam
bridge:�Cam

bridge�
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U
niversity�Press,�2007),�p.241.�

な
お
、
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
と
同
様
に
「
高
潔
な
嘘
つ
き
」
と
し
て
は
ホ
ラ
ン
ド
が
、
そ
し
て
他
の
説
明
方
法
と

し
て
は
、
概
説
書
・
国
家
実
行
等
か
ら
伝
統
的
な
実
行
及
び
慣
習
を
引
き
出
す
ホ
ー
ル
の
よ
う
な
「
助
産
師（m

idw
ives

）」、
正
義
又
は
自
然
法
原

理
に
即
し
て
慣
習
と
非
慣
習
と
の
区
別
を
試
み
る
フ
ィ
リ
モ
ア
及
び
ブ
ラ
イ
ア
リ
ー
の
よ
う
な
「
自
然
法
学
派
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
771
）　Ibid.,�pp.247-250.

（
777
）　Idem

,�

“A�Case�Study�on�Jurisprudence�as�a�Source�of�International�Law
:�O

ppenheim
ʼs�Influence

”;�in�Craven�et al.�(eds.),�
supra�note�(28),�pp.91-117.

（
776
）　B.�K

ingsbury,�

“Legal�Positivism
�as�N

orm
ative�Politics:�International�Society,�Balance�of�Pow

er�and�Lassa�O
ppenheim

ʼs�
Positive�International�Law

”,�E
uropean Journal of International Law

,�vol.13�(2002),�p.431.�

ま
た
、本
論
文
の
邦
語
で
の
紹
介
と
し
て
、

中
村
秀
之
「
国
際
問
題
文
献
紹
介
：
規
範
政
治
学
と
し
て
の
法
実
証
主
義

―
国
際
社
会
、
勢
力
均
衡
と
ラ
サ
・
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
実
証
主
義

国
際
法
」『
国
際
問
題
』
第
五
一
四
号（
二
〇
〇
三
年
）六
七－

六
九
頁
も
参
照
。

（
777
）　

尤
も
、
キ
ン
グ
ズ
ベ
リ
ー
の
か
か
る
結
論
か
ら
も
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
、
同
論
考
は
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
国
際
法
論
の
歴
史
的
な
位
相
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
い（
彼
に
よ
れ
ば
、
こ
の
種
の
研
究
は
既
に
シ
ュ
メ
ー
ケ
ル
に
よ
っ
て
十
分
に
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
）。

K
ingsbury,�supra�note�(239),�p.404.�See�also,�W

.�Schiffer,�T
he Legal Com

m
unity of M

ankind: A
 Critical A

nalysis of the M
odern 

Concept of W
orld O

rganization�(N
ew

�Y
ork:�Colum

bia�U
niversity�Press,�1954),�pp.79-96.

（
77（
）　M

.�García-Salm
ones�Rovira,�T

he Project of Positivism
 in International Law

�(O
xford:�O

xford�U
niversity�Press,�2013)�

［hereinafter�referred�to�as�T
he Project of Positivism

］,�pp.43-119.�See�also,�idem
,�

“The�Politics�of�Interest�in�International�
Law

”,�E
uropean Journal of International Law

,�vol.25�(2014),�pp.767-781:�Idem
,�

“Early�T
w

entieth-Century�Positivism
�

Revisited

”;�in�O
rford/H

offm
ann�(eds.),�supra�note�(2),�pp.175-179.�

オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
に
お
け
る
国
家
間
共
同
体
の
観
念
と
そ
の
評
価
に
つ

い
て
は
、
次
に
挙
げ
る
近
年
の
文
献
も
参
照
せ
よ
。H

.�K
leinschm

idt,�

“The�Fam
ily�of�N

ations�as�an�Elem
ent�of�the�Ideology�of�

Colonialism

”,�Journal of the H
istory of International Law

,�vol.18�(2016),�pp.278-316:�W
einberg,�a.a.O

.�(A
nm

.172),�S.78-102.�

（
777
）　García-Salm

ones�Rovira,�T
he Project of Positivism

, supra�note�(241),�pp.6-7.

（
777
）　Ibid.,�p.8.

（
777
）　Ibid.,�pp.19�et�115-116.

（
777
）　Ibid.,�p.44.

（
771
）　A

.�Carty,�T
he D

ecay of International Law
?: A

 R
eappraisal of the Lim

its of Legal Im
agination in International A

ffairs�
(M

anchester:�M
anchester�U

niversity�Press,�1986),�pp.34-35.
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（
771
）　García-Salm

ones�Rovira,�T
he Project of Positivism

, supra note�(241),�p.98,�n.55.

（
777
）　Reism

an,�supra�note�(220),�p.263.�

リ
ー
ス
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
概
説
書
の
構
成
は
当
時
の
ド
イ
ツ
語
で
記
さ
れ
た
標
準
的

な
概
説
書
と
同
様
に
「
体
系
的
な
も
の
」
で
あ
り
、「
そ
の
大
部
分
は
、
国
際
法
に
関
す
る
ブ
ル
ン
チ
ュ
リ
の
著
作
〔
こ
こ
で
は
一
八
七
八
年
に
上

梓
さ
れ
た
『
文
明
諸
国
間
の
現
代
国
際
法
』
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。〕
の
構
成
に
従
っ
て
い
る
」
と
い
う
。

（
776
）　

第
二
部
で
検
討
さ
れ
る
論
点
と
関
連
す
る
も
の
と
し
て
、
例
え
ば
次
の
文
献
が
挙
げ
ら
れ
る
。
竹
内
雅
俊
「
国
際
法
学
に
お
け
る
『
文
明
の
基
準
』

論
の
移
入
」『
文
京
学
院
大
学
外
国
語
学
部
紀
要
』第
一
四
号（
二
〇
一
四
年
）一
一
四
頁
：
藤
澤
巖「
国
際
法
に
お
け
る
不
干
渉
原
則
論
の
構
図

―

適
用
問
題
へ
の
一
視
座

―
（
四
）」『
千
葉
大
学
法
学
論
集
』
第
二
九
巻
四
号（
二
〇
一
五
年
）一
一
八
頁
。

（
777
）　

例
え
ば
、
戦
争
を
紛
争
解
決
の
強
制
的
処
理
の
一
つ
と
す
る
考
え
が
「
頻
繁
に
唱
え
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
概
説
書
に
お
け

る
記
述
に
対
す
る
疑
問
に
つ
い
て
、
次
の
研
究
を
見
よ
。
柳
原
正
治
「
紛
争
解
決
方
式
の
一
つ
と
し
て
の
国
際
裁
判

―
戦
争
と
の
対
比
に
お
い

て

―
」『
世
界
法
年
報
』
第
三
五
号（
二
〇
一
六
年
）一
四－

一
五
頁
。

（
77（
）　O

ppenheim
,�International Law

,�1st�ed.,�vol.1,�supra�note�(61),�pp.vii-viii.

（
777
）　

「
国
際
法
学
の
英
雄
時
代
」
と
も
呼
称
さ
れ
る
近
代
国
際
法
学
形
成
期
に
お
い
て
「
国
際
法
」
関
連
著
作
は
比
較
的
限
定
さ
れ
て
お
り
、
観
察
者

に
よ
っ
て
多
少
の
差
異
は
み
ら
れ
る
も
の
の
、
例
え
ば
ビ
ト
リ
ア（F.�de�V

itoria

）、
ゲ
ン
テ
ィ
リ
ス（A

.�Gentilis

）、
ス
ア
レ
ス（F.�Suarez

）、

グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス（H

.�Grotius

）、
ズ
ー
チ（R.�Zouche

）、
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
、
バ
イ
ン
ケ
ル
ス
フ
ー
ク（C.�van�Bynkershoeck

）、
ヴ
ォ
ル
フ
、

ヴ
ァ
ッ
テ
ル
等
が
こ
の
時
期
に
お
け
る
国
際
法
研
究
の
主
た
る
担
い
手
で
あ
っ
た
と
い
う
認
識
は
広
く
共
有
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。See�e.g.,�

A
.�Pillet�(éd.),�Les fondateurs du droit international�(Paris:�V

.�Giard�&
�E.�Brière,�1904):�

田
畑
茂
二
郎
『
国
際
法
〔
第
二
版
〕』（
岩
波

書
店
、
一
九
六
六
年
）一
六
頁
。

（
777
）　

国
際
法
学
者
の
い
う
「
一
九
世
紀
」
と
い
う
時
代
区
分（periodization

）は
、
普
仏
戦
争（
一
八
七
一
年
）か
ら
第
一
次
世
界
大
戦
開
戦（
一
九
一
四

年
）ま
で
と
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
が
殆
ど
で
あ
る
と
い
う
ケ
ネ
デ
ィ（D

.�K
ennedy

）の
指
摘
や
、
一
八
七
三
年
の
万
国
国
際
法
学
会
・
国
際
法
協
会

と
い
う
二
つ
の
学
術
団
体
の
組
織
に
そ
の
始
点
を
見
出
す
コ
ス
ケ
ニ
エ
ミ
の
議
論
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、「
短
い
一
九
世
紀
」
と
し
て
認
識
さ
れ
て

き
た
と
い
え
る
。
と
り
わ
け
コ
ス
ケ
ニ
エ
ミ
は
、「
一
八
七
三
年
の
男
た
ち
」
を
「
国
際
法
学
の
創
設
者
た
ち
」
と
し
て
象
徴
的
に
描
い
て
い
る
が
、

こ
の
時
期
に
世
界
中
で
同
時
多
発
的
に
国
際
法
学
が
「
誕
生
」
し
た
わ
け
で
は
決
し
て
な
く
、
例
え
ば
英
国
に
お
け
る
状
況
を
精
査
し
た
シ
ル
ベ
ス

ト（C.�
Sylvest

）に
よ
れ
ば
、
一
八
三
〇
年
代
半
ば
か
ら
遅
く
と
も
一
八
六
〇
年
ま
で
に
は
英
国
に
お
け
る
国
際
法
学
は
そ
の
萌
芽
期
を
迎
え
て
お

り
、
そ
れ
を
支
え
た
の
が
大
学
に
お
け
る
国
際
法
教
育
で
あ
り
主
要
な
概
説
書
の
刊
行
で
あ
っ
た
と
論
じ
て
い
る
。D

.�K
ennedy,�

“International�
Law

�and�the�N
ineteenth�Century:�H

istory�of�an�Illusion

”,�Q
uinnipiac Law

 R
eview

,�vol.17�(1997),�p.106:�K
oskenniem

i,�T
he 

G
entle Civilizer, supra�note�(28),�p.92:�C.�Sylvest,�

“International�Law
�in�N

ineteenth-Century�Britain

”,�British Y
earbook of 
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International Law
,�vol.75�(2005),�pp.19-29.

（
777
）　M

.�V
ec,�

“From
�the�Congress�of�V

ienna�to�the�Paris�Peace�T
reaties�of�1919

”;�in�Fassbender/Peters�(eds.),�supra�note�(60),�
p.674.�Cf.,�A

.�Carty,�

“Did�International�Law
�Really�Becom

e�a�Science�at�the�End�of�the�19th�Century?

”;�in�L.�N
uzzo/M

.�V
ec�

(eds.),�Constructing International Law
: T

he Birth of a D
iscipline�(Frankfurt�am

�M
ain:�K

losterm
ann,�2012),�pp.229-247.�See�also,�

J.�dʼA
sprem

ont,�

“The�Professionalisation�of�International�Law

”;�in�idem
 et al.�(eds.),�International Law

 as a Profession 
(Cam

bridge:�Cam
bridge�U

niversity�Press,�2017),�pp.19–20.

（
777
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
例
え
ば
次
の
文
献
を
参
照
。
保
城
広
至
『
歴
史
か
ら
理
論
を
創
造
す
る
方
法

―
社
会
科
学
と
歴
史
学
を
統
合
す
る
』（
勁

草
書
房
、
二
〇
一
五
年
）三－

二
四
頁
。

（
771
）　

若
干
の
例
外
と
し
て
、
次
の
研
究
が
挙
げ
ら
れ
る
。P.�

M
acalister-Sm

ith/J.�
Schw

ietzke,�

“Bibliography�
of�

the�
T

extbooks�
and�

Com
prehensive�T

reatises�on�Positive�International�Law
�of�the�19th�Century

”,�Journal of the H
istory of International Law

,�
vol.3�(2001),�pp.75-142.

（
771
）　

か
つ
て
ハ
ー
グ
講
義
に
お
い
て
国
際
法
学
の
発
展
の
軌
跡
を
描
写
し
よ
う
と
試
み
た
エ
ー
ル
リ
ヒ（L.�Ehrlich

）も
、
全
著
作
を
取
り
上
げ
、
そ
れ

ら
を
要
約
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
限
界
を
認
め
た
上
で
、
過
去
の
研
究
成
果
を
利
用
す
る
こ
と
で
、
読
者
が
国
際
法
学
の
来
し
方
に
少

し
で
も
親
し
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
望
ん
で
い
た
。L.�Ehrlich,�

“The�D
evelopm

ent�of�International�Law
�as�a�Science

”,�
R

ecueil des cours,�t.105�(1962-I),�p.178.

（
777
）　

若
干
の
例
外
と
し
て
、
一
九
世
紀
の
国
際
法
学
の
発
達
を
描
く
次
の
論
考
も
参
照
せ
よ
。
松
隈
清
「
国
際
法
学
の
発
達
と
そ
の
文
献
素
描
」『
八

幡
大
学
論
集
』
第
二
一
巻
一
・
二
号（
一
九
七
〇
年
）一
三
三－

一
四
〇
頁
。

（
776
）　

こ
の
よ
う
な
「
可
視
化
」
が
有
す
る
意
味
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
次
の
文
献
を
参
照
せ
よ
。L.�Leão�Soares�Pereira/N

.�Ridi,�

“Mapping�the�
ʻInvisible�College�of�International�Law

yersʼ�through�O
bituaries

”, Leiden Journal of International Law
,�vol.34�(2021),�pp.67-91.

（
717
）　A

.�Carty,�

“The�Evolution�of�International�Legal�Scholarship�in�Germ
any�during�the�K

aiserreich�and�the�W
eim

arer�Republik�
(1871-1933)

”, G
erm

an Y
earbook of International Law

,�vol.50�(2007),�pp.33-34.

（
71（
）　Ibid.,�p.30.

（
717
）　I.�J.�H

ueck,�

“The�D
iscipline�of�the�H

istory�of�International�Law
:�N

ew
�T

rends�and�M
ethods�on�the�H

istory�of�International�
Law

”,�Journal of the H
istory of International Law

,�vol.3�(2001),�p.194.

（
717
）　K

oskenniem
i,�T

he G
entle Civilizer, supra�note�(28).

（
717
）　Carty,�supra�note�(260),�pp.31-34.
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（
717
）　

こ
こ
で
カ
ー
テ
ィ
ー
に
よ
っ
て
参
照
さ
れ
て
い
る
の
は
次
の
批
評
で
あ
る
。G.�R.�B.�Galindo,�

“Martti�K
oskenniem

i�and�the�H
istoriographical�

T
urn�in�International�Law

”,�E
uropean Journal of International Law

,�vol.16�(2005),�pp.539-559.
（
711
）　Carty,�supra�note�(260),�pp.34-36.

（
711
）　W

.�G.�Grew
e,�E

pochen der V
ölkerrechtsgeschichte�(Baden-Baden:�N

om
os,�1984).

（
717
）　

同
様
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
す
る
国
際
法
史
概
説
書
と
し
て
次
の
も
の
を
見
よ
。Ziegler,�a.a.O

.�(A
nm

.222).

（
716
）　

柳
原
正
治
「
日
本
に
お
け
る
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
国
際
法
の
受
容

―
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
果
た
し
た
役
割

―
」
江
藤
淳
一（
編
）『
国
際
法
学
の

諸
相
』（
信
山
社
、
二
〇
一
五
年
）五
三－

五
六
頁
。

（
717
）　L.�Renault,�Lʼintroduction à lʼétude du droit international�(Paris:�L.�Larose,�1879).�

な
お
、
邦
訳
と
し
て
次
の
文
献
が
あ
る
。
蜷
川

新（
訳
）『
国
際
法
論
』（
東
京
専
門
学
校
出
版
部
、
一
九
〇
〇
年
）。

（
71（
）　J-M

.�G.�de�Rayneval,�Institutions du droit de la nature et des gens,�2e�éd.�(Paris:�Leblanc,�1803).

（
717
）　T

h.�Funck-Brentano/A
.�Sorel,�Précis du droit des gens�(Paris:�E.�Plon,�1877).

（
717
）　Renault,�supra�note�(270),�p.66.

（
717
）　

柳
原
・
前
掲
註（
716
）五
五－
五
六
頁
。

（
717
）　M

.�V
ec,�

“Enhancem
ents�under�ʻA

cid�Slagʼ:�Germ
an�International�Law

yers�on�the�T
reaty�of�V

ersailles�the�Post-W
ar�O

rder

”;�
in�L.�Badel�et al.�(eds.),�T

he Paris Peace Conference of 1919 and the Challenge of a N
ew

 W
orld O

rder�(London/N
ew

�Y
ork:�

Berghahn�Books,�forthcom
ing).�

（
711
）　See�e.g.,�V

ec,�supra�note�(254),�p.674.

（
711
）　M

acalister-Sm
ith/Schw

ietzke,�supra�note�(256).�

彼
ら
は
別
稿
に
お
い
て
、
こ
の
種
の
文
献
調
査
の
目
的
と
し
て
、
①
国
際
法
史
に
関
す

る
よ
り
重
要
で
よ
り
代
表
的
な
著
作
物
を
同
定
す
る
こ
と
、
②
相
当
程
度
の
完
全
性
と
正
確
性
を
以
っ
て
選
択
さ
れ
た
文
献
を
引
用
す
る
こ
と
、
そ

し
て
③
文
献
と
い
う
一
次
史
料
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
容
易
に
す
る
た
め
の
導
入
と
な
る
案
内
を
提
供
す
る
こ
と
、
の
三
つ
を
掲
げ
て
い
る
。E

idem
,�

“Literature�and�D
ocum

entary�Sources�Relating�to�the�H
istory�of�Public�International�Law

:�A
n�A

nnotated�Bibliographical�
Survey

”,�Journal of the H
istory of International Law

,�vol.1�(1999),�p.138.

（
717
）　

明
石
欽
司
「『
一
八
世
紀
』
及
び
『
一
九
世
紀
』
に
お
け
る
国
際
法
観
念

―
『
勢
力
均
衡
』
を
題
材
と
し
て

―
（
一
）」『
法
学
研
究
』（
慶

應
義
塾
大
学
）第
八
七
巻
六
号（
二
〇
一
四
年
）二
一
頁
、
註（
一
）。
こ
の
引
用
文
の
後
に
、「
概
説
書
に
お
い
て
は
、
そ
の
各
々
が
有
す
る
も
の
と
思

わ
れ
る
国
際
法
『
体
系
』
の
中
の
何
処
に
勢
力
均
衡
観
念
が
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
も
理
解
可
能
で
あ
り
、
そ
こ
に
何
ら
か
の
特
色

を
見
出
す
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
」
と
付
言
さ
れ
て
い
る
。
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（
716
）　

明
石
と
同
様
の
理
由
に
基
づ
き
、「
一
九
世
紀
」
に
お
け
る
武
力
行
使
を
巡
る
理
論
史
を
描
く
近
年
の
研
究
に
お
い
て
も
概
説
書
ア
プ
ロ
ー
チ
が

採
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
。A

.�V
erdebout,�R

ew
riting H

istories of the U
se of Force: T

he N
arrative of ʻIndifferenceʼ 

(Cam
bridge:�Cam

bridge�U
niversity�Press,�2021),�p.16.

（
777
）　See�e.g.,�F.�Ito,�

“One�H
undred�Y

ears�of�International�Law
�Studies�in�Japan

”,�Japanese A
nnual of International Law

,�vol.13�
(1969),�pp.19-34:�Y

.�O
num

a,�

“Japanese�International�Law
�in�the�Prew

ar�Period:�Perspectives�on�the�T
eaching�and�Research�of�

International�Law
�in�Prew

ar�Japan

”,�Japanese A
nnual of International Law

,�vol.29�(1986),�pp.23-47.

（
77（
）　See�e.g.,�Craw

ford,�supra�note�(219),�pp.681-707:�D
.�H

.�N
.�Johnson,�

“The�English�T
radition�in�International�Law

”,�
International Com

parative Law
 Q

uarterly,�vol.11�(1962),�pp.416-445:�M
.�Lobban,�

“English�A
pproaches�to�International�Law

�in�
the�N

ineteenth�Century

”;�in�Craven�et al.�(eds.),�supra�note�(28),�pp.65-90:�Sylvest,�supra�note�(253),�pp.�9-70:�M
.�W

ood,�

“British�
Contributions�to�Public�International�Law

”;�in�P.�H
ilpold�(ed.),�E

uropean International Law
 T

raditions�(Cham
:�Springer,�2021),�

pp.197-209.

（
777
）　See�e.g.,�I.�de�la�Rasilla,�In the Shadow

 of V
itoria: A

 H
istory of International Law

 in Spain (1770-1953)�(Leiden:�Brill,�2017),�
pp.46-79.

（
777
）　See�e.g.,�E.�L.�Catellani,�

“Les�m
aitres�de�lʼécole�italienne�du�droit�international�au�X

IX
e�siècle

”,�R
ecueil des cours,�t.46�(1933-

IV
),�pp.705-826:�E.�Greppi,�

“The�Risorgim
ento�and�the�Birth�of�International�Law

�in�Italy

”;�in�G.�Bartolini�(ed.),�A
 H

istory of 
International Law

 in Italy�(O
xford:�O

xford�U
niversity�Press,�2020),�pp.79-108:�I.�Ingravallo,�

“The�Form
ation�of�International�

Law
�Journals�in�Italy:�T

heir�Role�in�the�D
iscipline

”;�in�ibid.,�pp.190-214:�N
uzzo,�supra�note�(227),�pp.87-168:�A

.�P.�Sereni,�T
he 

Italian Conception of International Law
�(N

ew
�Y

ork:�Colum
bia�U

niversity�Press,�1943).

（
777
）　I.�J.�H

ueck,�„D
ie�Gründung�völkerrechtlicher�Zeitschriften�in�D

eutschland�im
�internationalen�V

ergleich

“;�in�M
.�Stolleis�

(hrsg.),�Juristische Zeitschriften: D
ie neuen M

edien des 18.-20. Jahrhunderts�(Frankfurt�am
�M

ain:�K
losterm

ann,�1999),�S.380-
384:�V

ec,�supra�note�(275).

（
777
）　I.�de�la�Rasilla,�

“A�V
ery�Short�H

istory�of�International�Law
�Journals�(1869–2018)

”,�E
uropean Journal of International Law

,�
vol.29�(2018),�pp.137-168.

（
771
）　See�e.g.,�M

.�V
ec,�

“Universalization,�Particularization�and�D
iscrim

ination:�European�Perspectives�on�a�Cultural�H
istory�of�

19th�Century�International�Law

”,�InterD
isciplines,�vol.2�(2012),�p.89.

（
771
）　See�generally,�N

eff,�supra�note�(62),�pp.303-305:�N
ussbaum

,�supra�note�(221):�Ziegler,�a.a.O
.�(A

nm
.222).�

な
お
、以
下
の
記
述
に
つ
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い
て
は
、
既
に
言
及
し
た
も
の
に
加
え
て
次
に
掲
げ
る
よ
う
な
二
次
文
献
も
参
考
に
し
た
。W

.�E.�Butler,�

“On�the�Fiftieth�A
nniversary�of�

Grabarʼs�H
istory�of�International�Law

�in�Russia

”,�Journal of the H
istory of International Law

,�vol.10�(2008),�pp.309-320:�Idem
/

V
.�S.�Ivanenko,�

“On�the�Russian�Society�of�International�Law
�(1880)

”,�Jus G
entium

: Journal of International Legal H
istory,�vol.2�

(2017),�pp.189-199:�V
.�Genin,�Le laboratoire belge du droit international: U

ne com
m

unauté épistém
ique et internationale de 

juristes (1869–1914)�(Bruxelles:�A
cadém

ie�Royale�des�Sciences,�des�Lettres�et�des�Beaux-A
rts�de�Belgique,�2018),�pp.75-89:�

M
.�H

udson,�

“The�T
eaching�of�International�Law

�in�A
m

erica

”,�A
m

erican Bar A
ssociation Journal,�vol.15�(1929),�pp.19-23:�R.�St.�

J.�M
acdonald,�

“Historical�Introduction�to�the�T
eaching�of�International�Law

�in�Canada:�Part�III

”,�Canadian Y
earbook of 

International Law
,�vol.14�(1976),�pp.247-250:�A

.�M
.�Stuyt,�

“The�Science�of�Public�International�Law
�in�the�First�Century�of�the�

K
ingdom

�of�the�N
etherlands,�1814–1914

”;�in�H
.�van�Panhuys�et al.�(eds.),�International Law

 in the N
etherlands,�vol.1�(A

lphen�
aan�den�Rijn:�Sijthoff�&

�N
oordhoff,�1983),�pp.167-212:�H

.�de�W
aele,�

“A�N
ew

�League�of�Extraordinary�Gentlem
en:�T

he�
Professionalization�of�International�Law

�Scholarship�in�the�N
etherlands,�1919–1940

”,�E
uropean Journal of International Law

,�
vol.31�(2020),�pp.1005–1024:�E.�A

.�W
hittuck,�

“International�Law
�T

eaching

”,�Problem
s of the W

ar,�vol.3�(1917),�pp.43-59:�J.�
W

outers/N
.�Pineau,�

“Exploring�Belgian�and�D
utch�ʻT

raditionsʼ�in�International�Law

”;�in�H
ilpold�(ed.),�supra�note�(281),�pp.217-

244.�

ま
た
、
一
八
七
八
年
か
ら
一
八
八
〇
年
と
い
う
限
ら
れ
た
期
間
に
つ
い
て
の
情
報
で
あ
る
が
、
各
国
の
大
学
に
お
け
る
当
時
の
国
際
法
の
講
義

状
況
等
を
簡
潔
に
纏
め
た
も
の
と
し
て
次
の
文
献
も
参
照
せ
よ
。
“Aperçu�de�lʼétat�actuel�de�lʼenseignem

ent�du�droit�international�en�
divers�pays

”,�A
nnuaire de lʼInstitut de D

roit International,�t.2�(1878),�pp.344-356:�

“Aperçu�de�lʼétat�actuel�de�lʼenseignem
ent�du�

droit�international�en�divers�pays

”,�A
nnuaire de lʼInstitut de D

roit International,�t.3-4,�pt.2�(1879-80),�pp.324-347.

（
777
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
次
の
文
献
に
詳
し
い
。
柳
原
・
前
掲
註（
28
）三
四－

七
四
、
八
六－

九
三
頁
。

（
776
）　G.�Rolin-Jaequem

yns,�

“De�lʼétude�de�la�législation�com
parée�et�du�droit�international

”,�R
evue de droit international et de la 

législation com
parée,�t.1�(1869),�p.1.

（
767
）　Journal du droit international privé et de la jurisprudence com

parée,�t.1�(1874),�p.1.�

同
誌
は
一
九
一
五
年
に
『
国
際
法
雑
誌

（Journal du droit international

）』
へ
と
改
称
さ
れ
た
。

（
76（
）　R

evista de derecho internacional, legislación y jurisprudencia com
paradas,�vol.1�(1887),�p.1.

（
767
）　R

ivista di diritto internazionale e di legislazione com
parata, anno�1�(1898),�p.1.

（
767
）　

こ
れ
は
一
九
一
五
年
に
創
設
さ
れ
た
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
協
会
の
機
関
誌
と
し
て
同
年
か
ら
発
行
さ
れ
て
い
た
『
戦
争
の
諸
問
題
（Problem

s of the 
W

ar

）』
の
後
継
誌
で
あ
る
。
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（
767
）　

戦
間
期
に
お
け
る
一
般
的
状
況
に
つ
い
て
は
第
三
部
第
一
章
を
見
よ
。

（
767
）　O

ppenheim
,�International Law

,�1st�ed.,�vol.1,�supra�note�(61),�pp.87-90.
（
761
）　

こ
の
よ
う
な
理
論
構
想
に
つ
い
て
の
論
者
の
理
解
が
確
認
さ
れ
る
一
つ
の
有
力
な
史
料
が
概
説
書
で
あ
り
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ

ム
が
実
際
に
概
説
書
執
筆
に
際
し
て
認
識
し
て
い
た
同
時
代
の
概
説
書
を
本
稿
が
導
入
す
る
共
時
的
視
点
の
外
延
と
し
て
示
す
こ
と
に
一
定
の
意

義
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
武
力
行
使
の
理
論
史
を
描
く
際
に
、
実
定
法
規
則
の
記
述
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
ら
を
提
示
す

る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
理
論
枠
組
に
着
目
し
、
か
か
る
枠
組
が
最
も
顕
著
に
表
れ
る
資
料
と
し
て
概
説
書
を
意
図
的
に
選
択
し
た
と
い
う
次
の
研
究

も
見
よ
。V

erdebout,�supra�note�(279),�p.16.

（
761
）　

さ
ら
に
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
は
、
概
説
書
一
覧
を
掲
げ
た
直
後
に
、
こ
れ
ら
概
説
書
に
代
表
さ
れ
る
も
の
と
し
て
「
一
九
世
紀
・
二
〇
世
紀
の
国
際

法
学
」（
第
五
九
節
）を
描
写
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
詳
細
に
つ
い
て
は
第
二
部
第
二
章
を
見
よ
。

（
767
）　

ヴ
ェ
ル
ド
ゥ
ブ（A

.�V
erdebout

）は
一
八
一
五
年
か
ら
一
九
一
四
年
の
間
に
刊
行
さ
れ
た
約
八
〇
冊
の
概
説
書
を
検
討
対
象
と
し
、
そ
の
選
定
に

際
し
て
は
、
そ
れ
ら
の
影
響
、
時
系
列
及
び
地
理
的
範
囲
と
い
う
三
つ
の
基
準
に
即
し
て
お
り
、
古
典
的
国
際
法
の
代
表
的
な
見
解
を
得
る
た
め
に
、

一
九
世
紀
の
初
頭
・
中
葉
・
末
期
と
い
う
三
つ
の
時
期
に
配
慮
し
た
上
で
、
さ
ら
に
は
三
点
目
の
基
準
で
あ
る
地
理
的
範
囲
を
広
範
な
も
の
と
す
る

た
め
に
、
異
な
る
国
籍
や
文
化
・
法
的
背
景
を
有
す
る
著
者
を
取
り
上
げ
る
よ
う
に
心
掛
け
た
と
い
う
。V

erdebout,�supra�note�(279),�p.17.

（
766
）　

な
お
、
彼
ら
の
作
業
の
元
と
な
っ
て
い
る
デ
ー
タ
セ
ッ
ト
は
、
ハ
ー
グ
の
平
和
宮
図
書
館
、
米
国
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
学
図
書
館
、
さ
ら
に
補
完
的

な
も
の
と
し
て
マ
ッ
ク
ス
・
プ
ラ
ン
ク
比
較
公
法
・
国
際
法
研
究
所
図
書
館
の
蔵
書
目
録
で
あ
り
、
他
に
も
同
時
代
の
著
作
で
広
範
な
文
献
リ
ス
ト

を
含
む
も
の
と
し
て
、
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
概
説
書
初
版
第
一
巻
の
他
に
も
幾
つ
か
の
文
献
を
参
照
し
た
と
い
う
。
本
節
で
比
較
検
討
対
象
と
し
て

選
定
し
た
も
の
を
除
く
と
、例
え
ば
次
の
よ
う
な
著
作
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。E.�M

.�Borchard,�T
he Bibliography of International Law

 and 
Continental Law

�(W
ashington:�Library�of�Congress,�Governm

ent�Printing�O
ffice,�1913),�pp.1-26:�J.�L.�K

lüber, D
roit des gens 

m
oderne de lʼE

urope�(Stuttgart:�J.�G.�Cotta,�1819),�pp.509-560:�G.�F.�von�M
artens,�Précis du droit des gens m

oderne de 
lʼE

urope, fondé sur les traités et lʼusage,�t.1,�2e�éd�(Paris:�Guillaum
in,�1884),�pp.387-441

（
但
し
、
か
か
る
文
献
リ
ス
ト
は
ヴ
ェ
ル
ジ
ェ

（Ch.�V
ergé

）に
よ
る
追
補
）:�R.�von�M

ohl,�D
ie G

eschichte und Literatur der Staatsw
issenschaften: In M

onographien dargestellt,�
Bd.1�(Erlangen:�Ferdinand�Enke,�1855),�S.235-470.

（
777
）　

な
お
、
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
が
述
べ
る
よ
う
に
、
文
献
リ
ス
ト
を
伴
う
概
説
書
は
英
国
で
は
殆
ど
み
ら
れ
ず
、
例
外
的
に
ホ
ラ
ン
ド
の
一
八
九
八
年

著
作
に
お
い
て
文
献
紹
介
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
尤
も
、
ホ
ラ
ン
ド
の
文
献
紹
介
は
一
八
八
四
年
に
雑
誌
に
投
稿
さ
れ
た
も
の
（
後
掲

註（
771
）を
見
よ
。）の
再
録
で
あ
り
、取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
概
説
書
の
数
も
少
な
い
こ
と
か
ら
こ
こ
で
は
比
較
対
象
と
は
し
な
い
。Th.�E.�H

olland,�
Studies in International Law

�(O
xford:�Clarendon�Press,�1898),�pp.168-175.�
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（
77（
）　F.�von�Liszt,�D

as V
ölkerrecht system

atisch dargestellt,�2.�A
ufl.�(Berlin:�H

aering,�1902),�S.31-32.

（
777
）　T

h.�D
.�W

oolsey�(rev.�by�T
h.�S.�W

oolsey),�Introduction to the Study of International Law
,�6th�ed.�(N

ew
�Y

ork:�Scribner,�1897),�
pp.414-416.�

な
お
、
米
国
で
は
よ
り
直
近
の
概
説
書
と
し
て
テ
イ
ラ
ー（H

.�T
aylor

）の
も
の
が
あ
る
が
、
同
書
は
ウ
ー
ル
ジ
ー
及
び
カ
ル
ボ
の
著

作
を
参
照
し
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
こ
こ
で
は
検
討
の
対
象
外
と
し
た
。H

.�T
aylor,�A

 T
reatise on International Public Law

�(Chicago:�
Callaghan�1901),�pp.54-71.

（
777
）　E.�N

ys,�Le droit international: les principes, les théories, les faits,�t.I.�(Bruxelles:�Castaigne,�1904),�pp.292-328.�

フ
ラ
ン
ス
語
圏

の
文
献
と
し
て
は
次
の
も
の
も
概
説
書
一
覧
を
含
ん
で
い
る
が
、
ネ
イ
ス
よ
り
も
挙
げ
ら
れ
て
い
る
文
献
数
が
少
な
く
、
重
複
も
み
ら
れ
る
た
め
、

こ
こ
で
は
ネ
イ
ス
を
選
択
し
た
。F.�D

espagnet,�Cours de droit international public,�2e�éd.�(Paris:�L.�Larose,�1894),�pp.31-35.

（
777
）　C.�Calvo,�Le droit international théorique et pratique,�t.1,�5e�éd.�(Paris:�Rousseau,�1896),�pp.107-120.

（
777
）　

オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
自
身
が
一
九
〇
五
年
の
概
説
書
初
版
第
一
巻
で
、
ネ
イ
ス
の
概
説
書（
但
し
、
一
八
九
四
年
に
刊
行
さ
れ
た
版
）は
国
際
法
に
関

す
る
よ
り
一
層
重
要
な
著
作（
概
説
書
だ
け
で
な
く
研
究
単
行
本
も
含
む
）を
網
羅
的
に
列
挙
し
て
い
る
た
め
参
照
す
べ
き
で
あ
る
と
読
者
に
勧
め

て
い
る
。O

ppenheim
,�International Law

,�1st�ed.,�vol.1,�supra�note�(61),�p.90,�n.1.

（
771
）　

本
稿
で
比
較
対
象
と
し
た
リ
ヴ
ィ
エ
の
も
の
以
外
に
も
、
例
え
ば
次
の
よ
う
な
研
究
が
挙
げ
ら
れ
る
。T

h.�E.�H
olland,�

“The�Literature�of�
International�Law

�in�1884

”,�Law
 Q

uarterly R
eview

,�vol.1�(1884),�pp.100-105:�F.�Stoerk,�D
ie Litteratur des internationalen 

R
echts, 1884 bis 1894�(Leipzig:�J.�C.�H

inrichs,�1896).

（
771
）　A

.�Rivier,�„Literarhistorische�U
ebersicht�der�System

e�und�T
heorien�des�V

ölkerrechts�seit�Grotius

“;�in�F.�von�H
oltzendorff�

(hrsg.),�H
andbuch des V

ölkerrechts,�Bd.I:�Einleitung�in�das�V
ölkerrecht�(Berlin:�Carl�H

abel,�1885),�S.393-523.

（
777
）　D

.�A
nzilotti,�Corso di diritto internazionale�(Rom

a:�A
thenaeum

,�1912),�pp.13-19.

（
776
）　D

.�A
ntokoletz,�T

ratado de derecho internacional público en tiem
po de paz,�t.I,�2a�ed.�(Buenos�A

ires:�La�facultad,�1928),�
pp.144-213.

（
7（7
）　

な
お
、
こ
れ
ら
の
概
説
書
に
つ
い
て
は
、
マ
カ
リ
ス
タ
ー
＝
ス
ミ
ス
と
シ
ュ
ヴ
ィ
ー
ツ
ケ
に
よ
る
二
〇
〇
一
年
の
文
献
調
査
研
究
に
お
い
て
も
確

認
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
同
文
献
に
は
、
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
を
含
む
当
時
の
す
べ
て
の
文
献
で
言
及
さ
れ
て
い
な
い
ハ
ン
ガ
リ
ー
や
ロ

シ
ア
の
概
説
書
が
含
ま
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
が
当
時
ど
の
程
度
ア
ク
セ
ス
可
能
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
点
は
、
今
後
の
検
討
課
題
と
し
た
い
。

（
7（（
）　

例
え
ば
次
の
文
献
の
よ
う
に
、
専
ら
講
義
の
た
め
に
執
筆
さ
れ
た
総
数
二
〇
頁
ほ
ど
の
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
こ
の
よ
う
な

点
が
別
途
精
査
を
要
す
る
問
題
で
あ
る
こ
と
は
容
易
に
理
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。J.�von�Pözl,�G

rundriss der V
orlesungen über europäisches 

V
ölkerrecht�(M

ünchen:�Literarisch-A
rtist.�A

nst.,�1852).
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（
7（7
）　

そ
も
そ
も
あ
る
特
定
の
時
代
の
「
国
際
法
研
究
の
状
況
」
を
網
羅
す
る
こ
と
は
、
本
稿
の
よ
う
に
各
国
別
の
二
次
資
料
に
多
く
を
負
っ
た
と
し
て

も
不
可
能
で
あ
り
、
例
え
ば
大
学
に
お
け
る
国
際
法
の
教
育
研
究
状
況
に
つ
い
て
は
、
ア
メ
リ
カ
や
ロ
シ
ア
に
お
け
る
研
究
は
僅
少
で
あ
り
、
こ
の

時
期
の
状
況
を
解
明
す
る
に
は
十
分
で
は
な
い
状
況
で
あ
る
。
ま
た
、
例
え
ば
明
治
期
か
ら
大
正
期
に
お
け
る
日
本
の
大
学
で
の
国
際
法
教
育
研
究

状
況
、
ま
た
国
際
法
学
学
会
や
『
国
際
法（
外
交
）雑
誌
』
の
刊
行
状
況
等
に
つ
い
て
の
研
究
も
殆
ど
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
を
想
起
す
る
と
、

ま
ず
は
検
討
の
素
材
と
な
る
十
分
な
デ
ー
タ
セ
ッ
ト
を
揃
え
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

第
二
部　

間
主
観
的
合
意
主
義
理
論
の
成
立

―
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
共
通
の
同
意
理
論

は
じ
め
に

　

第
一
部
に
お
い
て
確
認
さ
れ
た
よ
う
に
、
合
意
主
義
理
論
の
形
成
は
「
一
九
世
紀
」
末
の
ド
イ
ツ
の
国
法
学
者
に
よ
る
国
際
法
論
に

多
く
を
負
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
国
家
主
権
の
絶
対
性
を
強
調
す
る
立
場
か
ら
は
、
国
際

法
は
国
家
の
自
由
意
思
に
基
づ
く
対
外
公
法
に
過
ぎ
ず
、
国
家
は
自
ら
の
意
思
を
自
由
に
撤
回
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
た
め
、
国
際

法
は
主
観
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
よ
う
な
主
観
的
な
国
際
法
を
如
何
に
し
て
客
観
的
な
も
の
と
し
て
理
論
化
す
る

か
と
い
う
こ
と
が
、
当
時
の
国
際
法
学
者
に
課
さ
れ
た
問
題
で
あ
っ
た
。
そ
の
回
答
は
様
々
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
状
況

下
で
、
例
え
ば
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
は
国
家
の
自
己
拘
束
と
い
う
理
論
構
成
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
ト
リ
ー
ペ
ル
は
共
同
意
思
を
観
念
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
の
問
題
に
対
す
る
回
答
を
得
よ
う
と
試
み
た
の
で
あ
っ
た
。

　

そ
し
て
、
幾
つ
か
の
先
行
研
究
が
指
摘
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
ト
リ
ー
ペ
ル
の
共
同
意
思
理
論
と
並
べ
ら
れ
る
議
論
が
オ
ッ

ペ
ン
ハ
イ
ム
の
共
通
の
同
意
理
論
で
あ
っ
た
。し
か
し
な
が
ら
、第
一
部
で
確
認
さ
れ
た
よ
う
に
、合
意
主
義
理
論
の
形
成
過
程
に
オ
ッ

ペ
ン
ハ
イ
ム
の
共
通
の
同
意
理
論
を
位
置
づ
け
る
た
め
に
は
、
そ
の
内
実
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
先
行
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研
究
は
主
と
し
て
彼
の
概
説
書
初
版
第
一
巻
の
共
通
の
同
意
理
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
一
節
の
み
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
で
、
共
通
の

同
意
理
論
を
理
解
し
よ
う
と
試
み
て
き
た
が
、
共
通
の
同
意
理
論
は
法
源
論
を
含
む
彼
の
国
際
法
の
構
想
全
体
に
関
係
す
る
も
の
で
あ

る
た
め
、
概
説
書
初
版
の
限
ら
れ
た
一
節
の
み
の
検
討
で
は
不
十
分
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
故
に
、
彼
の
共
通
の
同
意
理
論
の

理
解
の
た
め
に
は
、
彼
が
上
梓
し
た
著
作
の
中
で
そ
の
国
際
法
体
系
が
最
も
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
概
説
書
に
加
え
て
、
関
連
す
る
論

考
（
7（7
（

及
び
講
義
録
も
検
討
の
対
象
と
し
、
彼
の
議
論
を
総
体
と
し
て
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

ま
た
、
彼
自
身
が
概
説
書
の
「
緒
言
」
に
お
い
て
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
彼
の
概
説
書
は
多
く
の
先
行
文
献
の
成
果
の
上
に
立
脚
す

る
も
の
で
あ
り
、
と
り
わ
け
フ
ィ
リ
モ
ア
、
ト
ゥ
イ
ス
（T

.�T
w

iss

）、
ホ
ー
ル
を
あ
ら
ゆ
る
所
で
引
用
し
た
と
い
う（

7（7
（

。
即
ち
、
彼
の
議

論
が
す
べ
て
彼
に
固
有
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
決
し
て
な
く
、
先
行
す
る
様
々
な
議
論
状
況
の
上
に
彼
の
国
際
法
論
が
築
き

上
げ
ら
れ
た
と
い
う
前
提
に
立
て
ば
、
彼
が
そ
れ
ら
の
先
行
文
献
を
ど
の
よ
う
に
読
み
、
理
解
し
、
そ
の
上
で
自
ら
の
理
論
を
提
示
す

る
に
至
っ
た
の
か
と
い
う
点
も
同
様
に
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（

7（7
（

。
こ
の
よ
う
な
作
業
を
通
し
て
、
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
共

通
の
同
意
理
論
の
特
質
が
初
め
て
明
確
な
も
の
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
基
づ
い
て
、
第
二
部
で
は
、
ま
ず
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
国
際
法
論
、
と
り
わ
け
共
通
の
同
意
理
論
を
構

築
す
る
上
で
不
可
欠
な
概
念
規
定
が
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
に
固
有
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
即
ち
、
彼
が
概
説

書
初
版
第
一
巻
の
導
入
部
で
論
じ
て
い
る
「
国
際
法
の
基
礎
」
及
び
「
国
際
法
の
淵
源
」
に
つ
い
て
、
ま
ず
は
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
が
ど

の
よ
う
に
こ
れ
ら
を
提
示
し
て
い
た
か
を
確
認
す
る
（
第
一
章
）。
こ
こ
で
は
、
彼
の
議
論
の
内
在
的
理
解
の
た
め
に
、
概
説
書
初
版
以

外
の
関
連
す
る
論
考
に
つ
い
て
も
同
時
に
検
討
を
行
う
こ
と
と
し
た
い
。
そ
の
上
で
、
先
行
す
る
又
は
同
時
代
の
議
論
と
の
異
同
を
、

国
際
法
の
基
礎
・
法
源
（
第
二
章
）、
そ
し
て
よ
り
特
定
的
に
国
家
間
共
同
体
と
個
別
国
家
と
の
関
係
（
第
三
章
）
に
そ
れ
ぞ
れ
着
目
す

る
こ
と
で
明
ら
か
に
し
、
最
後
に
第
二
部
の
検
討
結
果
を
纏
め
る
こ
と
で
、「
一
九
世
紀
」
末
に
提
示
さ
れ
た
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
共
通

の
同
意
理
論
が
有
し
て
い
た
意
義
を
考
察
す
る
。
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第
一
章　

オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
国
際
法
論

―
共
通
の
同
意
理
論
に
着
目
し
て

　

第
一
節　

前
提

―
史
料
の
確
認

　
　

㈠　

概
説
書
第
一
巻

―
初
版
か
ら
第
三
版
ま
で

　
　
　

⑴　

初
版
（
一
九
〇
五
年
）
及
び
第
二
版
（
一
九
一
二
年
）

　

オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
が
ど
の
よ
う
な
生
涯
を
歩
み
、
ど
の
よ
う
な
著
作
・
論
考
を
残
し
た
の
か
、
ま
た
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
に
評
価
さ

れ
て
き
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
既
に
第
一
部
第
二
章
に
お
い
て
確
認
さ
れ
た
通
り
で
あ
る
。
第
二
部
で
は
彼
の
国
際
法
論
を
彼

の
諸
著
作
に
お
け
る
議
論
の
総
体
か
ら
読
解
す
る
と
い
う
作
業
が
な
さ
れ
る
が
、
そ
れ
に
際
し
、
か
か
る
作
業
の
主
た
る
検
討
対
象
と

な
る
著
作
が
ど
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
ま
た
如
何
な
る
意
図
を
以
っ
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
点
を
明
ら
か
に
し

て
お
く
こ
と
は
、
彼
の
国
際
法
論
の
検
討
の
前
提
的
な
作
業
と
し
て
求
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
に
、
以
下
本
節
に
お
い

て
は
、
彼
の
代
表
的
著
作
で
あ
る
概
説
書
（
㈠
）
及
び
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
で
の
講
義
録
（
㈡
）
に
つ
い
て
、
ま
ず
は
そ
の
背
景
を
確

認
し
て
お
く
こ
と
と
し
た
い
。

　

第
一
に
、
一
九
〇
五
年
に
初
版
の
第
一
巻
が
上
梓
さ
れ
た
概
説
書
に
つ
い
て
、
同
著
作
が
同
時
代
の
み
な
ら
ず
現
代
に
至
る
ま
で
高

い
評
価
を
得
て
い
る
こ
と
は
既
に
言
及
し
た
通
り
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
同
著
作
が
ど
の
よ
う
な
背
景
の
下
で
上
梓
さ
れ
た
も
の
で

あ
っ
た
の
か
と
い
う
点
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
。「
そ
の
思
い
や
り
と
励
ま
し
が
本
書
の
始
ま
り
か
ら
終
わ
り
に
至
る
ま
で
の
進
展
と
共

に
あ
り
続
け
た
、
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ア
ー
サ
ー
・
ホ
ィ
タ
ッ
ク
へ（

7（1
（

」
と
い
う
献
辞
か
ら
始
ま
る
同
書
は
、
二
巻
か
ら
な
る
浩
瀚
な
著
作
で

あ
る
が
、
一
九
〇
五
年
二
月
二
〇
日
に
脱
稿
さ
れ
た
そ
の
「
緒
言
」
に
よ
れ
ば
「
国
際
法
を
学
修
し
始
め
た
者
の
た
め
の
入
門
的
な
教

材
」
と
な
る
こ
と
を
意
図
し
て
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
そ
の
理
由
は
、
当
時
彼
が
講
義
を
担
当
し
て
い
た
ロ

ン
ド
ン
経
済
政
治
学
院
の
学
生
が
法
律
家
と
し
て
の
訓
練
を
受
け
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
国
際
法
に
関
心
を
抱
く
英
国
人
の
多

く
が
彼
の
学
生
と
同
様
に
法
律
家
で
は
な
い
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た（

7（1
（

。
実
際
に
、
同
学
院
で
彼
が
教
鞭
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を
執
っ
た
の
は
法
学
部
で
は
な
く
国
際
関
係
学
部
で
あ
り（

7（7
（

、
こ
の
よ
う
な
彼
の
意
図
は
、
講
義
準
備
の
一
環
と
し
て
同
書
が
準
備
さ
れ

た
と
い
う
同
書
の
成
立
の
背
景
に
合
致
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　

ま
た
「
緒
言
」
に
よ
れ
ば
、
同
書
は
「
完
全
な
概
説
」
を
目
指
し
て
お
り
、
雑
誌
論
文
ま
で
を
網
羅
し
て
は
い
な
い
も
の
の
、
多
言

語
で
記
さ
れ
た
概
説
書
を
参
考
文
献
一
覧
と
し
て
掲
載
し
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
形
式
は
少
な
く
と
も
英
語
で
記
さ
れ
た
概
説
書
に
は

例
の
な
い
も
の
で
あ
る
と
述
べ
た
上
で
、「
フ
ィ
リ
モ
ア
、
ト
ゥ
イ
ス
、
ホ
ー
ル
を
あ
ら
ゆ
る
所
で
引
用
し
た
」
こ
と
が
言
及
さ
れ
て
い

る
。
さ
ら
に
、「
自
ら
の
体
系
及
び
学
説
を
実
定
的
な
基
礎
の
上
に
築
き
上
げ
る
」
こ
と
、
そ
し
て
同
書
で
用
い
ら
れ
る
定
義
が
可
能
な

限
り
明
確
な
も
の
と
な
る
よ
う
に
試
み
た
と
い
う（

7（6
（

。

　

以
上
の
よ
う
な
背
景
及
び
意
図
の
下
で
上
梓
さ
れ
た
同
書
は
、「
国
際
法
の
基
礎
及
び
発
展
」（
導
入
部
）、「
国
際
法
の
主
体
」（
第
一

部
）、「
国
際
法
の
客
体
」（
第
二
部
）、「
国
際
関
係
の
た
め
の
国
家
機
関
」（
第
三
部
）、「
国
際
取
引
」（
第
四
部
）
の
全
五
部
か
ら
構
成

さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
「
補
遺
」
と
し
て
一
九
〇
四
年
に
英
仏
間
で
締
結
さ
れ
た
合
意
（
い
わ
ゆ
る
英
仏
協
商
）
が
付
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
国
際
紛
争
の
解
決
、
戦
争
及
び
中
立
に
つ
い
て
は
翌
年
に
上
梓
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
第
二
巻
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
る
旨
が
記
さ

れ
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
同
書
の
方
法
と
し
て
、
見
解
の
相
違
が
明
確
な
観
点
か
ら
顕
在
化
さ
れ
る
よ
う
に
、
自
身
が
是
認
す
る
見
解
又
は
自
説
を

可
能
な
限
り
確
立
す
る
よ
う
に
試
み
る
こ
と
で
、
同
書
が
「
学
生
の
た
め
の
教
材
に
求
め
ら
れ
る
よ
う
な
示
唆
的
且
つ
説
得
的
な
質
」

を
備
え
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
希
望
し
て
い
る
。
ま
た
、
同
書
は
あ
く
ま
で
も
実
定
国
際
法
を
提
示
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
ま

だ
確
立
さ
れ
て
い
な
い
規
則
に
つ
い
て
言
及
す
る
こ
と
を
控
え
た
旨
が
最
後
に
確
認
さ
れ
る（

777
（

。

　

さ
ら
に
、
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
は
概
説
書
初
版
を
単
に
公
表
す
る
の
み
に
留
ま
ら
ず
、
そ
の
改
訂
作
業
に
も
意
欲
的
に
取
り
組
ん
で
い

た
。
彼
の
私
信
に
よ
れ
ば
、
初
版
の
出
版
以
降
に
新
た
に
生
じ
た
出
来
事
や
国
際
法
上
の
論
点
を
包
摂
す
る
た
め
の
概
説
書
の
改
訂
作

業
の
必
要
性
は
早
く
も
一
九
〇
六
年
一
一
月
に
は
意
識
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る（

77（
（

。
概
説
書
の
改
訂
作
業
は
、
同
じ
く
学
生
の
国
際
法
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学
修
の
一
助
に
な
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
国
際
法
事
例
集（

777
（

の
準
備
と
並
行
し
て
進
め
ら
れ
、
そ
の
結
果
、
一
九
一
二
年
に
概
説
書
第
二

版
が
上
梓
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
「
緒
言
」
に
よ
れ
ば
、
概
説
書
初
版
に
お
け
る
意
図
、
そ
し
て
採
用
さ
れ
た
方
法
が
第
二
版
に
お
い
て
も
意
識
的
に
維
持
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
と
り
わ
け
、
第
二
版
に
新
た
に
追
加
さ
れ
た
議
論
に
つ
い
て
は
、
節
の
番
号
に
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
小
文

字
を
追
記
す
る
こ
と
で
初
版
と
第
二
版
と
の
異
同
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
読
者
へ
の
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る（

777
（

。
ま
た
、
概
説
書
初
版

の
目
的
及
び
方
法
が
第
二
版
に
お
い
て
も
貫
徹
さ
れ
た
こ
と
の
理
由
と
し
て
、
概
説
書
初
版
に
対
す
る
多
く
の
好
意
的
な
評
価
・
感
想

が
、
英
国
の
み
な
ら
ず
、
米
国
、
日
本
、
フ
ラ
ン
ス
及
び
イ
タ
リ
ア
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
旨
が
付
記
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
初
版
と
異

な
る
点
と
し
て
、
第
二
版
の
原
稿
を
準
備
す
る
段
階
で
有
益
な
情
報
の
提
供
が
あ
っ
た
と
し
て
、
外
務
省
及
び
高
等
法
院
の
職
員（

777
（

に
対

す
る
謝
辞
が
添
え
ら
れ
て
い
る
点
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　

⑵　

第
三
版
（
一
九
二
〇
年
）

　

以
上
の
よ
う
に
改
訂
さ
れ
た
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
概
説
書
第
二
版
は
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
で
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
に
師
事
し
た
ロ
ク

ス
バ
ー
グ
（R.�F.�Roxburgh

）
に
よ
っ
て
編
集
・
改
訂
さ
れ
、
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
死
後
か
ら
半
年
余
り
が
経
過
し
た
一
九
二
〇
年

六
月
に
第
三
版
と
し
て
上
梓
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

第
三
版
に
お
け
る
改
訂
内
容
に
つ
い
て
言
及
す
る
前
に
、編
者
で
あ
る
ロ
ク
ス
バ
ー
グ
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。ロ
ク
ス
バ
ー

グ
は
、
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
が
所
属
し
て
い
た
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
の
ト
リ
ニ
テ
ィ
・
カ
レ
ッ
ジ
で
学
修
し
、
一
九
一
一
年
に
古
典
の
優

等
卒
業
試
験
（T

ripos

）
に
合
格
す
る
こ
と
で
学
術
学
士
号
を
取
得
し
、
同
年
か
ら
一
九
一
三
年
に
か
け
て
同
カ
レ
ッ
ジ
の
上
級
研
究

員
（Senior�Scholar

）
と
し
て
大
学
に
在
籍
し
た（

777
（

。
ま
た
、
一
九
一
二
年
に
ヒ
ュ
ー
ウ
ェ
ル
奨
学
生
（W

hew
ell�Scholarship

）
に

選
ば
れ（

771
（

、
後
の
一
九
一
四
年
に
も
再
度
選
ば
れ
て
い
る（

771
（

。
そ
し
て
、
そ
の
後
は
ミ
ド
ル
・
テ
ン
プ
ル
所
属
の
法
廷
弁
護
士
と
な
っ
て
い
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る
。
彼
は
国
際
法
を
主
題
と
す
る
論
考（

777
（

を
数
点
公
表
し
て
い
る
が
、
例
え
ば
彼
の

代
表
作
と
し
て
言
及
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
、
一
九
一
七
年
に
上
梓
さ
れ
た
『
国
際

条
約
と
第
三
国（

776
（

』
は
、
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
が
編
者
を
務
め
た
「
国
際
法
及
び
外
交

論
集
（Contributions�to�International�Law

�and�D
iplom

acy

）」
叢
書
の
一

部
と
し
て
公
刊
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
同
書
の
原
型
は
、
彼
が
ヒ
ュ
ー

ウ
ェ
ル
奨
学
生
と
し
て
の
義
務
を
果
た
す
た
め
に
一
九
一
三
年
か
ら
翌
一
四
年
に

亘
っ
て
書
き
上
げ
た
も
の
で
あ
っ
た（

777
（

。

　

こ
の
よ
う
な
ロ
ク
ス
バ
ー
グ
の
手
に
よ
っ
て
改
訂
さ
れ
た
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の

概
説
書
第
三
版
は
、
ロ
ク
ス
バ
ー
グ
に
よ
る
改
訂
・
編
集
を
経
て
い
る
と
い
う
意

味
に
お
い
て
、
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
手
に
よ
る
純
粋
な
著
作
で
あ
る
と
は
言
え
な

い
。
し
か
し
な
が
ら
、
概
説
書
第
三
版
は
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
が
生
前
に
準
備
し
て

い
た
メ
モ
を
も
と
に
、
ロ
ク
ス
バ
ー
グ
に
よ
る
不
必
要
な
変
更
は
加
え
な
い
と
い

う
基
本
方
針
の
下
で
編
集
さ
れ
て
い
る（

77（
（

。
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
が
遺
し
た
メ
モ
は
一

九
一
九
年
六
月
に
締
結
さ
れ
た
講
和
条
約
の
部
分
で
終
わ
っ
て
い
た
が
、
オ
ッ
ペ

ン
ハ
イ
ム
夫
人
及
び
出
版
社
の
要
請
に
従
っ
て
、
同
条
約
に
関
連
す
る
部
分
に
つ

い
て
の
一
九
二
〇
年
五
月
ま
で
の
出
来
事
が
ロ
ク
ス
バ
ー
グ
に
よ
っ
て
加
筆
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
以
外
の
修
正
箇
所
に
つ
い
て
は
、「
緒
言
」
に
お
い
て
ロ
ク

ス
バ
ー
グ
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
、
彼
に
よ
っ
て
修
正
が

試
み
ら
れ
た
の
は
「
表
４
」
と
し
て
纏
め
た
部
分
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。

表４：オッペンハイム概説書第３版におけるロクスバーグによる修正箇所 
・オッペンハイム概説書第３版「緒言（332）」をもとに筆者作成。

節番号 修　正　内　容

50a,�b
世界大戦及び世界大戦後の講和会議について

【筆者註：オッペンハイムによるメモをもとに加筆】
94a,�b 大英帝国における自治領域の変化について
197a-c 国際航空協定（1919年10月13日署名）に伴う記述の追加

458-471e
国際委員会及び国際事務局の近年における展開について

【筆者註：オッペンハイムによる改訂意思（印）に従って加筆】
476a,�b 国際捕獲審検所及び国際司法裁判所設立の提案について

568a-568i 立法条約一覧の更新

581b,�591a
講和条約及び世界大戦後の連合（Union）の位置づけについて

【筆者註：国際連盟に関するオッペンハイムの論考をもとに加筆】
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以
下
、
本
稿
に
お
い
て
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
国
際
法
論
と
し
て
概
説
書
の
記

述
を
参
照
す
る
際
に
、
と
り
わ
け
第
三
版
と
第
二
版
ま
で
と
の
間
に
記
述
の
異

同
が
確
認
さ
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
修
正
が
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
自
身
に
よ
っ
て

な
さ
れ
た
の
か
、
或
い
は
、
ロ
ク
ス
バ
ー
グ
に
よ
る
も
の
な
の
か
を
、
右
掲
の

修
正
部
分
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
可
能
な
限
り
で
明
ら
か
に
す
る
よ
う
試
み
る
こ

と
と
し
た
い
。
な
お
、
以
下
で
明
示
的
な
言
及
が
な
い
場
合
は
、
あ
る
記
述
に

つ
い
て
初
版
、
第
二
版
及
び
第
三
版
の
間
に
記
述
の
異
同
が
な
い
こ
と
を
意
味

す
る
。

　
　

㈡　

ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
に
お
け
る
講
義
録

　

本
稿
が
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
国
際
法
理
論
を
検
討
す
る
上
で
、
概
説
書
及
び

論
考
と
共
に
参
照
す
る
も
の
が
、
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
に

お
け
る
講
義
録
で
あ
る
。
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
個
人
文
書
が
殆
ど
遺
さ
れ
て
い

な
い
こ
と
は
既
に
先
行
研
究（

777
（

に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
が
、
未

公
刊
史
料
で
あ
る
彼
の
講
義
録
は
、
彼
が
所
属
し
て
い
た
同
大
学
ト
リ
ニ

テ
ィ
・
カ
レ
ッ
ジ
の
レ
ン
図
書
館
（W

ren�Library

）
に
お
い
て
確
認
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
“Trinity/A

dd.M
s.a/338

”と
い
う
請
求
記
号
が
付
さ
れ
て
い

る�

“Additional�M
anuscripts�a:�Papers�of�Lassa�O

ppenheim

”は
、
二

つ
の
箱
に
収
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
構
成
は
「
表
５
」
の
通
り
で
あ
る
。

表５：ケンブリッジ大学トリニティ・カレッジのレン図書館所蔵の関連一次史料一覧 
・【番号】は筆者によって便宜的に付されたものである。
・英数字 は請求記号を意味する。

Box�1/2 【１】　Lectures�on�Introduction�and�Subjects�of�International�Law
【２】　Lectures�on�Objects�of�International�Law
【３】　�The�International�Law�of�the�Present�War,�vol.I�(Michael�Term,�1915.�

Thirteen�Lectures�on:�The�International�Law�of�the�Present�War)
【４】　Morals�from�the�History�of�International�Law
【５】　League�of�Nations�I
【６】　League�of�Nations�II・III

Box�2/2 【７】　�Lectures� on� Diplomacy� as� Part� of� Internat ional� Law��
Add�ms.a.338�1/1-21

【８】　International�Law�and�Modern�Warfare�� Add�ms.a.338�2/1
【９】　International�Law�in�Balance�� Add�ms.a.338�2/2

実証主義国際法学の確立過程における合意主義の系譜（二）163

五
九



　

ま
ず
「Box1/2

」
に
つ
い
て
、
同
ボ
ッ
ク
ス
に
は
大
き
く
分

け
る
と
六
点
の
史
料
が
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
も

【
１
】・【
２
】・【
３
】
は
製
本
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
複
数

の
冊
子
が
挟
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
、
シ
ラ
バ
ス
（「
表
６
」
を
参

照
）
が
各
冊
子
に
挟
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
順
番
に
従
っ
て
講
義

が
進
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、【
４
】・【
５
】・【
６
】

に
つ
い
て
は
シ
ラ
バ
ス
に
お
い
て
記
述
を
確
認
で
き
な
い
が
、

内
容
と
し
て
は
【
１
】
に
属
す
る
こ
と
、
そ
し
て
実
際
に
【
１
】

の
製
本
フ
ァ
イ
ル
の
中
に
挟
ま
れ
て
い
た
こ
と（

777
（

か
ら
、【
１
】の

シ
ラ
バ
ス
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
講
義
（
計
一
〇
回
）
に
付
け
加

え
ら
れ
る
形
で
用
意
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。
そ

し
て
、
こ
れ
ら
の
講
義
録
が
基
本
的
に
は
概
説
書
に
基
づ
い
て

準
備
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
、
各
冊
子
の
最
初
の
頁
に
オ
ッ
ペ

ン
ハ
イ
ム
の
自
筆
で
記
入
さ
れ
て
い
る
概
説
書
の
該
当
部
分
を

参
照
す
る
こ
と
で
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る（

777
（

。

【10】　The�Partial�Breakdown�of�the�Law�of�War�� Add�ms.a.338�2/3
【11】　The�Partial�Breakdown�of�the�Law�of�Neutrality�� Add�ms.a.338�2/4
【12】　Permanent�Neutrality�in�the�Balance�� Add�ms.a.338�2/5
【13】　Reprisals�� Add�ms.a.338�2/6
【14】　Position�of�Merchantmen�in�Sea�Warfare�� Add�ms.a.338�2/7
【15】　War�Crimes�I�� Add�ms.a.338�2/8
【16】　War�Crimes�II:�Espionage�and�Treason�� Add�ms.a.338�2/9
【17】　Ruses�［and�Perfidy］�� Add�ms.a.338�2/10
【18】　Sea�Warfare�and�Neutral�Commerce�� Add�ms.a.338�2/11
【19】　Continuous�Voyages�and�Neutral�Commerce�� Add�ms.a.338�2/12
【20】　The�so-called�Long�Distance�Blockade��Add�ms.a.338�2/13
【21】　Prize�Courts�and�International�Law�� Add�ms.a.338�2/14
【22】　Prisoners-of-War�� Add�ms.a.338�2/15
【23】　Professor�Oppenheimʼs�Notice�� Add�ms.a.338�2/16
【24】　Manuscript�of�International�Incidents�(1909)�� Add�ms.a.338�3/1
【25】　�Materials� for� Contemplated� New� Editions� of� International�

Incidents Add�ms.a.338�3/2 �
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表６：オッペンハイムによる講義のシラバス 

【１】Lectures on Introduction and Subjects of International Law
１　What�International�Law�Is
２　The�Sources�of�International�Law�and�the�Sphere�of�Its�Power
３　History�of�International�Law�I
４　History�of�International�Law�II�
５　School�of�Thoughts�in�International�Law
６　The�Members�of�the�Family�of�Nations
７　Acquisition,�Modification,�and�Loss�of�International�Personality
８　Essential�Qualities�of�States�as�International�Persons
９　Intercourse�and�Responsibility�of�State
10　Self�Preservation�and�Intervention

【２】Lectures on Objects of International Law
１　State�Territory�(Including�Aviation�and�Servitudes)
２　Inland�Waters
３　Territorial�Parts�of�the�Sea
４　How�States�Increase�in�Territory�I
５　How�States�Increase�in�Territory�II
６　The�Freedom�of�the�Sea
７　The�Freedom�of�the�Sea�and�War
８　Jurisdiction�on�the�Open�Sea
９　Nationality�and�Alienage
10　Acquisition�and�Loss�of�Neutrality
11　Double�and�Absent�Nationality
12　Extradition

【３】 The International Law of the Present War, vol.I (Michael Term, 1915. Thirteen 
Lectures on: The International Law of the Present War)

１　The�International�Law�of�the�Present�War
２　Violation�of�Permanent�Neutrality
３　The�Laws�of�War
４　The�Religion�of�War�and�the�Theatre�of�War
５　The�Armed�Forces�of�the�Belligerents
６　The�Effect�of�the�Outbreak�of�War�and�Treatment�of�Alien�Enemies
７　The�Outbreak�of�War�and�Enemy�Property,�Especially�Enemy�Merchant�Vessels
８　The�Sale�of�Enemy�Ships�to�Neutrals
９　Forcible�Means�of�Carrying�on�War�at�Land
10　Forcible�Means�of�Carrying�on�War�at�Sea
11　Mines�and�Torpedoes
12　Treatment�of�Property�by�the�Invader
13　Causes�and�Characteristics�of�War
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そ
れ
で
は
、
こ
れ
ら
の
講
義
録
は
い
つ
作
成
さ
れ
た
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
シ
ラ
バ
ス
に
講
義
年
の
記
載
が

な
い
こ
と
、
ま
た
そ
れ
を
確
認
す
る
た
め
の
史
料
が
な
い
こ
と
か
ら
、【
１
】・【
２
】
の
作
成
時
期
を
同
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

但
し
【
３
】
に
つ
い
て
は
、
そ
の
シ
ラ
バ
ス
に
“Michael.�T

erm
,�1915

（
771
（

”と
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
初
回
の
講
義
録
に
お
い

て
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
一
世
以
来
の
大
戦
が
勃
発
し
た
た
め
、
本
来
の
予
定
（
当
初
は
「
平
時
に
お
け
る
国
際
法
の
諸
問
題
」
と
い
う
講
義

が
予
定
さ
れ
て
い
た
。）
か
ら
変
更
し
て
当
時
の
大
戦
、
即
ち
、
第
一
次
世
界
大
戦
に
お
け
る
国
際
法
の
諸
問
題
を
講
じ
る
と
い
う
記
述

が
確
認
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
一
九
一
五
年
一
〇
月
か
ら
の
講
義
の
た
め
に
用
意
さ
れ
た
も
の
と
特
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、

【
１
】
に
挟
ま
れ
て
い
た
【
４
】・【
５
】・【
６
】
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
な
講
義
の
時
期
を
特
定
で
き
な
い
も
の
の
、
例
え
ば
「
国
際
法

史
の
教
訓
」（
第
五
一
節
）
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、【
４
】
の
内
容
が
概
説
書
の
第
三
版
に
の
み
記
述
の
あ
る
内
容
（
正
確
に
言
え
ば
、

第
二
版
の
内
容
に
追
記
が
な
さ
れ
た
も
の
）
を
反
映
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
少
な
く
と
も
概
説
書
第
二
版
が
出
版
さ
れ
た
一
九

一
二
年
以
後
に
準
備
さ
れ
た
も
の
と
推
測
で
き
る
。

　

さ
ら
に
【
５
】・【
６
】
に
つ
い
て
は
、
冊
子
の
題
目
が
示
す
よ
う
に
国
際
連
盟
に
つ
い
て
の
三
回
分
の
講
義
録
と
な
っ
て
い
る
。

【
５
】
の
最
初
の
頁
に
は
、「
前
年
度
の
ミ
カ
エ
ル
マ
ス
・
タ
ー
ム
の
は
じ
め
に
行
わ
れ
た
講
義
」
と
の
関
係
が
言
及
さ
れ
て
い
る
た
め
、

こ
れ
は
一
九
一
九
年
の
（
お
そ
ら
く
ミ
カ
エ
ル
マ
ス
・
タ
ー
ム
に
お
け
る
）
講
義
の
た
め
に
準
備
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
こ
の
「
前
年
度
の
講
義
」（
一
九
一
八
年
講
義
）
は
一
九
一
九
年
に
『
国
際
連
盟
及
び
そ
の
諸
問
題（

771
（

』
と
し
て
上
梓
さ
れ
て
い
る

が
、
一
九
一
九
年
の
講
義
録
（【
５
】・【
６
】）
が
同
年
四
月
二
八
日
に
パ
リ
講
和
会
議
の
国
際
連
盟
規
約
委
員
会
で
採
択
さ
れ
た
国
際

連
盟
規
約
の
第
二
草
案
を
参
照
し
な
が
ら
具
体
的
な
問
題
を
論
じ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
講
和
会
議
開
催
前
の
一
九
一
八
年
の
講
義
録

は
二
度
の
ハ
ー
グ
平
和
会
議
か
ら
国
際
連
盟
に
至
る
展
開
を
回
顧
し
、
国
際
連
盟
が
備
え
る
べ
き
目
的
及
び
制
度
に
つ
い
て
扱
う
も
の

と
な
っ
て
い
る
。

　

次
に
、「Box2/2

」
に
つ
い
て
、
同
ボ
ッ
ク
ス
に
は
大
き
く
分
け
る
と
一
九
点
の
史
料
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。「Box1/2

」
の
よ
う
に
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一
つ
の
講
義
が
一
冊
の
フ
ァ
イ

ル
に
挟
ま
れ
て
保
管
さ
れ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
が
、【
７
】
の

「
国
際
法
の
一
部
と
し
て
の
外

交
」
と
い
う
講
義
が
二
四
回
分

（
細
目
は
「
表
７
」
の
通
り
）
と

し
て
構
想
さ
れ
て
い
た
こ
と（

777
（

、そ

し
て
【
８
】
か
ら
【
22
】
の
計
一

五
回
の
講
義
が「
現
在
の
戦
争
の

過
程
の
中
で
生
じ
た
国
際
法
の

諸
問
題
」に
関
す
る
講
義
で
あ
る

こ
と（

776
（

が
、そ
れ
ぞ
れ
の
講
義
録
か

ら
確
認
で
き
る
。講
義
録
と
し
て

残
さ
れ
て
い
る
も
の
は
以
上
の

も
の
の
み
で
あ
っ
て
、残
り
の
も

の
と
し
て
は
、【
23
】
は
オ
ッ
ペ

ン
ハ
イ
ム
の
講
義
に
関
す
る
告

示
（
一
九
一
六
年
一
〇
月
二
日

付
）、【
24
】は
一
九
〇
九
年
に
出

表７：オッペンハイムの講義「国際法の一部としての外交」シラバス 

【７】Lectures on Diplomacy as Part of International Law
１　Introduction:�On�Diplomacy�in�General�� Add�ms.a.338�1/1
２　The�Position�and�the�Task�of�Foreign�Offices�in�Diplomacy�� Add�ms.a.338�1/2
３　Diplomacy�and�the�Different�Kinds�of�States�� Add�ms.a.338�1/3
４　Diplomatic�Attributes�of�All�States�� Add�ms.a.338�1/4
５　Diplomatic�Responsibility�of�States�� Add�ms.a.338�1/5

６　�Diplomatic� Transactions� I:� Negotiation� Including� Good� Offices,� Mediation,� and�
Conferences�� Add�ms.a.338�1/6

７　�Diplomatic� Transactions� II:� Notification,� Protest,� Renunciation,� Declaration,�
Recognition� Add�ms.a.338�1/7

８　Diplomatic�Transactions�III:�Intervention�� Add�ms.a.338�1/8
９　Heads�of�States�in�Diplomacy�� Add�ms.a.338�1/9
10　The�Position�of�the�Pope�in�Diplomacy�� Add�ms.a.338�1/10
11　Legation�� Add�ms.a.338�1/11
12　Commencement�and�Termination�of�Diplomatic�Missions�� Add�ms.a.338�1/12
13　Privileges�of�Diplomatic�Envoys�I�� Add�ms.a.338�1/13
14　Privileges�of�Diplomatic�Envoys�II�� Add�ms.a.338�1/14
15　Consuls�� Add�ms.a.338�1/15
16　Treaties,�and�Their�Binding�Forces�� Add�ms.a.338�1/16
17　The�Making�of�Treaties�and�Their�Effect�� Add�ms.a.338�1/17
18　Ratification�of�Treaties�� Add�ms.a.338�1/18
19　Termination�of�Treaties�� Add�ms.a.338�1/19
20　Treaties�of�Guarantee,�of�Alliance,�and�of�Protection� Add�ms.a.338�1/20
21　Commercial�Treaties�� Add�ms.a.338�1/21

実証主義国際法学の確立過程における合意主義の系譜（二）167

六
三



版
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
事
例
集
の
原
稿
で
あ
り
、
そ
し
て
【
25
】
は
そ
の
第
二
版
改
訂
の
た
め
の
資
料
で
あ
る
。

　

ま
た
、
各
講
義
録
の
作
成
時
期
に
つ
い
て
は
、【
７
】
に
つ
い
て
は
関
連
す
る
情
報
が
な
い
た
め
同
定
不
能
で
あ
る
の
に
対
し
て
、

【
８
】
か
ら
【
22
】
に
つ
い
て
は
、【
23
】
の
告
示
に
添
付
さ
れ
て
い
る
シ
ラ
バ
ス
と
同
一
の
講
義
名
且
つ
内
容
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ

れ
が
一
九
一
六
年
一
〇
月
に
開
始
さ
れ
た
も
の
（
即
ち
、
一
九
一
六
年
の
ミ
カ
エ
ル
マ
ス
・
タ
ー
ム
に
講
じ
ら
れ
た
も
の
）
で
あ
る
こ

と
が
確
認
さ
れ
る
。

　

以
上
が
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
に
お
け
る
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
講
義
録
の
紹
介
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
中
で
本
稿
と
最
も
密
接
に
関
連
す

る
平
時
国
際
法
の
諸
理
論
に
つ
い
て
の
彼
の
講
義
録
（【
１
】・【
２
】・【
７
】）
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
が
準
備
さ
れ
た
時
期
は
依
然
と
し

て
不
明
で
あ
る
。
彼
が
一
九
〇
八
年
に
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
に
着
任
し
て
い
る
こ
と
、
概
説
書
の
第
二
版
が
一
九
一
二
年
に
上
梓
さ
れ

た
が
、
初
版
改
訂
の
準
備
自
体
は
一
九
〇
六
年
に
は
構
想
さ
れ
て
い
た
こ
と
等
の
状
況
に
鑑
み
る
と
、
彼
の
講
義
録
は
第
二
版
の
内
容

を
反
映
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。
尤
も
、
彼
の
講
義
録
に
は
彼
自
身
の
手
に
よ
る
修
正
・
追
記
が
多
く

確
認
さ
れ
る
た
め
、
同
じ
講
義
録
を
、
概
説
書
の
改
訂
準
備
作
業
と
並
行
し
て
適
宜
修
正
し
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。
以
下
で
講
義
録

を
参
照
す
る
際
に
は
、
こ
の
よ
う
な
講
義
録
の
成
立
背
景
に
留
意
す
る
こ
と
と
す
る
。
ま
た
、
以
上
の
理
由
か
ら
、
次
節
以
降
で
は
、

概
説
書
の
議
論
を
中
心
に
、
そ
し
て
そ
の
理
解
の
た
め
の
補
助
線
と
し
て
講
義
録
等
を
用
い
る
こ
と
で
、
彼
の
国
際
法
論
が
描
き
出
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
は
、
以
上
の
史
料
を
素
材
と
し
て
、
次
節
か
ら
は
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
国
際
法
論
を
具
体
的
に
確
認
し
て

い
く
こ
と
と
し
た
い
。

（
7（7
）　

オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
は
国
際
法
を
主
題
と
す
る
論
考
を
一
八
点
公
表
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
中
で
国
際
法
の
基
礎
及
び
法
源
に
関
す
る
議
論
を
含

む
よ
う
な
一
般
理
論
を
扱
っ
て
い
る
も
の
は
次
の
三
点
に
限
ら
れ
る
。O

ppenheim
,�supra�note�(200),�pp.313-356:�D

ers,�a.a.O
.�(A

nm
.201),�

S.140-201:�D
ers,�a.a.O

.�(A
nm

.208),�S.1-13.�

な
お
、
関
連
す
る
そ
の
他
の
史
料（
概
説
書
及
び
講
義
録
）に
つ
い
て
は
次
章
第
一
節
を
見
よ
。

（
7（7
）　O

ppenheim
, International Law

,�1st�ed.,�vol.1,�supra�note�(61),�p.viii.
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（
7（7
）　

こ
の
よ
う
な
作
業
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
次
の
文
献
を
見
よ
。
西
英
昭
『「
台
湾
私
法
」
の
成
立
過
程

―
テ
キ
ス
ト
の
層
位
学
的
分

析
を
中
心
に

―
』（
九
州
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
九
年
）一－

三
頁
。

（
7（1
）　O

ppenheim
,�International Law

,�1st�ed.,�vol.1,�supra�note�(61),�p.v.�

一
八
四
四
年
に
英
国
で
生
を
受
け
た
ホ
ィ
タ
ッ
ク（E.�A

.�
W

hittuck

）は
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
の
オ
リ
オ
ル
・
カ
レ
ッ
ジ
に
所
属
し
、
法
・
歴
史
学
部
で
学
ん
だ
。
彼
は
同
大
学
の
講
師
と
し
て
ロ
ー
マ

法
を
教
授
し
て
い
た
が
、
結
婚
を
機
に
一
八
九
二
年
に
は
同
大
学
を
去
り
、
そ
の
後
は
ロ
ン
ド
ン
経
済
政
治
学
院
の
理
事
と
し
て
長
年
に
亘
っ
て
同

学
院
に
奉
仕
し
た
。
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
に
同
学
院
で
の
講
師
職
を
与
え
た
の
も
彼
で
あ
り
、
同
学
院
に
国
際
法
教
授
職
を
創
設
し
た
の
も
彼
の
功
績

で
あ
っ
た
。
ま
た
彼
は
、
一
九
一
五
年
に
設
立
さ
れ
た
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
協
会（
後
の
英
国
国
際
法
・
比
較
法
研
究
所
）及
び
『
英
国
国
際
法
年
鑑
』
の

創
設
者
の
一
人
で
も
あ
っ
た
。A.�P.�H

iggins/J.�L.�Brierly,�

“Edw
ard�A

rthur�W
hittuck

”,�British Y
earbook of International Law

,�vol.5�
(1924),�pp.1-3.

（
7（1
）　O

ppenheim
,�International Law

,�1st�ed.,�vol.1,�supra�note�(61),�p.vii.

（
7（7
）　R.�H

iggins,�

“The�Reform
ation�of�International�Law

”;�in�R.�Raw
lings�(ed.),�Law

, Society and E
conom

y: Centenary E
ssays for 

the London School of E
conom

ics and Political Science 1895-1995�(O
xford:�Clarendon�Press,�1997),�p.208.

（
7（6
）　

な
お
、
翌
一
九
〇
六
年
の
第
二
巻
の
「
緒
言
」
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
一
般
的
特
徴
に
加
え
て
、
彼
の
概
説
書
で
提
示
さ
れ
て
い
る
実
定
国
際

法
規
則
が
い
ず
れ
か
の
国
の
特
定
の
見
解
の
み
を
代
表
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
不
偏
性
に
つ
い
て
言
及
が
あ
る
。Oppenheim

,�International 
Law

,�1st�ed.,�vol.2,�supra�note�(61),�p.vii.

（
777
）　Idem

, International Law
,�1st�ed.,�vol.1,�supra�note�(61),�p.ix.

（
77（
）　

“Correspondence�from
�L.�O

ppenheim
�to�W

.�A
.�S.�H

enw
iss,�N

ovem
ber�23rd�1906

”;�in�G
eneral Correspondence and Papers�

1849, 1865-1931,�File�50:�T
ariff�Reform

�and�the�Procuring�of�a�Parliam
entary�Constituency�for�H

enw
iss�to�Contest,�1904-

1909,�M
S74/H

enw
iss/50/26-29�(W

est�Bank�Library,�Sheffield�U
niversity),�p.4.

（
777
）　O

ppenheim
,�International Incidents,�supra�note�(193).�

な
お
、
本
書
は
一
九
一
一
年
に
改
訂
さ
れ
て
い
る
。Idem

, International 
Incidents for D

iscussion in Conversation Classes,�2nd�ed.�(Cam
bridge:�T

he�U
niversity�Press,�1911).

（
777
）　Idem

, International Law
,�2nd�ed.,�vol.1,�supra�note�(194),�pp.vii-viii.�

例
え
ば
、
公
海
上
の
無
線
電
信（§§287a,�b

）や
第
二
回
ハ
ー
グ
平

和
会
議
及
び
ロ
ン
ド
ン
宣
言（§§568a,�b

）等
が
こ
れ
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
777
）　

そ
の
中
の
一
人
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
、
当
時
の
英
国
外
務
省
の
法
律
顧
問
補
で
あ
り
、
一
九
〇
七
年
の
第
二
回
ハ
ー
グ
平
和
会
議
、
翌

一
九
〇
八
年
の
ロ
ン
ド
ン
会
議
の
英
国
代
表
を
務
め
た
ハ
ー
ス
ト（C.�J.�B.�H

urst
）で
あ
っ
た
。
な
お
、
ハ
ー
ス
ト
卿
に
つ
い
て
は
次
の
文
献
を
見

よ
。E.�Beckett,�

“Sir�Cecil�H
urstʼs�Services�to�International�Law

”,�British Y
earbook of International Law

,�vol.26�(1946),�pp.1-2:�
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Ch.�de�V
isscher et al.,�

“Sir�Cecil�H
urst:�T

w
o�T

ributes

”,�International and Com
parative Law

 Q
uarterly,�vol.13�(1964),�pp.1-5.

（
777
）　U

niversity�of�Cam
bridge,�T

he Cam
bridge U

niversity Calendar for the Y
ear 1911-1912�(Cam

bridge:�T
he�U

niversity�Press,�
1911),�p.1125:�Idem

, T
he Cam

bridge U
niversity Calendar for the Y

ear 1912-1913�(Cam
bridge:�T

he�U
niversity�Press,�1912),�

pp.715�et�1137.
（
771
）　Idem

, T
he Cam

bridge U
niversity Calendar for the Y

ear 1913-1914�(Cam
bridge:�T

he�U
niversity�Press,�1913),�p.814.

（
771
）　Idem

, T
he Cam

bridge U
niversity Calendar for the Y

ear 1915-1916�(Cam
bridge:�T

he�U
niversity�Press,�1915),�p.127.

（
777
）　R.�F.�Roxburgh,�T

he Prisoners of W
ar Inform

ation Bureau in London: A
 Study�(London/N

ew
�Y

ork/Bom
bay/Calcutta/

M
adras:�Longm

ans,�Green�and�Co.,�1915).�

こ
の
一
九
一
五
年
の
著
作
の
執
筆
を
勧
め
た
の
は
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
で
あ
り
、
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム

に
よ
っ
て
同
書
に
寄
せ
ら
れ
た
「
序
文
」
か
ら
は
、
彼
ら
の
関
係
が
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
時
代
の
師
弟
関
係
に
留
ま
ら
ず
、
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
が
ロ
ク
ス

バ
ー
グ
を
「
友
人
」
と
呼
ぶ
ほ
ど
の
親
密
な
関
係
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
理
解
さ
れ
る（ibid.,�p.v.

）。
な
お
、
ロ
ク
ス
バ
ー
グ
に
よ
る
論
考
と
し

て
は
他
に
も
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。Idem
,�

“The�Sanction�of�International�Law

”,�A
m

erican Journal of International Law
,�vol.14�

(1920),�pp.26-37:�Idem
,�

“Subm
arines�at�the�W

ashington�Conference

”,�British Y
earbook of International Law

,�vol.3�(1923),�
pp.150-158.

（
776
）　Idem

, 
International 

Conventions 
and 

T
hird 

States: 
A

 
M

onograph�
(London/N

ew
�

Y
ork/Bom

bay/Calcutta/M
adras:�

Longm
ans,�Green�and�Co.,�1917).

（
777
）　Ibid.,�p.vii.�

（
77（
）　

尤
も
、
当
該
メ
モ
は
現
時
点
で
は
発
見
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
真
偽
は
不
明
で
あ
る
。

（
777
）　L.�O

ppenheim
�(ed.�by�R.�F.�Roxburgh),�International Law

: A
 T

reatise,�vol.1:�Peace,�3rd�ed.�(London/N
ew

�Y
ork/Bom

bay/
Calcutta/M

adras:�Longm
ans,�Green�and�Co.,�1920),�pp.ix-x.

（
777
）　Schm

oeckel,�supra�note�(231),�pp.701-702.

（
777
）　

実
際
の
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
講
義
の
順
番
を
意
味
し
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
が
、
筆
者
が
最
初
に
閲
覧
し
た
際（
二
〇
一
七
年
五
月
二
四
日
）に

は
、【
４
】
は
４
番（
“History�of�International�Law

�II

”）の
中
に
、
そ
し
て
【
５
】・【
６
】
は
10
番（
“Self�Preservation�and�Intervention

”）

の
後
に
、
そ
れ
ぞ
れ
挟
ま
れ
て
い
た
。

（
777
）　

概
説
書
に
お
い
て
は
、「
国
際
法
の
基
礎
及
び
発
展
」（
導
入
部
）、「
国
際
法
の
主
体
」（
第
一
部
）、「
国
際
法
の
客
体
」（
第
二
部
）と
な
っ
て
い

る
と
こ
ろ
、
導
入
部
・
第
一
部
を
扱
う
の
が
【
１
】
で
あ
り
、
第
二
部
を
扱
う
の
が
【
２
】
で
あ
っ
た
と
理
解
で
き
る
。
な
お
、【
３
】
の
１
番
か

ら
７
番
に
つ
い
て
は
、
概
説
書
の
該
当
頁
数
が
記
入
さ
れ
て
い
な
い
。
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（
771
）　

ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
は
三
学
期
制
を
採
用
し
て
お
り
、
第
一
学
期
を
ミ
カ
エ
ル
マ
ス
・
タ
ー
ム（M

ichaelm
as�T

erm

：
一
〇
月
か
ら
一
二
月
の

八
週
間
）、
第
二
学
期
を
レ
ン
ト
・
タ
ー
ム（Lent�

T
erm

：
一
月
か
ら
三
月
の
八
週
間
）、
そ
し
て
第
三
学
期
を
イ
ー
ス
タ
ー
・
タ
ー
ム（Easter�

T
erm

：
四
月
か
ら
六
月
の
六
週
間
）と
呼
ぶ
。

（
771
）　O

ppenheim
,�T

he League of N
ations, supra�note�(209).

（
777
）　

こ
れ
は
「
１
．
序
論

―
外
交
一
般
に
つ
い
て（A

dd�m
s.a.338�1/1

）」
と
い
う
冊
子
の
表
紙
に
張
り
付
け
ら
れ
た
シ
ラ
バ
ス
か
ら
確
認
で
き

る
も
の
で
あ
る
。
但
し
、
史
料
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
ボ
ッ
ク
ス
内
に
残
さ
れ
て
い
る
の
は
二
一
冊
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
シ
ラ
バ
ス
の
「
22
．
割

譲
条
約（T

reaties�of�Cession

）」・「
23
．
犯
罪
人
引
渡
条
約（Extradition�T

reaties

）」・「
24
．
講
和
条
約（T

reaties�of�Peace

）」
に
対
し
て
、

「
未
完
成
で
あ
る（not�get�w

ritten�yet

）」と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、実
際
に
は
最
後
の
三
回
分
は
講
じ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

（
776
）　

こ
の
点
は
【
９
】（International�Law

�in�Balance�
A

dd�m
s.a.338�2/2

）の
最
初
の
頁
か
ら
確
認
可
能
で
あ
る
。
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